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※以下の文献呂録作成にあたっては，とくにK.D. McRae (ed.) (I-7. 44) pp. A78-A86; R. Chauvire (III-52)， pp. 515-

520 ; G. Roellenbleck (III-163) ; H. Denzer (herau5g.) (III-197)， 5S. 492-513の文献目録を参照した。なお，二のポダンの手紙

では，彼の著作に収録されている手紙は除いた。三のポダン研究では，研究史上著名なもの，資料的価値をもつもの，すぐれている

もの，あるいはそうされているものを二00点選択し，年代l仮に配列した。

話足

点霊

ボダンの著作

1. rオピアンの狩り四巻』
'0ππcaJloυKυv甲reτCKωνβcs}.cα.eddaρa

1. 1 - Paris (M. Vascosanus)， 1549. 

2. rオヒ・アンの狩り四巻・アンジェ人ジャ γ ・ポダン訳』
Oppiani de venatione libri IIII， Joan. Bodino Andegavensi interprete 

2. 1 - Paris (M. Vascosanus)， 1555. 

2. 2 一， Paris (M. Vascosanus)， 1597. 

〈引用では Devenationeと略す〕

3. r若者の公教育について， トワルーズの市参事会と民衆に対しておこなった講演』
Oratio de instituenda in Republica iuventute ad senatum populllmqlle Tolosatem 

3. 1 - To¥osa (P. Puteus)， 1559. 

3. 2 -， Paris， 1951 (Oeuvres philosophiqlles de Jean Bodin， t. I， ed.par P. Mesnard， pp. 5 -30). 



Traduciton francaise: 

3. 3 Dicours au senat et au peuple de Toulouse'… tr. par P. Mesnard， Paris， 1951 (Oeuvres philosophiques de Jean 
Bodin， t. 1， pp. 31-65). 

(引用では Oratoと略し， 3. 2を用いる)
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4. 11歴史を平易に生IIるための方法」

Methodus ad facilem historiarum cognitionem 

4. 1 - Paris (M. Juvenis)， 1566. 

4. 2 -， ab ipso recognita et multo quam antea locupletior， Paris (M. Juvenis)， 1572. 

4. 3 Methodus historica， duodecim eiusdem argumenti scriptornm tam veterum qnam recentiorllm commentariis adancta a 

Johanne Wolfio， Basilea (P. Perna) ， 1576. 

Artis historicae penus， octodecim scriptorllm tam veterum quam recentiorum monumentis， et inter eos Jo. praecipue 

Bodini methocli historicae sex， instructa (auctore ]. Wo!fio)， Basilea (P. Perna)， 1579. 

4. 5 -， accurate denue recnsus， Lugduni (Mareschal¥us)， 1583. 

4. 6 - Heidelberg， 1583. 

4. 7 ー， Lugduni (Mareschallns)， 1591 

4. 8 - Heidelberg， 1591. 

4. 9 - Geneva (J. Stoer). 1591 

4.10 - Geneva 0. Stoer). 1595. 

4.11 -， Amstelaedami (?)， 1596. 

4.12 - Argentorati (L. Zetznerus)， 1599. 

4.13 - Argentorati (しZetznerus)，1607 
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4.14 -， (;eneva (J. Stoer)， 1610 

4.15 - Francoforti ad Moenum (Dulseck)， 1610. 

4.16 -， (;eneva (]. Stoer)， 1620. 

4.17 一， Francoforti ad Moenum (Dulseck)， 1627. 

4.18 - Argentorati (L. Zetznerus)， 1627. 

4. 19 -， Amstelaedami (J. Ravenstein)， 1650 

4.20 一， Paris (M. Juvenis)， 1672. 

4.21 -， Paris， 1951 (Oeuvres philosophiques de Jean Bodin， t. I， pp. 105-269).ーreimpressionde 4. 2 

4.22 - Aalen (Scientia Verlag)， 1967. -facsimile de 4. 19 

経

縫

Traduction francaise : 

4.23 La methode de I'histoire， tr. par P. Mesnard， Paris， 1941. 

4.24 -， Paris， 1951 (Oeuvres philosophiques de Jean Bodin， t. I， pp. 271-473)。

Traduction anglaise 

4.25 Method for the Easy Comprehension of History， tr. by B. Reynolds， New York (Columbia U. P.)， 1945; (Octagon)， 

1966; (Norton)， 1969. 

4.26 -Ann Arbor， Mich.， 1960. 

(本文では『方法論J，引用では Methodusと略し， 4.21を用いる〉

5. ~.物価騰貴とその治療法に関して，パリのパノレノレマンの弁護士ジャン・ボダン氏がマレストロワ氏の逆説に対してなした反論』

La Response de Maistre Iean Bodin， adv∞at en la Cour， au paradoxe de Monsieur de乱.falestroit，touchant I'encheri田ement

de toutes choses et le moyen d'y remedier 



一， Paris (M. le Jeune)， 1568. 

Le Discours sur l' extreme cherte qui est auiourdhny en F rance， Paris， 1574. 

一， Paris (M. le Jeune)， 1578 

- Paris (J. du Puys)， 1578. 

Discours de Jean Bodin sur le rehaussement et la diminuation des monnoyes， tant d'or que d'argent， et le moyen d'y 

rem巴dier，et response anx paradoxes de Malestroit， Paris (1. du Pnys)， 1578. -2e edition revue 

5. 6 -， Paris (1. dn Puys)， 1580. 

5. 7 Le Disconrs snr l' extreme cherte…… (comme 5. 2)， Bordeaux， 1 586. 
5. 8 Discours de Jean B口din......(comme 5. 5)， Lyon (B. Vincent)， 1593. 

5. 9 Discours de Jean Bodin-....・ (comme5. 5)， Geneve (Cartier)， 1608. 

5.10 La vie ch昼間 auXVle siecle. La response de Jean Bodin a M. de Malestroit， ed. par H. Hauser， Paris， 1932. 

5.11 -， ed. par J. Y. Le Branchn， Paris， 1934. -reimpression de 5. 1 

5. 1 

5. 2 

5. 3 

5. 4 

5. 5 
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Tradnction latine : 

5.12 Tractatus de angmento et decremento auri et argenti..…'quo respondetur Paradoxis Domini de Malestroict， tr. par 

Renerius Budelius， in: R. Budelius， De monetis et re numaria， Coloniae， 1591. 

Responsio ad Paradoxa Malestretti de caritate rerum eiusque remediis， tr. par Hermann Conring， Helmestadii (H. 

Muller)， 1671. 

5.13 

Traduction alJemande : 

Discours dess beruhmten Johannis Bodini....・・vonc'en Ursachen der Theurung wie auch dem Auff-und Abschlag der 

Muntz， Hamburg 1624. 

5.14 
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Traduction anglaise : 

5.15 The Response of ]ean Bodin to the Paradoxes of MaJestroit， tr. by G. A. Moore， Chevy Chase， Maryland and 

Washington， D. C.， 1946-1947. 

(本文では『マレストロワ氏へのroi命J]，引用では Responseと略し， 5.10を用いる〉

話量

話軍

『ラングノレの司教て、公認，ベーノレ，それに国王顧問シャルル・デ・カーノレ閣下が1573年8月8日にメッツに滞在していた壮麗な

ポーランド使節団に対しておこなった演説。弁護士ジャン・ボダンのラテン語からのフランス語訳』

La Harangve de Messire CharIes des Cars， evesque et dvc de Langres， pair de France， & ConseilIer du Roy en son priue 

Conseil， prononcee aux magnifiques Ambassadeurs de PouJongne， estans a Metz， le huictiesme iour d' Aoust， M. D. LXXIII， 

Tournee de Latin en Frangois par lan Bodin， Aduocat 

6. 1 一， Paris (P. l'HuilIier)， 1573. 

6. 2 - Lyon (Rigalld)， 1573. 

6. 3 dans : Memoires de J'estat de France SOllS Charles Neufiesme， Seconde Edition， 

vol. II， fols. 526 (326) v-335: 

(引用では Harangueと略し， 6. 1;を用いる〉

6. 

voJs.， MeideJbovg; 1578， 3 

7. r国家論六巻』
Les six Livres de la Repllbliqlle 

一， Paris (]. du Puys)， 1576. 

一， Paris (]. du Puys) ， 1577. 

一， Geneve (Le ]lIge) ， 1577 

7. 1 

7. 2 

7. 3 
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7. 4 一， Pal"Is (J. du PllyS)， 1577. -2e edition revue 

7. 5 -， Paris (J. dll Puys)， 1578. -3e edition revue 

7. 6 ー， Paris (J. du Puys)， 1579. -4e edition revue 

7. 7 - Lyon (J. de Tournes)， 1579. 

7. 8 - Lyon (J. de Tournes)， 1580 

7目 9 ー， Paris (J. du Puys)， 1580. -5e edition revue 

7.10 一， Paris (Verdier)， 1582.一?

7.11 -， ParIs (J. du PllyS)， 1583. -6e edition revue 

7.12 -， Lyon (G. Cartier)， 1583.ー?

7.13 -， Paris (J. du PllyS)， 1587. 

7.14 -， Lyon (G. Cartier)， 1587. 

7.15 -， Lyon (G. Cartier)， 1588. 

7.16 -， Lyon (des Jontes)， 1591. 

7.17 - Lyon (B. Vincent)， 1593. 

7.18 -， Lyon (G. Cartier)， 1593. 

7.19 -， Lyon (G. Cartier)， 1594. 

7.20 -， s. 1. (G. Cartier)， 1599. 

7.21 - Geneve， 1600.一?

7.22 -， s. 1. (G. Cartier)， 1608. 

7.23 -， Lyon (G. Cartier)， l610. 

7.24 - Paris (J. du Puys)， 1612. 

7.25 -， Gen色ve(E. Gamonet)， 1629. 

7.26 -， Aalen (Scientia Verlag) 1961. -facsimile de 7. 11 
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Edition latine : De Republica libri sex 

7.27 - Lugduni， Paris (]. dl1 Pl1ys) ， 1586 

7.28 - Geneva， 1588.一?

7.29 一， Lugduni， Paris (]. dl1 Puys)， 1591. 

7.30 - Francofurti (J. Wechel & P. Fischer)， 1591. 

7.31 - Francofurti (]. Wechel & P. Fi配 her)，1594. 

7.32 - Argentorati， 1598.-? 

7.33 -， UrseJlis (c. Sl1torius)， 1601. 

7.34 一， Coloniae， 1603.一?

7.35 - Francofurti (]. Wechel & P. Fischer)， 1609. 

7.36 - Paris， Frankfl1rt， 1619. 

7.37 - Frankfurt (J. Rosa) ， 1622. 

7.38 ー， Frankfurt (J. Rosa) ， 1641. 

苦言

纏

Tradl1ction italienne : 

7.39 1 sei libri della repl1blica， tr. par Lorenzo Conti， Genova， 1588 

Traduction espagnole : 

Los配islibros de la republica， tr. par Gaspar de Anastro Ysunza， Tl1rin， 1590. 

ausfuhrlich welchem 

7.40 

Traduction alJemande : 

Respublica. Das ist: Gruendtliche und rechte Underweysl1ng， oder eigentlicher Bericht， in 7.41 



vermeldet wirt， wie nicht allein das Regiment wol zu bestellen， sonder auch in allerley Zl1standt， so wol in Krieg 

und Widt'rwertigkeit， als Frieden und Wolstand zu erhalten sey. iibers. v. Johann Oswaldt， Mumpelgart (N. Bassaei) 

1592 

Von Gemeinem Regiment der Welt. Ein Politische， gruendtliche ur】drechte Underweisung， allch herrlicher Bericht， 

in welchem…ー， Frankfurt (Saur & Kopffen) 1611 

7.42 

Traduction anglaise : 

7.43 The Six Bookes of a Commonweale. tr. by Richard Knolles， London (G. Bishop)， 1606 

7.44 -， ed. by Kenneth D. McRae， Cambridge (Harvard U/P.)， 1962.-facsimile de 7.43 

Traduction polonaist : 

7.45 tr. par R. Bierzanek， Z. Izdebski et J. Wroblewski， Warschau， 1958. 

Abreges et adaptations : 

7.46 De speciebl1s rt'rum publicarum (Traduction latine par ]. Schriider)， Magdeburg ( ]. Frank)， 1581. 

7.47 Synopsis: sive medulla in sex libr. Johan. Bodini Andegavensis， De Republica (par J. A. v. Werdenhagen)， 

Amsterdam， 1635 

De republica librorum brevarium， Amsterdam (1. Jansson)， 1645. 

The Necessity of the Absolute Power of all Kings; and in particlllar of the King of England， London， 1648.~xtracts 

prepared by Sir Robert Filmer 

The Power of Kings : and in particular， of the King of England， London， 1680. -2nd. ed. of 7.49 

The Free-holders Grand Inquest....・， London， 1684. -A collection of R. Film町、 tractswhi ch i ncludes 7. 50 (pp 
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7.48 
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7.50 

7.51 
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Observations concerning the Original and Various Forms of Government， London， 1696. -It retains 7.50 (pp. 293-

308) 

7.53 Abrege de la Repllblique de Bodin (par J.--C. de Lavie)， 2vols.， London (J. NOl1rse)， 1755. 

7.54 D巴 laRepubli【jlle，traite de Jean Bodin， Oll traite du gOllvernement (par Ch.-A. L'Escalopier de NOllrar，)， London， 

Paris， 1756. 

Des Corps politi【llleset de lellrs gOllvernements (par J.--C. de Lavie)， 

ー， 3 vols.， Lyon (P. Dllplain)， 1766. -2e ed. reVlle 

一， 3 vols.， Lyon (P. Dllplain)， 1767. -3e ed. r巴vue

De Ia Legislation ; Ol1 dll gouvernement politi<jlle des Empires : extrait de Bodin (par J.--C. Lavie)， London， Paris， 

1768 

7.59 Des Etats Generaux， et autres assemblees nationales， ed. par Charles-Joseph Mayer， 18 vols.， La Haye， Paris， 1788-

1789， vol. VI， pp. 305-401. 

Abrege de la Republique de Bodin (par Jベニ deLavie)， 
La Repubblica e SliO governo (anoyme)， s. J.， 1808. 

Patriarcha and Other Political V¥Torks of Sir Robert Filmer， ed. by P. Laslett， Oxford， 1949.ー7.49is reprinted a t 

pp. 317-326. 

7.63 De la RApubliqlle : Extrai ts， Paris， 1949. 

7.64 Six Books of the Commonwealth， tr. by M. J. Tooley， Oxford， 1955， 1965， 1967. 

7.65 De la Soberania，“決minariode Der巴choPolitico"， Salamanca， 1955， pp. 121-152. 

7.66 I sei libri dello Stato (I-II) ， tr. par M. Isnardi Parente， I， Torino， 1964. 

7.67 Los seis libros de la Repllblica， tr. par Pedro Bravo， Caracas， 1966. 

(本文では『国家論』と略し引用ではフランス語版のそれを Repllbli<j凹と略して7.26を用い，ラテン語版のそれを DeRepllblica 

と略して7.27を用いる〉
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2 vols.， Lyon (P. Duplain)， 1764， 1766. 

7.52 

7.55 

7.56 

7.57 

7.58 

~ 

話喜

2 vols.， Paris (Cailleall)， 1793. 7.60 

7.61 

7.62 



8. W1576年11月15日にブロワに招集された三部会の第三身分で‘議論されたことのすべて』

Recueil de tout ce qui s'est negotie en la compagnie du Tiers Estat de France en l'assemblee generale des trois estats. 

assignez par le roy en b ville cle Blois au 15 novembre 1576. 

8. 1 - s. 1.， 1577. 

8. 2 -， Paris (Gobert)， 1614 

8. 3 - dans: Recueil general des Estats de France， tenus en France suus les 即日 CharlesVI， Charles VHr， Charles IX， 

Henri rrT， Loui， XIII， Paris， 1651. 
一， dans: Charles Joseph Mayer， Des Etats General1x et autres assemblees nationales， 18 vols.， La Haye， 1788-1789， 

Tome XIII， pp. 212-315. 

一， dans: Lalource et Dllval， Recueil de Pieces Originales et Authentiques con四rnantla Tenue des Etats-{;eneraux， 

9 vols.， Paris， Barrois， 1789， Tome III， pp. 285-370. 

8. 4 

8. 5 

Traduction latine : 

8. 6 Commentarius de iis omnibus quae in Tertii orclinis conventu acta sl1nt， generali Trium Orclinum concilio Blesis a 

rege indicto ad 15 novembris diem 1576， Rignavia (I. Stephen)， 1577. 

( '::1用では Recueilと略し， 8.4を用いる〉
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9. r普遍法の分割』
Jl1ris llniversi distributioー，

一， Lyon (J. cle TOllrnes， J. dll Pl1ys) ， 1578. 9. 1 
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一， Colonia (J. Gymnicus)， 1580. 

一， explicata a Joanne Cocino， Praga， 1581 

一， dans: Oeuvres philosophiques de Jean Bodin， 1， PP. 67-80. 

9. 2 

9. 3 

9. 4 

話芸

T raduction franoaise : 

9. 5 Tableau du droit universel， dans: Oeuvres philosophiques de Jean Bodin， 1， pp. 81-97. 

(引用では Distributioと略し， 9. 4を用いる〕

草壁

10. Ir魔女の悪魔狂』

De la demonomanie des sorciers 

10. 1 -， Paris (J du Puys)， 1580 

10. 2 ー， Paris (1. du Puys)， 1581. 

10. 3 - Paris (]. du Puys)， 1582. 

10. 4 -， Anvers (A. Coninx)， 1586. 

10. 5 - revue， corr. et augm. d'une grande parti， Paris (1. du Puys)， 1587. 

10. 6 一， Paris (1. du 1'uys) ， 1593 

10. 7 -， Lyon (Frellon et Cloquemin)， 1593 

10. 8 一， Anvers (A. Coninx)， 1593. 

10. 9 -， revue diligemment et repurgee de plusieurs fautes qui s'estoyer】tgl四seeses precedentes impressiones， Lyon 

(Frellon)， 1598 

- Lyon (A. de Harsy)， 1598. 

一， Paris (A. Perier)， 1598. 

10.10 

10.11 



一， Paris (E. Prevosteall)， 1598 

-， ROllen (R. dll Petit Val)， 1604. 

Le Fleau des Demons et des sorciers， Nyort (du Terroir)， 1616. 

Le Fleau des Demons et des sorciers， Anvers (Coninx)， 1693. 

10.12 

10.13 

10.14 

10.15 

.111nius (SOllS l'anonyme dc Lotarills Philoponlls)， Basilea (T. 

Traduction latine: 

10.16 De magorllm daemonomania libri IV， tr. par Fr. 

Guarinlls)， 1581. 

10.17 -， Frankfurt (N. Bassaeus)， 1590. 

10.18 -， Basilea， 1603.ー?

10.19 -， Frankfurt (N. Bassells)， 1603. 

10.20 -， Frankfllrt (N. Basseus)， 1609. 
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Tradllction allemande 

10目21 De daemonomania magorllm. Vom allsgelaszenen wiitigen Tellffelsheer der besessenen llnsinnigen Hexen llnd Hexen-

meyster， ubers. v. Johann Fischart， Strassburg (B. .1obin)， 1581. 

10.22 ー， Strassbllrg (B. Jobin)， 1586. 

10.23 - Strassburg (B， Jobin)， 1591. 

10.24 Daemonomania oder allszfiihrliche Erzehl11ng des wiitenden Tellffels in seinen damahligen rasenden Hexen llnd Hexen-

meistern， Hamburg (T. von Wiering)， 1698. 

Tradllction italienne: 

Demonomania degli stregoni， cio色 furoriet malie de' demoni， col mezo de gli hllomini， tradotta dal Hercole Cato， 10.25 
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Venetia (d' Aldo). 1587. 

10.26 -， Venetia (d'Aldo). 1589. 

10.27 - Venetia (d'Aldo)， 1592. 

〔本文では『魔女論J.引用では DArnonornanieと略し， 10.3を用いる〉

経

北署

11. rノレネ・へノレパンによるジャン・ポダンの国家論の弁護1
Apologie de Rene Herpin pour la Repllbliqlle de LIBodin 

11. 1 -， Paris (J. dll PllyS). 1581. 

11. 2 -， Paris (1. dll PllyS) ， 1583. --a 1a suite de la “Republiql1e" 

11. 3 - Lyon (B. Vincent). 1591. 

11. 4 -， Lyon (B. Vincent)， 1593. 

11. 5 -. Lyon (Cartier). 1594. 

11. 6 - Lyon oll Gen色ve(Cartier)， 1599. 

11. 7 -， Gen色ve(Cartier)， 1608. 

11. 8 -. Gen色町 (E.心拍lOnet).1629. 

11. 9 一， Aalen (Scientia Verlag)， 1961.ーfacsirnilede 11.2 

Traduction latine : 

11.10 Renati Herpini ad veril1s illl1strandl1rn Johannis Bodini de Republica rnethodllrn......apologia. recentissirna interpreta-

tione Johannis Friderici Salveld， Frankfurt (J. Rosa)， 1615. 

(引用では Apologieと略しプランス語版の『国家論』に収録されている11.9を用いる〉



『知恵の道徳W~。これは替の段階を最も低い基礎から人間の最高で・最終的な普へと連続的に導く。ジャン・ボダンの息子エリ

ー編』

Sapientiae moralis epitome， quae bonorum gradus ab ultimo principio ad summum hominis extremllmqlle bonum continlla 

田口ededucit， ab Helia Bodino Joannis filio collecta 

12. 1 - Paris (J. du Puys)， 1588 

(ヲ|用では Epitomemoralisと日告す)

12. 

13. r普遍的な自然の劇場。ここではすべてのものを動かす阪同と結果が考察され，連結した連鎖が五巻にわたって論じられる』
Universae naturae theatrum， in qllO rerum omnillm effectrices causae et fines contemplantur et continuae series quinque 

libris discutiuntur 

13. 1 -， Lugduni 0. Roussin)， 1596. 

13. 2 - Paris (du Val)， 1596. 

13. 3 一， Frankfurt (Haeredes A. Wecheli)， 1597 

13. 4 - Hanovia (Claudius Marnius)， 1607. 

Traduction fran9aise : 

13. 5 Le theatre de la nature llniverselle， tr. par Fr. de FOllgerolles， Lyon (J. Pillehotte)， 1597. 
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Traduction allemande : 

Die Problemata Johannis Bodini. Von den Dingen， die sich an Himmel， auff Erden， und in der Erden sich begeben 

und zugetragen， iibers. v. Lissart von Lindau， Magdeburg 1607. 

一， Basel 1622. 
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(本文では『自然の劇場J，引用では Theatrumnaturaeと略し， 13.1を用いる)

14. rパラドックス。どんな徳も中庸にはありえず，人間の最高苦手は徳の行為にはありえないということ』
Paradoxon quod nec virtus ulla in mediocritate， nec Sl1mm吐rnhorninis bonl1m in virtl1tis actione consistere possit 

14. 1 一， Paris (Du Val)， 1596' 

首選

経

Edition frangaise : Le Paradoxe de 1. Bodin qu'il n'y a pas l1ne seule vertl1 en mediocrite， ny all miliel1 de del1x vices， 

tradui t du latin en fran)'ois et allgrnente en plusieurs lieux 

14. 2 - Paris (Du Val)， 1598. 

Tradl1ction fran9aise : 

14. 3 Paradoxe de M. 1. Bodin， doctes et excellents discol1rs de la vertl1 tOl1chant la fin et sOl1uerain bien de l'homme， 

tradl1icts du latin de l'authel1r par Clal1de de Magdaillan， Paris (De Bray)， 1604. 

(本文では FパラドックスJと略L，ヲ聞ではラテン語版のそれを Paradoxon，フランス諸版のそれを LeParadoxeと略す〉

15. r君主あるいは非常に高貴な生まれの者の教育についてのジャン・ボダンの助言』
Consilium lohannis Bodini de institutione principis aut alius nobilioris ingenij 

一， in: Consilia lohannis Bodini Galli， & Fausti Longiani Itali， de principe recte instituendo， latine reddita a loh. 

Bornitio， fols. A4-B6， Weimar， 1602. 

15. 2 - Erfurt， 1603. 

(ヲ|用では Consiliumと略す)

15. 1 



16. r崇高なものの隠れた奥義についての七賢人の対話』
Colloquium Heptaplomeres de abditis sublimium remm arcanis. 

16. 1 ed. G. E. Guhrauer: Das Heptaplomeres des ]ean Bodin， Zur Geschichte der Cultur und Li teratur im Iahrhllndert 

der Reformation， Berlin 1841. Gen色ve(Slatkine Reprints)， 1971. 

ed. Ludwig Noack : ]oannis Bo:lini Colloquium Heptaplomeres de rerllrn sllblirnillm arcanis abditis， Schwerin 1857， 

Stuttgart (Friedrich Fromman Verlag)， 1966. 

ed. Roger Chauvire : Colloque de ]ean B口dindes secrets cachez des choses sublimes entre sept scavans qui sont de 

differents sentiments， Paris， 1914. 

(本文では「七賢人の対話j，引用では Heptaplomeresと略L，16.2を斤II、る〕

16. 2 

16. 3 

ボダンの手紙

Lettre i¥ ]an Balltru des Matras (en latin， sans date)， dans: Challvin， (III-52)， Appendice r， pp. 521-524. 
Letter to Walsingharn， March 5， 1582， in: Calendar of State Papers， Foreign， 1581-2. No. 584. pp. 532-533. 

Lettre a Nicolas Trouillart 
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Lettre de Jean Bodin Sllr l'entreprise du duc d' AnjOll contre la ville d' Anvers， 21， janvier 1583， dans: 

Cornpte rendll des seances d巴 laCornrnission Royale d'Hi;toire de l' Acadernie Belgique， Torne XII， 1859， 

No. CCXXX， pp. 458-463; partly in: G. Griffiths， Representative Governrnent in Western Europe in the 

Sixteenth Century， Oxford， 1968， The Low Countries， Document LI， p. 505. 

Tumlllte d' Anllers escrit par 1. Bodin， 23 janllier 1583， dans: Challvire， op. cit.， Appendice U， pp. 524-529. 

Letter to Walsingharn， Febmary9， 1583， in: Calendar of State Papers， Foreign， 1583， No. 72， pp. 84-85. 

3. 1 

3. 2 

3. 

4. 
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Copie des articles des missives envoyees en Angleterre par Jean Bodin apres le fault du Duc d' Anjou i¥ Anvers， 1583 

; Copie d'une lettre d'un francois escripte a ung sien amy en Angleterre， in: British Musium Sloan Ms. 2764， fol. 

19， Catalogue p. 2069; partly in: Baldwin (III--91)， p. 170 n. 35. 

Lettre a Nicolas Bayard (sans date)， dans: Ponthieux (III-69)， pp. 64-68. 

Lettre a Castelnau-Mauvissiere， 30 s巴ptembre1585， dans: Chauvire， op. cit.， Appendic巴UI，pp. 529-530. 

Epistre de Iean Bodin touchant l'institution de ses enfants a son nepueu， 9 novembre 1586， in: Guhrauer (1-16.1)， 

SS. 254-256 ; BaudrilIart (III-14)， pp. 130-131. 

Lettre孟Castelnau-Mauvissiere，9 decembre 1586， dans: Chauvire， op. 'cit.， Appendice IV， pp. 530-532. 

Lettre (sans adresse， sans dat巴)， dans: Moreau-Reibel (III-86)， pp. 425-430. 

Lettre du 15 aout 1589 (sans adresse)， dans: Moreau-Reibel， op. cit.， pp. 431-433 

Lettre de Monsieur Bodin 

12. 1 -， Paris (G. Chaudiere)， 1590. 

12. 2 -， Lyon (Pillehotte)， 1590 

12. 3 - Troyes (Moreau)， 1590. 

Lettre (sans adresse，祖国 date)，dans: Moreau-Reibel， op. cit.， pp. 433-435. 

Lettre du 7 novembre 1591 (田nsadresse)， dans: Mo回at'-Reibel，op. ci t.， pp. 435-436. 

Lettre du 12 janvier 1593 (sans adres町)， dans: Moreau-Reibel， op. cit.， p. 436. 

Lettre a M. Pierre Ayrault， lieutenant criminal d' Angers， 27 mars 1595， dans: Chauvire， op. cit.， Appendice V， pp. 

532-534. 

Lettre a M. Roland Bignon， aduocat en Parlement (sans date)， dans: Chauvire， op. cit.， Appendi四 VI，pp. 534-535. 

5. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15. 

16. 
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17. 

ボダン研究

De Thou， Jacques Auguste， Historiarum sui temporis libri CXXXVIII， 5 vols.， Gen色ve，1620. 
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Homen， Barbosa， Discursos de la juridica y verdadera razon de Estado， contra Machiavelo y Bodino， Coimbra， 1629. 

Menard， Claude (1574-1652)， Rerum Andegavensium Pandectae (en manuscrit). 

Colomies， Paul. Gallia orientahs sive Gallorum qui linguam hebrae田 mvel alias orientales excoluerunt vitae， La Haye， 

1665. 

Menage， Gilles (Aegidius Menagius)， Vitae Petri Aerodii quaesitoris andegavensis， et Guillelmi Menagii aduo四 tiregii 

andegavensis， Paris 1675. 

Diecrnan， L. 1.， De naturalismo cum aliorum， tum rnaxime Jo. Bodini， ex opere ejus manuscripto 'a同 χδ'Oi:ωdeabdictis 
sublimium rerurn arcanis， schediasrna inaugurale， Leipzig 1683， 1684; Jena 1700. 

Bayle， Pierre， Dictionnaire historique et critique， 1696ー1697，article “Bodin (Jean) " ， dans: P. Mesnard (ed.)， 

Oeuvres philosophiques de Jean Bodin， I， Paris， 1951. xxiii-xxxvii. 

Niceron， J.-P.， Memoires pour servir a l'histoire des homπI~S illustres dans la Republiquc des Lettres， 43 vols.， Paris， 

Briasson， 1729-1745. 

De Livonniere， Pocquet (1684-1762)， Histoires des Illustres d' Anjou (en m~nuscrit). 

Heliot， Abbe， Refutation du prejuge litteraire ql1i impute II Tιulouse d'avoir donne a Forcadel la preference 

Cujas dans la nomination a une chaire de droit civil， MemoireS de l' Academie de Toulouse， I， prem. 間 r.，2me 

(1782)， 1 sq・-

Devisme， J. F. L.， Notice historique et critique sur Bodin， Magazin encyclopedique de Millin 4 (1801)， 42-59. 

De Puymaigre， Theodore， Traite de la Demonomanie contre le， sorciers par J. Bodin， Metz， 1840. 
Bonni色re，Eug.， Biographie des deux Bodins， Angers， 1846. 

Baudrillart， Henri， Bodin et son temps. Tableau des theories politiques et des ideeS economiques au seizieme siecle， 

Paris， 1853， Aalen (Scientia Verlag)， 1964. 

Feug色re，Leon， Anciens ecrivains francais: Jean Bodin， Paris， 1853. 

De Meaux， Vicomte， Un publiciste du seizieme siecle et la monarchie fran9aise， Correspondant 37 (1855-56)， 840-860. 
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Planchenault， N.， Etudes sur ]ean Bodin， A田必miedes science5 et bel1es lettres d' Angers， Memoires !I， 11ー105;V， 

155-201 ; VII， 124ー135(1858-1860). 

Baudrillart， Henri， ]ean Bodin et I'Heptaplomeres， dans: Publicistes mod巴rnes，Paris， 1862， 229-240. 

Molinier， Victor， Apergus historiques et critiques sur la vie et les travaux de ]ean Bodin， Memoires de l' Aαdemie 

de l'oulouse 4 (1866)， 334-388. 

Duval. A.-A.， Barre呂ude Paris: ]ean Bodin， Paris， 1867. 

Richart， Antoine， Memoir巴ssur la Ligue dans la Laonnois， Laon， 1869. 

De Barthelemy， Edouard， Etude sur ]ean Bodin， Societe A田demiquede Saint Quentin， Memoires 13 (1874-75)， 130 

-197. 

Port， Cel.， Dictionnaire historique， geographique et biographique de Maine-et-Loire， 3 vols.， Angers et Paris， 1878. 

White， Henry， ]ean Bodin and the History of Witchcraft， l'he Student and IntelIectual Observer 4 (1878)， 327-338. 

Haag， Emile， Bodin sieur de Saint-Amand， dans: La France protestante， 2e ed.， 6 vols.， Paris， 1877-1888， t. n， 1879. 
Bloch， ]oseph. Samuel， ]ean Bodin， ein fra口zosischerStaatsmann und Rechtslehrer， ein Vorlaufer Lessings aus dem 16. 

Jahrhundert， Aus der Vergangenheit fur die Gegenwart， Wien 1886， 221-258. 

]acquet， A.， [)e historiarum cognitione quid senserit J. Bodinus， Paris， 1886. 

Des Fosses， Henri Castonnet， ]ean Bodin，田 vieet ses oeuvres， Revue de l'Anjou 20 (1889)， 1-19， 147-168. 

Weil1， Georges， Les theories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religion， Paris， 1892， New York， s. 

d.， 159-171. 

Hancke， Ernst， B口din.Eine Studie uber den Begriff der Souveranit誌t，Breslau 1894. 

Errera; Paul， Un precurseur de Montesquieu: ]ean Bodin， Revue de Belgique， 2 serie 14 (1895)， 36-62. 

Dunning， W. A.， Jean Bodin on Sovereignty， with some Reference to the Dodrine of Thomas Hobbes， Politi田1Science 

Quarterly 11 (1896)， 82-104. 

Fournol， Etienne， Bodin， predecesseur de Montesquieu， Paris， 1896， New York， 1972. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
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Fonrnol， Etienne， Snr quelques traites de droit public du xvie siecle， Nouvelle revue historique de droit fran9ais et 

etranger 21 (1897)， 298-325. 

Hauffen， Ado!f， Fischart-Studien. Der Malleus Maleficarum und Bodins Demonomanie， Euphorion 4 (1897)， 

251-261. 

Jarrin， Alb.， Jean Bodin， un economiste liberal au XVI siらcle，Chambery， 1904 

Meuten， Anton， Bodins Theorie von der Beeinflussung des politischen Lebens der Staaten durch ihre geographische 

Lage， Bonn 1904. 

Guttmann， J.， Jean Bodin in seinen Beziehungen znm ludentum， Monatsschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des 

Judentums， 1905， 315-348， 459-489. 

Hauser， Henri， La controverse sur les monnaies de 1566晶 1578，dans: Congres des societes savantes， AIger， 1905， 10-ー

1-15， 
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31. 

Renz， Fritz， Jean Bodin. Ein Beitrag剖 rGeschichte der historischen Methode im 16. Jahrhundert， Gotha 1905. 

Cornu， P.， Jean Bodin de Montguichet， Revue de l'Anjou 54 (1907)， 109-111. 

De Saint-Laurent， Jean Bodin， Les idees monetaires et commerciales de Jean Bodin， Bordeaux， 1907. 

Figgis， John N.， Political Thought from Gerson to Grotius， Cambridge， 1907. 

Genealogie de la famille de Bodin， Tours， 1907. 

Collinet， Paul， Jean Bodin dans les Ardennes (1572-1573)， Revue Ardenaise 16 (1908ーの， 106 sq.. 

Collinet， Paul， Bodin et la Saint-Barthelemy， Nouvelle Revue de Droit 1909， 752-758. 

Bezold， Friedrich von， Jean Bodin als Okkultist und seine Demonomanie， Historische Zeitschrift 105 (1910)， 

Chauvire， Roger， La physique de Bodin， Revue de l'Anjou 65 (1912)， 145-177. 

Menkeベミliickert，Emil， Die Geschichtsschreibung der Reformation und Gegenreformation. Bodin und die Begriindung 

der Geschichtsmethodologie durch Bartholomaeus Keckermann， Leipzig 1912. 

Jean Bodin und seine Schule. Untersuchungen uber 

1-64. 

Universalokonomik， der Fruhzeit die Ernst， Oberfohren， 
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Weltwirtschaftliches Archiv， Zeitschrift fiir Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre， 1 (1913)， 249-285. 

Bezold， Friedlich von， Jean Bodins Colloquium Heptaplomeres und der Atheismus des 16. Jahrhunderts， Historische 

Zeitschrift 113 (1914)， 26fr-315; 114 (1915)， 237-301. 

Chauvire， Roger， Jean Bodin， auteur de la “RepubliqueヘParis，1914， Gen色ve，1969. 
Figgis， John N.， The Divine Rights of Kings， Cambridge， 1914. 

Montfort， H.， Un theoricien de la monarchie all xvie si色cle: Jcan Bodin， La revue critique des idees et des livres 25 

(1914)， 425-438. 

Oberfohren， Ernst， Jean Bodin und seine Schule， Kiel 1914. 

Serrurier， C.， Jean Bodin， Colloque des secrets cachez des choses sublimes， Neophilologus 1 (1915-16)， 22-43. 

Bezold， Friedrich von， Zur Entstehungsgeschichte der historischen Meth司法， in: Mittelalter und Renaissance， Miinchen 

1918. 

Chialvo， G.， Dell'identita del hene nello stato e nell'individuo in G. Rxlin， Rome， 1918. 

Moret， J.， Jean Bodin et Ia vie chere， Revue d'economie politique 34 (1920)， 739-750. 

Schmitt， Car!， Die Diktatur， Miinchen-Leipzig 1921， BerJin 1964， 25-42. 

Weiss， N.， Huguenots emprisonnes a la Conciergerie du PaIais a Paris en 

l'histoire du protestantisme fran9ais 21 (1923)， 86-97 

Bredvold， Louis 19natius， Milton and Bodir内 Heptaplomeres，Studies in Philology 21 (1924)， 399-402. 

Hearnshaw， Fossey J. C.， Bodin and the Genesis of the Doctrine of Sovereignty， in: R. W. Seton-Watson(ed.)， Tudor 

Studies， London， 1924. 

Mantz， Harold E.， Jean Bodin and the Sorcerers， Romanic Review 15 (1924)， 153-178. 

Meinecke， Friedrich， Die Idee der Staatsrason， Munchen-Berlin 1924， Miinchen 1957， 66-75. (菊盛・生松訳， 75-87) 

Murray， R. H.， The Political Consequ巴ncesof the Reformation， New York， 1925， London， 1926， 129-168. 

Allen， John W.，Jean Bodin， in: F. J. C. Hearnshaw (ed.)， The Social and Political ldeas of Some Great Thinkers 
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of the Sixteenth and Seventeenth Centuries， London， 1926; 1967， 42-62. 

AlJen， John W.， A History of Politiα1 Thought in the Sixteenth Century， London， 1928; 1967， 394-444. 

Ponthieux， A.， Quelques documents inedits sur Jean Bodin， Revue du seizi色mesi邑c1e15 (1928)， 56-99. 

La Provin田町Anjou4 : numero pour le 4 e centenaire de la naissan町 deJean Bodin， 1929. 

Mesnard， Pierre， La pensee religieuse de Bodin， Revue du seizi色mesiecle 16 (1929)， 77-121. 

Feist， Elisabeth， Weltbild und Staatsidee bei Jean Bodin， HalJe 1930. 

Shepard， Max A.， Sovereignty at the Crossroads : a Study of Bodin， Politiα1 Science QuarterIy 45 (1930)， 58か-603.

Hau町r，Henri， Quelques points de la bibliographie et de Ia chronologie de Jean Bodin， dans: Saggi di storia e teoria 

economica in onore e ricordo di Guiseppe Prato， Turin， 1931， I， 59一五7.

Hauser， Henri， Un precurseur-Jean Bodin， Angevin (1529 ou 1530ー 1596)，Annales d'histoire economique et sociale 

3 (1931)， 379-387. 

Reynolds， Beatrice， Proponents of Limited Monarchy in Sixteenth Century Fran町:Francois Hotman and Jean Bodin， 

New York， 1931 : 1968. 
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Pasquier， Emile， La famille de Jean Bodin， Revue d'histoire de I'eglise de France 19 (1933)， 457-462. 

Benz， Ernst， Der Toleranzgedanke in der Religionswissenschaft. (Ueber den Heptaplomeres des J. Bodin)， Deutsche 

Vierteljahresschrift 12 (1934)， 540--571. 
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Droit International a la Haye 50 (1934)， 549-747 

Garosci， Aldo， Jean Bodin: Politica e diritto nel rinascimento francese， Milano， 1934. 

Conde， Francisco J.， EI pensamiento politico de Bodi叫んmariode historia del derecho espanol 12 (1935)， 5-96. 

Moreau-Reibel， Jean， Bodin et la Ligue d'apres des lettres in剖ites，Humanisme et Renaissance 2 (1935)， 422-440. 

おe，Henri， La philosophie de l'histoire de Jean Bodin， Revue historique 175 (1935)， 497-505. 

Ho， Yung--Chi， The Origin of Parliamentary Sovereignty or“Mixed" Monarchy， Shanghai， 1935， 178-304. 

Carlyle， R. W. & A. 1.， A History of Mediaeval Political Theory in the West， 6 vols.， London， 1903-1936， VI. 

417-429 

Mesnard， Pierre， L'essor de la philosophie politiqlle au XVle siecle， P.εlris， 1936; 1969， 473-546. 

Rddwin， Summerfield. Jean Bodin and the League， Catholic Historical Review 23 (1937)， 160-184. 

Buddeberg， Karl T.， Gott und Souver誌n.Ueber die Fuhru日日 des Staates im Zusammenhang rechtlichen und religiosen 

Denkens， Archiv des offentlichen Rechts 28 (1937)， 257-325 
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き
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民間

本
稿
は
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
政
治
思
想
を
総
合
的
に
解
明
す
る
た
め
の
最
初
の
仕
事
と
し
て
、
彼
の
生
涯
を
総
合
的
に
解
明
し
よ
う
と

し
た
試
み
で
あ
る
。
思
想
史
の
研
究
に
お
い
て
伝
記
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
対
象
と
す

る
思
想
家
(
複
数
の
思
想
家
で
あ
れ
)
を
彼
本
来
の
歴
史
的
な
個
人
的
・
社
会
的
場
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
思
想
の
解
明
に
寄
与
す

る
。
確
か
に
伝
記
は
と
き
に
物
語
に
な
っ
た
り
、
重
箱
の
隅
を
ほ
じ
く
る
だ
け
の
も
の
に
な
っ
た
り
、
思
想
を
す
べ
て
政
治
的
状
況
、
個

人
的
利
害
や
体
験
な
ど
に
解
消
し
て
思
想
を
棲
小
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
り
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
注
意
し
て
書
か
れ

た
伝
記
が
思
想
史
研
究
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、

ま
た
伝
記
を
軽
視
す
る
思
想
史
家
に
は
彼
ら
の
高
尚
な
理
論
・
哲
学

熱
に
伴
う
歴
史
的
な
個
人
的
・
社
会
的
場
の
感
覚
や
理
解
力
の
欠
如
が
働
い
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
の
よ
う
に
複
雑
な
思

想
家
で
、

し
か
も
宗
教
戦
争
時
代
の
状
況
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
思
想
家
の
場
合
、
彼
の
総
合
的
な
伝
記
の
研
究
は
彼
の
思
想
の

解
明
に
寄
与
す
る
所
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
伝
記
研
究
を
中
心
に
し
た
ボ
ダ
ン
研
究
史
を
概
観
す
る
な
か
で
本
稿
の
問
題
設
定
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

付
ボ
ダ
ン
は
『
方
法
論
』
『
国
家
論
』
『
魔
女
論
』
で
非
常
な
成
功
を
収
め
、

一
七
世
紀
前
半
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
称
賛
さ
れ
、
影
響
を

与
え
続
け
た
。
当
時
の
彼
の
名
戸
は
、
あ
る
同
時
代
人
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、

キ
ケ
ロ
の
そ
れ
に
た
と
え
ら
れ
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。

《
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
/
彼
は
知
っ
た
で
あ
ろ
う
、
彼
よ
り
偉
大
な
者
が
決
し
て
見
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
/
古
代
の

博
学
の
光
の
な
か
に
/
今
日
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
、

か
つ
て
ロ

I
マ
人
キ
ケ
ロ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
》
も
ち
ろ
ん
彼
は
『
国
家
論
』

で
最
も
成
功
し
た
し
斗
国
家
論
』
の
著
者
、

よ
り
限
定
し
て
言
え
ば
主
権
論
の
理
論
家
と
じ
て
最
も
影
響
力
を
も
っ
た
。
彼
の
『
国
家
論
』

北法25(4・96)396



は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
《
政
治
的
知
恵
の
百
科
全
書
》
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
、
彼
の
主
権
論
は
モ
ナ
ル
コ
マ
キ
の
契
約
理
論
、
と
き
に
は

リ
ー
グ
の
契
約
理
論
と
結
合
さ
れ
て
一
七
世
紀
の
政
治
思
想
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
れ
は
彼
の
同
時
代
人
ジ

ヤ
ツ
ク
・
ォ

l
ギ
ュ
ス
ト
・
ド
・
ト
ゥ
ー
や
一
世
代
後
の
配
配
品
乱
気
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ノ

i
デ
に
よ
っ
て
絶
賛
さ
れ
、
宗
教
戦
争
時
代
の

ポ
り
チ
l
ク
派
と
り
l
グ
派
、
ピ
ェ
l
ル
・
シ
ャ
ロ
ン
、

シ
ャ
ル
ル
・
ロ
ワ
ゾ

l
、
そ
れ
か
ら
ル
イ
一
四
世
下
の
絶
対
君
主
論
者
フ
ォ
ル

一
七
世
紀
の
政
治
思
想
の
中
心
地
と
な
る
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
そ
れ
か
ら
イ
ギ

タ
ン
・
ド
・
ラ
・
オ
ゲ
ッ
ト
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
。

リ
ス
で
は
、

そ
れ
は
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
の
人
民
主
権
論
、

リ
ム
ナ
エ
ウ
ス
や
グ
リ
ス
ト
ア

7
1
・ベ

ア
ル
ニ
ザ
エ
ウ
ス
の
君
主
主
権
論
、

ソ
ル
ド
の
二
重
主
権
論
、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、

そ
し
て
彼
ら
を
通
じ
て
議
会
派
と
国
王
派
の
区
別
な
く
内
戦
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
思
想

に
影
響
を
与
え
た
。
彼
の
『
魔
女
論
』
は
魔
女
裁
判
が
は
る
か
以
前
に
教
会
裁
判
か
ら
世
俗
裁
判
に
移
っ
て
い
た
な
か
で
教
会
裁
判
用
の

ペ
魔
女
に
与
え
る
鉄
槌
』
に
代
わ
る
新
し
い
体
系
的
な
魔
女
論
と
し
て
こ
の
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
前
半
ま
で
の
魔
女
論
と
魔
女

裁
判
の
全
盛
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
注
目
さ
れ
、
影
響
を
与
え
た
。
彼
の
『
方
法
論
』
は
彼
と
同
世
代
の
モ
ン
テ
!
ニ
ュ
始
め
ヨ

l
ロ
ッ

一
七
世
紀
最
大
の
歴
史
の
方
法
論
の
理
論
家
バ
ル
ト
ロ
マ
ウ
ス
・
ケ
ッ
カ
!
マ
ン
に
影
響
を
与
え
た
。

バ
中
で
称
賛
さ
れ

ジャン・ボダンの生涯付

こ
う
し
た
著
作
に
お
け
る
成
功
の
な
か
で
、

ボ
ダ
ン
の
伝
記
は
彼
が
『
魔
女
論
』
を
捧
げ
た
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
ン
の
首
席
長
官
ク
リ
ス

ト
フ
ル
・
ド
・
ト
ヮ
l
の
息
子
で
彼
と
同
時
代
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
・
ド
・
ト
ヮ
l
以
来
、

一
七
世
紀
に
は
ア
ン
ジ
ェ
人
で
ア

オ
ラ
ン
ダ
の
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ポ

l
ル
・
コ
ロ
ミ
エ
、
ボ
ダ
ン
の
友
人
で
ア
ン
ジ
ェ
の

刑
事
代
理
官
の
ピ
ェ

l
ル
・
ア
イ
ロ
の
子
孫
ジ
ル
・
メ
ナ

l
ジ
ュ
な
ど
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
。
ボ
ダ
ン
の
同
時
代
と
次
の
世
紀
の
著
作

ン
ジ
ュ
史
研
究
家
の
ク
ロ
ー
ド
・
メ
ナ

l
ル、

家
の
証
言
の
な
か
で
は
ボ
タ
ン
と
同
時
代
の
ド
・
ト
ゥ

l
の
証
言
と
現
存
し
な
い
ボ
ダ
ン
の
手
紙
、
結
婚
誓
約
書
、
遺
書
な
ど
を
も
っ
て

そ
れ
に
後
に
述
べ
る
ピ
ェ

i
ル
・
ベ
イ
ル
の
証
言
が
、
確
か
に
し
ば
し
ば
暖
昧
で
、

不
正
確
で
、

い
た
メ
ナ

l
ジ
ュ
の
証
言
、

と
き
に
相
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説

矛
盾
し
て
い
る
が
そ
れ
で
も
、
最
も
完
全
で
、
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
日
で
も
ボ
ダ
ン
の
伝
記
の
研
究
に
不
可
欠
な
資
料
で
あ

る。

論

そ
し
て
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
懐
疑
主
義
、
自
由
思
想
、
啓
蒙
主
義
の
思
想
史
的
流
れ
の
な
か
で
支
配
的
と
な
り
、
ご
く
最
近
ま
で
支

配
的
で
あ
っ
た
特
異
な
ボ
ダ
ン
像
が
生
ま
れ
た
。
典
型
的
に
は
『
国
家
論
』
の
著
者
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
と
『
魔
女
論
』
の
著
者
と
し
て
の

ボ
ダ
ン
の
聞
に
矛
盾
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、

つ
ま
り
ジ
キ
ル
日
ボ
ダ
ン
と
ハ
イ
ド
H
ボ
ダ
ン
を
み
る
ボ
ダ

γ
像
で
あ
る
。
こ
の
ボ
ダ
ン
像
は

ボ
ダ
ン
の
一
世
代
後
の
自
由
思
想
家
ギ
l
・
パ
タ
ン
と
ガ
プ
リ
エ
ル
・
ノ

l
デ、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、

一
八
世
紀
に
は
ヴ
ォ
ル
テ

l
ル、

九
世
紀
に
は
有
名
な
ボ
ダ
ン
研
究
者
ア
ン
リ
・
ボ
!
ド
リ
ヤ

1
ル
、
今
世
紀
に
入
る
と
著
名
な
歴
史
家
ア
ン
リ
・
ピ
ュ
ソ
ン
、
著
名
な
科

学
史
家
リ
ン
・
ソ

l
ン
グ
イ
ク
な
ど
に
よ
っ
て
明
確
に
表
明
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
ボ
ダ
ン
に
言
及
し
て
い
る
著
作
家
や
ボ
ダ
ン
研
究
者
の

大
部
分
も
そ
の
ボ
ダ
ン
像
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、

一
方
で
ボ
ダ
ン
と
同
世
代
の
モ
ン
テ

l
ニ
ユ
始
め
そ
の
多
く
は
ジ
キ
ル
H
ボ
ダ

ン
を
称
賛
し
て
ボ
ダ
ン
に
言
及
し
た
だ
け
で
あ
り
、
他
方
で
そ
の
少
数
の
者
は
ハ
イ
ド
H
ボ
ダ
ン
を
批
判
し
て
ボ
ダ
ン
に
一
言
及
し
た
だ
け

で
あ
っ
た
。
こ
の
ジ
キ
ル
H
ボ
ダ
ン
と
ハ
イ
ド
H
ボ
ダ

γ
の
両
極
分
解
こ
そ
ボ
ダ
ン
研
究
史
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

。
一
七
世
紀
の
後
半
に
宇
宙
観
、
社
会
観
が
根
本
的
に
変
化
し
、
機
械
論
的
自
然
哲
学
、
近
代
自
然
法
思
想
に
基
づ
く
個
人
的
政
治
哲

学
が
勝
利
し
、
《
バ
ロ
ッ
ク
精
神
》
の
時
代
を
迎
え
る
と
と
も
に
ボ
ダ
γ
は
影
響
力
を
失
っ
た
。
彼
が
影
響
力
を
失
っ
た
の
は
彼
の
著
作

が
そ
の
《
内
容
の
冗
慢
さ
と
無
秩
序
》
に
よ
っ
て
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
少
く
と
も
そ
れ
が
主
要
な
原
因
で
は
な
く
、
精

神
世
界
、
思
考
様
式
が
根
本
的
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
れ
以
後
、
彼
は
歴
史
の
方
法
論
や
風
土
論
の
先
駆
的
思
想
家
と
し
て
、
ま

た
他
方
で
魔
女
と
い
う
《
中
世
の
遺
物
》
を
信
じ
て
い
た
思
想
家
と
し
て
想
起
さ
れ
る
だ
け
に
な
る
が
、
彼
の
名
前
を
残
す
の
に
最
も
功

績
が
あ
っ
た
の
は
有
名
な
懐
疑
主
義
の
思
想
家
ピ
ェ

l
ル
・
ベ
イ
ル
で
あ
る
。
ベ
イ
ル
は
一
七
世
紀
の
末
に
「
歴
史
批
評
辞
典
』
で
《
一

六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
も
有
能
な
者
の
一
人
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
生
ま
れ
の
(
ジ
ャ
ン
・
)
ボ
ダ
ン
》
の
生
涯
と
著
作
に
つ
い
て
の
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証
言
を
総
合
し
た
吃
彼
の
「
方
法
論
』
は
歴
史
的
懐
疑
主
義
の
勝
利
と
と
も
に
ま
っ
た
く
影
響
力
を
失
い
、
一
八
世
紀
に
懐
疑
主
義
と
の

対
決
の
な
か
で
再
び
歴
史
の
方
法
論
が
大
き
な
関
心
に
な
っ
た
と
き
ラ
ン
グ
レ
・
デ
ュ
・
フ
ル
ノ
ワ
(
『
歴
史
研
究
の
方
法
』
一
七
一
三
年
〉

な
ど
に
お
い
て
ご
く
た
ま
に
歴
史
の
方
法
論
の
先
駆
的
思
想
家
と
し
て
想
起
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
。
彼
の
『
魔
女
論
』
は
魔
女
熱
狂
の

終
息
と
と
も
に
ま
っ
た
く
影
響
力
を
失
い
、
一
八
世
紀
に
啓
蒙
主
義
が
《
中
世
の
遺
物
》
《
迷
信
》
に
対
す
る
闘
い
を
い
ど
ん
だ
と
き
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
の
彼
一
流
の
表
現
で
言
え
ば
魔
王
《
ベ
ル
ゼ
ブ
ル
の
検
事
総
長
》
と
し
て
想
起
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
。
彼
の
最
も
成
功
し

た
『
国
家
論
』
は
そ
の
抜
奉
版
が
出
版
さ
れ
、
プ
l
フ
エ
ン
ド
ル
フ
(
『
自
然
法
と
万
民
法
』
六

1
1、
八

1
3〉
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
(
『
法

の
精
神
』
五

l
u
y
ヴ
ォ
ル
テ
l
ル
〈
『
哲
学
辞
典
』
《
風
土
》
と
《
信
仰
告
白
》
の
項
)
、
ル
ソ

l
Q政
治
経
済
論
』
、
『
社
会
契
約
論
』

1
6
)
な
ど
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
直
接
的
な
影
響
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
風
土
論
は
ポ

ダ
ン
の
そ
れ
の
思
想
史
的
伝
統
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
あ
る
い
は
、

ヴ
ォ
ル
テ

l
ル
が

そ
う
し
た
よ
う
に
、
風
土
論
の
先
駆
的
思
想
家
と
し
て
ボ
ダ
ン
を
想
起
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
哲
学
的
基
盤
が
変
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
そ
こ
で
は
ボ
ダ
ン
の
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
さ
え
し
な
い
の
で
あ
る
。
『
国
家
論
』
は
す
で
に
《
今

日
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
ボ
ダ
ン
の
『
圃
家
論
』
》
で
あ
っ
た
。

付

そ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
遺
稿
『
七
賢
人
の
対
話
』
は
逆
に
懐
疑
主
義
、
自
由
思
想
、
啓
蒙
主
義
の
勝
利
の
な
か
で
広
く
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
乙
の
著
作
は
こ
れ
ま
で
は
ご
く
少
数
の
写
本
し
か
な
く
、
ガ
プ
リ
エ
ル
・
ノ
l
デ
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
な
ど
の
ご
く
少
数
の

思
想
家
に
注
目
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
一
七
世
紀
後
半
以
降
と
く
に
ド
イ
ツ
で
多
く
の
写
本
が
流
布
し
、

北法25(4・99)399

ジャン・ボダンの生涯

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
女
王

ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
、

、
ル
ト
ン
、

マ
イ
ン
ツ
選
帝
侯
国
の
政
治
家
ボ
イ
ネ
プ
ル
グ
、
著
名
な
法
学
者
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ン
リ
ン
グ
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ッ
、
詩
人
で
ア
カ
デ
ミ
ィ
の
最
初
の
会
員
ジ
ャ
ン
・
シ
ヤ
0

フ
ラ
ン
、

ア
ヴ
ラ
ン
シ
ュ
の
司
教
ュ
ェ
、

プ
レ
l
メ
ン
H

フ
ェ
ル
デ
ン
の
教

区
監
督
長
デ
ィ
l
ク
マ

γ
、
ピ
ェ
l
ル
・
ベ
イ
ル
、

ト
マ
ジ
ウ
ス
な
ど
多
く
の
人
々
に
注
目
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
著
作
は
ほ
と
ん
ど



説

無
神
論
、

ユ
ダ
ヤ
教
、
自
然
宗
教
の
著
作
と
し
て
批
判
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
作
は
ヴ
ォ
ル
テ

l
ル
(
『
哲
学
書
簡
』
第
七
書
簡
)

や
レ
ッ
シ
ン
グ
(
『
賢
人
ナ
l
タ
ン
』
〉
の
宗
教
的
寛
容
論
に
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
説
得
的
で
は
な
く
、
あ
る

い
は
そ
う
だ
と
し
て
も
そ
れ
は
積
極
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
『
七
賢
人
の
対
話
』

宗
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
有
名
な
神
話
が
生
ま
れ
的
。

::EA 
両岡

へ
の
関
心
の
な
か
で
ボ
ダ
ン
の
母
が
改

こ
の
よ
う
に
ボ
ダ
ン
が
影
響
力
を
失
い
、
名
前
だ
け
想
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
な
か
で
、
彼
の
伝
記
は
ベ
イ
ル
以
外
に
は
J
・
l
p

-
ニ
セ
ロ
ン
と
ア
ン
ジ
ェ
の
法
学
者
ポ
ッ
ケ
・
ド
・
リ
ヴ
ォ
ニ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

伺
一
九
世
紀
の
中
頃
に
グ
l
ラ
ウ
ア
l
が
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
写
本
と
そ
の
著
者
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
の
生
涯
を
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
l
ル

が
『
国
家
論
』
の
解
説
と
そ
の
著
者
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
の
生
涯
を
発
表
す
る
と
、
そ
れ
を
境
に
し
て
ボ
ダ
ン
は
再
び
さ
か
ん
に
言
及
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
は
や
彼
の
思
想
自
体
へ
の
関
心
か
ら
で
は
な
く
、
先
駆
的
思
想
家
や
神
秘
学
者
と
し
て
歴
史
的
関
心
か
ら
、
彼
は

主
権
論
、
経
済
論
、
歴
史
の
方
法
論
の
先
駆
的
思
想
家
と
し
て
、
ま
た
他
方
で
魔
女
や
数
の
学
な
ど
の
神
秘
学
者
と
し
て
歴
史

風
土
論
、

的
に
研
究
さ
れ
始
め
た
。

こ
う
し
た
ボ
ダ
ン
研
究
が
開
始
さ
れ
る
な
か
で
、

ボ
ダ
ン
の
伝
記
は
グ
l
ラ
ウ
ア
ー
や
ボ
l
ド
ジ
ャ
l
ル
の
よ
う
に
彼
の
著
作
へ
の
関

心
か
ら
す
る
も
の
と
な
ら
ん
で
、

ア
ン
ト
ワ
l
ヌ
・
リ
シ
ャ

1
ル
の
ラ
ン
、

N
-
プ
ラ
ン
シ
ュ
ノ
l
、

c
・
ポ
ー
ル
な
ど
の
ア
ン
ジ
ェ
、

子
、
、
l
ル
・
ア
l
グ
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
と
地
方
史
へ
の
関
心
か
ら
研
究
さ
れ
た
。
こ
こ
に
ボ
ダ
ン
研
究
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ェ
派
と
ジ
ュ
ネ
l

ヴ
派
が
成
立
し
、
両
派
は
ボ
ダ
ン
の
宗
教
思
想
、
実
際
に
は
彼
が
《
正
統
》
《
カ
ト
リ
ッ
ク
》
で
あ
る
か
《
異
端
》
《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
》
で
あ
る
か
、
そ
の
た
め
に
ボ
ダ
ン
の
出
生
地
、

ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
、
デ
・
マ
ト
ラ
宛
て
の
手
紙
、

リ
ー
グ
支
配
時
代
の
ボ
ダ

γ

な
ど
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
論
争
す
る
こ
と
に
な
る
。

制
一
九
一
四
年
に
ロ
ジ
ェ
・
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
が
《
『
国
家
論
』
の
著
者
》
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
の
生
涯
と
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
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研
究
を
発
表
し
た
。
こ
の
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
の
研
究
は
そ
れ
ま
で
の
ポ
ダ
ン
研
究
を
大
幅
に
の
り
こ
え
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
思
想
史
上
一
六
世
紀
最
大
の
思
想
家
の
一
人
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
の
地
位
は
確
立
さ
れ
、
本
格
的
な
ポ
ダ
ン
研
究
が
開
始
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
彼
の
著
作
は
復
刊
さ
れ
、
彼
は
伝
記
、
法
・
政
治
思
想
、
歴
史
思
想
、
哲
学
・
宗
教
思
想
、
そ
れ
に
彼
の
影
響
と

す
べ
て
の
分
野
に
わ
た
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
彼
の
著
作
は
今
日
そ
の
半
分
も
復
刊
さ
れ
て
い
な
い
し
、
彼
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ

と
な
ら
ぶ
一
六
世
紀
最
大
の
政
治
思
想
家
の
一
人
と
認
め
ら
れ
て
い
る
程
著
名
な
割
に
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
に
、

J
-
w
・

ア
!
レ
ン
や

K
・
D
・
マ
ク
レ
ィ
と
い
っ
た
す
ぐ
れ
た
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
書
か
れ
る
ば
か
り
で
読
ま
れ
る
こ
と
の

少
な
い
思
想
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
ボ
ダ
ン
研
究
は
こ
れ
ま
で
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
批
判
的
に
修
正
や
新
し
い
考
察
を
加
え
な
が
ら

総
合
す
れ
ば
、
彼
の
政
治
思
想
を
総
合
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
事
実
、

A
・
ガ
ロ
ッ
シ
以
来

一
九
七

O
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
聞
か
れ
た
国
際
ボ
ダ
ン
学
会
、
そ
れ

に
佐
々
木
毅
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
課
題
が
提
示
さ
れ
た
り
、
そ
の
課
題
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
伝
統
に
立

っ
て
ボ
ダ
ン
の
政
治
思
想
を
総
合
的
に
解
明
す
る
に
は
、
簡
単
に
標
語
的
に
、
ま
た
そ
の
た
め
に
今
ま
で
の
研
究
に
対
す
る
批
判
を
加
え

ピ
ェ

i
ル
・
メ
ナ

i
ル、

マ
ク
レ
ィ
、

G
・
レ

l
レ
ン
プ
レ
ッ
ク
、

ず
に
述
べ
れ
ば
、

と
く
に
次
の
二
点
が
大
事
だ
と
思
わ
れ
る
。

υリ

一
、
彼
が
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
復
興
と
地
理
的
・
霊
的

(
H
霊
的
宇
宙
)
新
世
界
の
発
見
に
よ
る
自
信
に
支
え
ら
れ
て
中
世
を
暗
黒
時
代
と

み
な
し
、
さ
ら
に
古
典
古
代
の
権
威
を
も
否
定
し
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
一
切
の
知
識
を
新
た
に
総
合
し
よ
う
と
し
、
し
か
も
神
i
1

自
然

l
l人
聞
の
関
係
に
つ
い
て
の
彼
の
哲
学
・
宗
教
思
想
に
基
づ
く
《
方
法

B
2
r
a
g》
に
よ
っ
て
体
系
的
に
総
合
し
な
お
そ
う
と

し
た
と
い
う
こ
と
。
彼
は
法
・
政
治
、
歴
史
、
経
済
、
魔
女
論
、
自
然
哲
学
、
倫
理
学
、
宗
教
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
著
作
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Y ャン・ポ夕、ンの生涯

を
書
い
た
が
、
彼
の
す
べ
て
の
著
作
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
彼
の
よ
っ
て
立
つ
伝
統
思
想
の
上
に
立
っ
て
総
合
さ
れ
、

し
か
も
彼
の
《
方

法
》
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
伝
記
的
に
言
え
ば
、
熱
に
浮
か
さ
れ
た
よ
う
に
一
切
を
知
り
、

一
切
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
知



説

識
欲
、
体
系
欲
、

イ
タ
リ
ア
を
模
倣
し
世
俗
を
享
楽
す
る
宮
廷
の
生
活
態
度
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
、
修
道
院
か
ら
脱
け
出
し
た
世
俗

論

の
修
道
士
と
し
て
の
禁
欲
的
な
生
活
態
度
が
彼
の
生
涯
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
彼
の
政
治
思
想
の
解
明
に
は
彼
が
よ
っ
て
立
つ

伝
統
思
想
と
彼
の
哲
学
・
宗
教
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

二
、
彼
が
宗
教
戦
争
の
時
代
に
政
治
思
想
を
展
開
し
た
思
想
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
彼
の
政
治
思
想
の
一
般
的
な
見
方
で
あ

る
《
ポ
リ
チ
l
ク
派
》
ボ
ダ
ン
像

l
ー
そ
の
際
ポ
リ
チ
l
ク
派
と
は
一
五
六
二
年
頃
か
ら
批
判
と
し
て
呼
ば
れ
た
の
と
同
じ
意
味
で
宗
教

よ
り
も
政
治
を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
と
解
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
マ
キ
ア
ヴ
エ
リ

l
ポ
リ
チ
l
ク
派
の
最
大
の
理
論
家
ボ
ダ
ン
|
ホ
ッ
プ
ス
と

い
う
学
説
史
的
・
理
念
史
的
発
展
系
列
が
設
定
さ
れ
る
ー
ー
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
戦
争
の
時
代
に
お
け
る
彼
の
状
況
認

識
と
そ
の
変
化
が
彼
の
政
治
思
想
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
政
治
思
想
は
け
一
五
六
六
年
の

r
t

、、

、、，ノ

『
方
法
論
』
、

ω一
五
七
六
年
の
『
国
家
論
』
、
…
山
一
五
八
六
年
の
ラ
テ
ン
語
版
の
『
国
家
論
』
以
後
の
一
二
つ
の
時
期
で
明
ら
か
に
理
論
的
に

，，t
、

変
化
し
て
お
り
、
彼
の
政
治
思
想
の
解
明
に
は
そ
の
聞
の
彼
の
状
況
認
識
と
そ
の
変
化
を
解
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

ポ
ダ
ン
の
政
治
思
想
を
総
合
的
に
解
明
す
る
に
は
と
く
に
以
上
の
理
論
的
側
面
と
状
況
的
側
面
の
二
点
を
総
合
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
が

大
事
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
明
す
る
の
が
彼
の
政
治
思
想
解
明
の
た
め
の
最
初
の
仕
事
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
本
稿
の
重
要
な
課
題
の
一

つ
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
の
生
涯
の
研
究
で
は
、

シ
ョ
ヴ
ィ
レ
の
研
究
は
今
日
で
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
今
日
で
は
も
は
や
そ
の
ま
ま
で

は
使
え
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

シ
ョ
ヴ
ィ
レ
以
前
に
も
彼
に
よ
っ
て
使
わ
れ
な
か
っ
た
多
く
の
ボ
ダ
ン
関
係

ま
ず
、

の
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
た
1
ー
そ
の
最
も
重
要
な
の
は
ボ
ダ

γ
と
関
係
の
深
い
イ
ギ
リ
ス
の
公
文
書
録
〈
の
巳

g
E門
広

ω
Sお
司
名
耳
目
〉

で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
に
よ
っ
て
使
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
今
日
で
も
ボ
ダ
ン
研
究
に
使
わ
れ
て
い
な
い
ー
ー
が
、

と
く
に
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シ
ョ
ヴ
ィ
レ
以
後
A
・
ポ
ン
テ
ィ
ュ
、

ジ
ャ
ン
・
モ
ロ

H
レ
ー
ベ
ル
、
パ
ス
キ
エ
師
、

s
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
、

ジ
ョ
ン
・

L
・
プ
ラ
ウ

ン、

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ロ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
ボ
ダ
ン
関
係
の
文
書
が
発
見
さ
れ
た
と
い

pu
・
、
不
フ
、

E
・
ド
ロ
ズ
、

メ
ナ

l
ル、

シ
ョ
ヴ
ィ
レ
の
よ
う
に
ボ
ダ
ン
自
身
の
証
言
や
確
か
に
著
作
家
の
証
言
の
な
か
で
は
最
も

完
全
で
最
も
信
頼
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
し
ば
し
ば
暖
昧
で
、
不
正
確
で
、
と
き
に
相
矛
盾
し
て
い
る
ド
・
ト
ヮ
!
と
メ
ナ

l
ジ
ュ
の
証

言
、
そ
れ
に
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
が
あ
ま
り
重
視
し
な
か
っ
た
ベ
イ
ル
の
証
言
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
文
書
も
資
料
と
し
て
使
え

う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
で
は
、

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
に
と
っ
て
ボ
ダ
ン
は
ま
だ
伝
統
的
な
《
『
国
家
論
』

ボ
ダ
ン
の
政
治
思
想
と
は
『
国
家
論
』
を
時
計
の
分
解
掃
除
の
よ
う
に
分
解
し
て
説
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
ボ

ダ
ン
の
生
涯
を
そ
の
思
想
の
解
明
に
寄
与
す
る
よ
う
に
構
成
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
に
と
っ
て
ボ
ダ
ン
は
《

『
国
家
論
』
の
著
者
》
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
は
ボ
ダ
ン
が
い
っ
、
ど
う
い
う
状
況
で
そ
の
本
を
書
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
は
ま
っ
た

く
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
、

の
著
者
》
で
あ
り
、

シ
ョ
グ
ィ
レ
以
後
の
ボ
ダ
ン
の
生
涯
の
研
究
課
題
は
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
の
研
究
を
踏
台
に
し
て
、
新

た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
を
使
い
、
彼
の
思
想
の
解
明
に
寄
与
す
る
よ
う
に
ボ
ダ
ン
の
生
涯
を
批
判
的
に
総
合
し
な
お
す
こ
と
に
あ
る
。
シ

ヨ
ヴ
ィ
レ
以
後
ボ
ダ
ン
の
生
涯
を
扱
っ
た
伝
記
研
究
の
大
部
分
は
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
の
研
究
を
短
か
く
ま
と
め
た
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い

け

メ
ナ

l
ル
(
一
九
五
一
年
)
は
そ
れ
ま
で
の
研
究
の
問
題
点
を

マ
ク
レ
ィ
〈
一
九
六
二
年
)
は
簡
単
な
が
ら
新
た
に
総
合
し
よ
う
と
し
た
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ

マ
ク
レ
ィ
の
も
の
が
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
短
か
す
ぎ
る
。

シ
ョ
ヴ
ィ
レ
段
階
ま
で
の
研
究
を
《
か
つ
て
》
と
い
う
表
現
で
既
知
の
前
提
に
し
、
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カ1

ガ
ロ
ッ
シ
(
一
九
三
四
年
〉
は
あ
る
程
度
新
た
な
総
合
を
め
ざ
し
、

シャン・ボダンの生涯

指
摘
し
て
新
た
な
総
合
の
方
向
を
一
示
し
、

本
稿
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、

シ
ヨ

ヴ
ィ
レ
以
後
の
研
究
課
題
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

〆ー、

、ーノ

以
上
ボ
ダ
ン
の
影
響
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
三
、
安
ら
ぎ
を
求
め
て
、
八
死
後
の
ポ
ダ
ン

V
参
照
。
な
お
、
彼
の
著
作
の
出
版
や
略
称
に
つ
い
て



説

は
、
文
献
目
録
、
て
ポ
ダ
ン
の
著
作
参
照
。

(
2
)
】
・
〉
・
内
凶
作
吋
r
c
F
民
Z
G『
-
R
E
H】

E
M
件
。
5
3
2
凶
(
盟
三
芯
四
円
ロ
℃
r
F
同
日
目
1
一
)
・
。
目
ζ
晶

E
司
L
.
-
N
2
ロ
ヨ
〉
ロ
門
庁
間
ミ
g
m
E
ヨ
セ
m
g
L
何
円
門
戸
何
(
H
H
H
l
ω
)
.

同
》
・
(
リ
o
-
D
E
r
・
。
ω
]
}
3
2
5
D
U
一
E
(
ロ
ア
h
c
・
。
・
7白
雪
印
同

0
・
〈
w
g
H
ぷ
主
〉
2
0
H
日
F
W
A
E
E
Z
G
ユ
ω
S
L
0
3
5
5
2
Q
H
H
l
己
・

(
3
)

ギ
l

・
パ
タ
ン
は
自
由
思
想
家
ボ
タ
ン
と
偏
執
狂
的
魔
女
追
求
者
ボ
タ
ン
と
の
間
に
矛
盾
を
み
、
ボ
ダ
ン
は
本
当
は
魔
女
の
実
在
を
信
じ
て
な
い
自

由
思
想
家
だ
っ
た
の
だ
が
、
同
時
伏
人
を
欺
く
た
め
に
そ
う
装
っ
た
の
だ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
ぇ
・
明
〈
S

∞叩
N
G
-
L
-
T
E
M

∞q
L吉
弘

ω
。
r
r
己
江
込
ロ
コ
仏
抱
一
コ
ω
U
弘
同
H
Z
口
O
B
同
四
回
庁
(
口
同
l
A
吋
)
咽
ω
・
ω
.

カ
プ
リ
エ
ル
・
ノ

l
デ
は
『
困
家
論
』
の
著
省
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
カ
リ
ジ
ェ
、
シ
ヤ
ロ
ン
と
な
ら
べ
て
称
貸
し
た
が
、
『
魔

女
論
』
と
遺
稿
『
七
賢
人
の
対
話
』
の
著
者
と
し
て
の
ボ
タ
ン
に
は
人
間
性
の
欠
如
と
無
神
論
を
見
出
し
た
。
え
-
H
v
-
F
U
L
P
E
a
-
c
ロ
E
5
7
F
込

T

ユ
』
広
伶
巾
同
門
1
t』
己
m
w
m
w
ユ
一
円
F
R
∞G
岳
コ
(
H
E
ロ
)
苫
(
口
円
1
3
・
古
河
}
円
以
【
ロ
-
H
L
U
河
-
n
r
ω
5
4
少
]
E
コ
回
司
川
町
P
町
三
件
。
=
同
ι
m
g
z
H
N
弘
司
C
Z
S
E
Wョ

(日
l
i
自
己
・
官
印
O

町
一
回
・
ζ
E
F
V
E
∞え
5
5
L
F
o
v
F
5
2
2
Q
ロ
ー
ふ
さ
・
℃
回
一
日
印
ロ
吋
・

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
法
学
と
歴
史
を
結
合
し
た
こ
と
で
オ
ト
マ
ン
と
と
も
に
「
国
家
論
」
の
著
者
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
を
称
賛
し
、
八
真
理
探
究
に
あ
た

っ
て
の
材
料
V
と
し
て
『
闘
家
論
』
か
ら
し
ば
し
ば
引
用
し
た
(
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
町
、
ニ
1
4
1
口
、
二
|
7
1
1
、
二

I
N
-

-
、
二

l
川
|
3
、
一
一
同
1
6
、
一
一
!
日
門
|
口
、
二

l
日

l
目
、
二
!
日

l
げ
、
二

i
叩

l
ぉ
、
三
1
7
1
8
、
三
1
9
1
悶
)
が
、
人
当
然
読
ま

れ
て
し
か
る
べ
き
ポ
ダ
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
手
稿
本
V

(
『
七
賢
人
の
対
話
』
)
の
著
者
と
し
て
の
ポ
ダ
ン
に
は
A

あ
の
断
悶
た
る
確
信
に
よ
っ
て
キ
リ

ス
ト
教
徒
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
少
な
か
ら
ず
打
ち
く
だ
く
非
常
に
博
学
な
で
フ
ラ
イ
人
た
ち
と
の
彼
が
尊
重
し
た
友
情
V

に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
を
見
出

し
、
彼
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
』
の
参
考
文
献
に
憎
補
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
。
戸
。
同
昨
日
仏
何
回
口
m
D
O
S
E
C
ω
E
河
・
司
-
F
S
仏
2
【
リ
q邑
2

・

n
r
g
c
一
日
仏
m
w
F
F
g
c
m
o
m
-
一
回
措
司
件
。
ヨ
σ円
。
一
∞
ω
h
T
L
m
w
E
h
m
・
。
Z
E
J
ふ
円
少
。
匂
・
三
件
・
・
〉
℃
℃
。
=
缶
詰
〈
同
門
戸
司
・
印
ω
∞
・
戸
え
円
円
。
《
山
口
ヨ
b
g
ω
E

2
5・
一
同
町
a
r
E
R
-
m
ω
M
w
念
日
一
一
m
-
。
-
g
ミ
ま
喝
の
O
]
-
8
5
色
。
』
m
g

∞&
5
2
1
5
・
ω
〉

w
℃
・
与
口
・
印
・

ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
は
『
方
法
論
』
と
『
国
家
論
』
に
言
及
し
、
そ
の
著
者
と
し
て
の
ポ
ダ
ン
を
風
土
論
の
思
想
的
先
駆
者
と
評
価
し
た
(
『
哲
学
辞
典
』

八
風
土
V
と
八
信
仰
告
白
V
の
項
)
が
、
『
魔
女
論
』
の
著
者
と
し
て
の
ボ
ダ
ン
を
魔
王
A

ベ
ル
ゼ
プ
ル
の
検
事
総
長
V

と
彼
一
流
の
や
り
方
で
皮
肉
っ

た
。
(
げ
ロ
4
2
8
E
1
2
2
L
o
〈
q
-
E
R
E
-
宮
門
戸
E
Z
ζ
q
}
S
L
W
仲
・
M
内
〈
H
H
H
・
司
・
呂
田
晴
旧
日
プ
?
円
、
・
司
・
N
8
.

ボ

l
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
『
国
家
論
』
、
そ
れ
に
『
方
法
論
』
『
マ
レ
ス
ト
ロ
ワ
氏
へ
の
反
論
』
の
著
者
と
し
て
の
ポ
ダ
ン
を
高
く
評
価
し
た
が
、
『
魔
女
論
』

と
『
自
然
の
劇
場
』
を
扱
っ
た
章
を
A

こ
れ
は
人
間
の
精
神
が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
話
し
に
付
け
加
え
ら
る
べ
き
奇
妙
で
ば
か
げ
た
意
で
あ
る
V
と

:;}I‘ 
民間

北法25(4・104)404



山
口
寸
(
的

0
7
3
目
指
判

:c，，，，令〈制 ν :m ~ν :c，t(ð O Henri Baudrillart， Bodin et son temps (II!-14)， p. 183. 

ト入 b ・"，url ~λ~'*、入@将兵込<:11-<Q-<~)>'ræH終縄Jl Q榊榊-\.I ~νQl単語言さ必誕許榊-\.I rム，J ~-::-<Q 設計;'iiJl Q 時年収-\.I~
ト々 、'=' t<..L. 

νQ理~ít握224ヨ4民総嬰~程判中"'\)r{--i-! 0 Henri Bu田on，Le rationalisme dans Ia litterature francaise de la Renaissance， 2e ed.， 

Paris， 1957， pp. 541 sq. 

=、λ.~ー λ ー眠、，""竺 rlHll~持縄Jl Q持軍司中吋Jい Q苦言ム<R~五~1tJ...? Ç' .(.!¥徒、>-'.長『堅持程』心二 Aれ際立干J"t!~:金.(.!判手品とお)術ili~Ì\J吋

-i-! 'J -\.I 1対 >1~ミÇ' .(.!O Lynn Thorndike， A History of Magic and Expcrim~ntal Scicnce， 8 vols.， New York， 1923-1958， 

vol VJ， pp. 525 ff 

中入 lド-.¥rl ~示。以ト入 Q m;: Qij霊~'II択潟程Jl' tr廻総点喜Jl' ~'迫電ぷ~星.] -I<'J潟r{-'-¥.I-v:1 r沢利縫JlQ~榊-\.I ~ν Q~'~ λ~~念事K

~.(.!(r パギーJl lj-S:' lj-~) ';，;'r湿布〈忽Jlcl市'C戸当+--t(d 'J心竺キJ~ド 'J~'登E長引制栴~窓必長~，\-，~，，.1語字~千)~Ç' .(.!O (u片

平一Jl 1 一二ぬ~)

(寸 PierreBayle， Dictionnaire historique et critique， article“Budin (]ean) "(IlI-7) • 

Y ャーミ ~'L足:!j~会~...?~'t!~"~得、:、 cl 市!日対 ~.(.!O Oeuvr出 diversesde Mr. Pierre Bayle， La Haye， 3 ¥'ols.， 1727-1731. 

Hildesheim (Georg Olims Verlagsbuchhandlung) 1964-1968， t. I， p. 65v sq. ; t. IIJ， p. 301r， 337 r sq， 557r sq， 602r 

sq， 632r sq. 

(旧) r平盛岡-<Q~雪組Jl Q減鰍斗やムド士~' G. E. Gllhraller， Das Heptaplumeres des Jean Bodin (I-16.1) ss. LXXIV-LXXXV 

; W. Dilthey， Gesammelte Schriften， Bd. II. ss. 145-153; R. Chauvire， CoJloque de Jean Bodin (I-16.3)， Introduction 

pp. 1-27; F. ¥'. Bezold， Jean Bodins Colloquil1m Heptaplomeres l1nd der Atheismus des 16. Jahrhunderts crII-51)， Bd. 

114， ss. 279-295; H. Hornik， Jean Bodin and the Biginnings of Voltaire's Struggle for Religious Tolerance (III-150) 

;同十主要蝋と「抗争λ・'*"""λrn，，，，ネ E司斗r<j ~盤以J(111-~) ~\~O 

(∞) G. E. Guhrauer， Das H巴ptaplomeesdes Jean Bodin (1-16.1). Henri B旧drilbrt，Bodin et son temps (III-14)' 

〈ド) Roger ChauvirA， Jean Bodin， auteur de la “R(ipublique" (III-52). 

(∞) Aldo Garosci， Jean Bodin : Politica e diritto nel rinascimento france配(III-84).Pierre Mesnard， Vers l1n portrait de 

Jean Bodin， dans : Oeuvres Philosophiques de Jean Bodin ，~éd. par P. Mesnard， t. L Paris， 1951. pp. vii-xxi. Kenneth 

主

制
伊
川
明
(
恒

¥

A

K

午
、
.
入
。
「
内
A'



説

0
・

F
F
P
F
L
-
5
P
3
F
F口ぃ目。
ω釘

F
c
r
2
9ご
の
Q
5
5
D
E
S
-
m唱
え
・
寸
可
欠

-
U・
7

向島
B
G
l吋
・
ム
ム
)
w

宅

-
E
l
E
ω
・

一
、
形
成
期

一
五
二
九
、

三
O
年

l
l五
九
年

さ1>
ilflU 

《
家
肢
と
出
生
地
》

l
i《
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
土
時
代
》
|
|
《
ア
ン
ジ
ェ
大
学
で
あ
る
い
は
王
立
教
授
団
へ
》
1
1
1

《
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
》
1
1
1
《
ト
ゥ
ル

l
ズ
時
代
》

ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
は
、
彼
の
三

O
代
後
半
の
肖
像
に
よ
れ
ば
、
聴
明
な
印
象
を
与
え
る
広
い
額
と

M
字
型
に
は
げ
あ
が
っ
た
頭
、
実
務

的
な
印
象
を
与
え
る
剛
毛
の
短
か
い
髪
、
落
ち
つ
い
て
夢
み
る
よ
う
な
大
き
な
限
と
長
い
髭
|
|
こ
の
長
い
髭
は
、

エ
ラ
ス
ム
ス
や
ピ
ュ

デ
に
代
表
さ
れ
る
彼
の
一
世
代
前
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
が
き
れ
い
に
剃
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
カ
ル
ヴ
ア
ン
や
ラ
ム
ス
に
始
ま
る
彼
の
世
代
の

特
徴
で
あ
る
ー
ー
を
も
っ
た
男
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
実
直
で
、
ま
じ
め
で
、
堅
実
な
印
象
を
与
え
る
男
で
あ
っ
た
。
こ
の
ジ
ャ
ン
・

ボ
ダ
ン
は
、
《
私
は
一
五
九
六
年
六
月
七
日
付
け
の
彼
の
遺
書
で
知
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
六
七
才
〔
満
六
六
才
〕

ダ
ン
の
《
遺
書
の
原
物
を
み
た
》
メ
ナ

l
ジ
ュ
の
証
言
か
ら
逆
算
し
て
、

で
死
ん
だ
》
と
い
う
ボ

一
五
二
九
年
六
月
か
ら
三

O
年
六
月
の
聞
に
生
ま
れ
た
。
彼
と

同
じ
頃
に
は
、
文
学
者
で
は
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
派
を
形
成
す
る
ジ
ョ
ワ
シ
ャ
ン
・
デ
ュ
・
ベ
レ

l
、
ロ
ン
サ

l
ル
、
そ
し
て
ラ
・
ボ
エ
シ

l
、

モ
ン
テ

l
ニ
ュ
な
ど
が
、
広
い
意
味
で
の
法
学
者
で
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ボ
!
ド
ゥ
ア
ン
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ュ
ジ
ャ
ス
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ

ト
マ
ン
、

ユ
l
グ
・
ド
ノ

l
、

エ
チ
エ
ン
ヌ
・
パ
ス
キ
ェ
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ル
・
J

ア
ュ
ア
ラ
ン
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ラ
・
ヌ

l
、

ナ
i
ル
・
J

ア
ュ
・
ア
イ
ヤ
ン
、

ト
す
ル
l
ズ
の
グ
レ
ゴ
ワ
l
ル
な
ど
が
生
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
フ
ラ
ン

ア
ン
ト
ワ

l
ヌ
・
ロ
ワ
ゼ
ル
、

ソ
ワ
一
世
(
在
位
υ

一
五
一
五
l
四
七
)
の
治
世
下
で
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
が
華
々
し
く
花
開
い
た
時
代
、

そ
れ
と
同
時
に
フ
ラ
ン

ス
宗
教
改
革
と
異
端
弾
圧
が
始
ま
る
時
代
に
成
長
し
、

ア
ン
リ
二
世
(
在
位
-
一
五
回
七
|
五
九
)
の
治
位
に
活
動
を
開
始
し
、
宗
教
戦

争
の
時
代
に
政
治
的
に
活
動
す
る
世
代
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
第
二
の
世
代
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
改

北t去25(4・106)406
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革
派
以
後
の
世
代
、
宗
教
戦
争
の
世
代
で
あ
る
。

ボ
ダ
ン
は
《
学
芸
の
父
》
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
そ
の
姉
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
始
め
宮
廷
内
外
の
貴
族
や
法
服
貴
族
の
保
護
の
も
と
に
フ
ラ
ン

ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
が
華
々
し
く
花
聞
い
た
時
代
、

ル
フ
ェ

l
ヴ
ル
・
デ
タ

1
プ
ル

モ

i
の
司
教
プ
リ
ソ
ネ

ギ
ヨ

i
ム
・
ピ
ュ
デ
、
デ

ュ
・
ベ
レ

i
兄
弟
、

エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ド
レ
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

V
ク
チ
ユ

l
w
・
ロ
ワ
イ
ヨ

l

世
の
世
代
の
時
代
に
生
ま
れ
た
。
彼
が
生
ま
れ
る
前
後
の
二
一

O
年
三
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
王
立
教
援

団
(
後
の
コ

l
レ
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
)
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

ア
ン
ド
レ
・
ア
ル
シ
ア
ト
、

マ
ロ
、

マ
ル
グ
リ
ッ
ト
、
一
ブ
プ
レ

l

し
か
し
、
こ
の
時
代
は
そ
れ
と
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
宗
教
改
革
と
異
端
弾
圧
が
恰
ま
る
時
代
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
宗
教
改
革
は
一
五
一

0

年
代
の
後
半
か
ら
二

0
年
代
の
初
め
に
か
け
て
ば
ら
ば
ら
に
発
生
し
た
ル
ッ
タ
l
派
の
小
グ
ル
ー
プ
と
と
も
に
始
ま
る
。
フ
ラ
ン
ス
改
革

派
(
当
時
ユ
グ
ノ
!
と
い
う
言
葉
は
な
く
、
批
判
と
し
て
《
い
わ
ゆ
る
改
革
派
》
《
ル
ッ
タ

i
派
》
《
新
説
を
奉
ず
る
者
た
ち
》
な
ど
と

呼
ば
れ
た
〉
は
パ
リ
、

リ
ヨ
ン
、

グ
ル
ノ

l
ブ
ル
、

プ
ー
ル
ジ
ュ
、

モ

l
、

ボ
ル
ド
ー
、

ア
ラ
ン
ソ
ン
、

エ
ー
な
ど
に
拠
点
を
も
ち
、
聖

、
jt
 職

者
と
く
に
修
道
僧
、
職
人
と
く
に
渡
り
職
人
、
教
師
、
印
刷
業
者
と
い
っ
た
相
対
的
に
低
い
社
会
層
を
中
核
に
し
て
着
実
に
広
ま
っ
て

コ
ン

F
ゾ
オ
ン

ゆ
く
。
と
く
に
捕
囚
か
ら
帰
還
し
た
プ
ラ
ン
ソ
ワ
ニ
叫
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
パ
ル
ル
マ
ン
の
過
激
派
を
お
さ
え
た
二
六
年
以
降
《
ル
ッ
タ

l

.
ル
テ
リ
F

ン
ヌ

伝
染
病
》
は
急
速
に
広
ま
っ
て
ゆ
き
、
プ
ル
タ

l
ニ
ュ
と
オ

l
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
を
除
い
た
す
べ
て
の
地
方
に
広
ま
る
。
そ
し
て
、

フ
ラ
ン
ス

ジャン・ポダンの生涯

改
革
派
は
三
四
年
一

O
月
一
七
日
の
夜
か
ら
一
八
日
の
日
曜
日
の
朝
に
か
け
て
パ
リ
、

L 、
わト
ゆァク
る7

搬，;， 1レ
文二
事1ノレ
件El 
を?ア
おノνン

しプ
たロ
。ワ

オ
ル
レ
ア
ン
、

な
ど
の
諸
都
市
で
、

さ
ら
に
は
ア
ン
ボ
ワ

l
ズ
城
の
国
王
の
部
昆
の
扉
に
ま
で
撒
文
を
は
り
つ
け
、

フ
ラ
ン
ス
改
革
派
は
こ
の
事
件
を
同
じ
日
に
各
地
で
お
こ
し
て
あ
る
程
度
の
組
織
化
を
達
成
し
て
い
た
し
、

ま
た
リ
ヨ
ン
か
ら
ス
イ
ス
に

亡
命
し
た
ア
ン
ト
ワ

i
ヌ
・
マ
ル
ク
ー
ル
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
そ
の
撤
文
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
聖
祭
と
聖
体
の
秘
蹟
を
ま
つ
こ
う
か

ら
攻
撃
し
て
教
会
の
内
部
で
信
仰
の
純
化
を
め
ざ
し
て
い
た
福
音
主
義
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
と
扶
を
分
か
ち
、

さ
ら
に
ル
ッ
タ

l
派
か
ら
離
れ

北法25(4・107)407 



説

ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
ス
イ
ス
改
革
派
に
接
近
し
て
い
た
。
し
か
し

フ
ラ
ン
ス
改
革
派
は
ま
だ
統
一
的
な
教
義
も
明
確
な
教
会
組
織
も
も
っ

て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
改
革
派
に
提
供
す
る
の
は
カ
ル
ヴ
7

ン
で
あ
る
。
撒
文
事
件
で
亡
命
し
た
カ
ル
ヴ
ア
ン
は
四
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
語

;命

版
の
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
と
『
ジ
ュ
ネ
i
ヴ
教
会
基
本
規
則
』
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
に
体
系
的
な
教
義
と
教
会
組
織
の
あ
り
方

ア
ン
リ
二
世
の
治
世
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

を
提
示
し
、

フ
ラ
ン
ス
宗
教
改
革
の
初
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
戦
争
の
時
代
に
入
る
ま
で
、
《
一
つ
の
信
仰
、

ロ
ロ
巾
~
。
ヶ
ロ
ロ

5
0〉
と
い
う
伝
統
的
な
標
語
は
決
し
て
疑
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
王
国
は
実
際
に
は
分
裂
し
て
い

王
権
も
過
激
派
カ
ト
リ
ッ
ク
も
改
革
派
も
ユ
マ
ニ
ス
ト
も
分
裂
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
宗
教
的
分

一
つ
の
法
、

一
人
の
王
ロ
ロ
巾
同
O
F

た
が
、
誰
も
、

裂
を
前
に
し
て
《
一
つ
の
信
仰
》
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
各
党
派
は
そ
れ
を
達
成
す
る
仕
方
で
異
な
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

ま
ず
、
改
革
派
の
伸
長
を
前
に
し
て
、
ニ

0
年
代
の
初
め
に
ノ
エ
ル
・
ベ
ダ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
パ
ル
ル
マ
ン
は
力
に
よ
る
《
一
つ
の
信

仰
》
の
回
復
の
た
め
に
異
端
迫
害
を
開
始
し
た
。
彼
ら
は
《
ル
ッ
タ
l
派
》
と
《
神
の
官
加
者
》
、

つ
ま
り
改
革
派
と
ユ
マ
ニ
ス
ト
を
区

別
す
る
こ
と
な
く
追
求
し
た
。
し
か
し
、
二
六
年
に
捕
囚
か
ら
帰
還
し
た
プ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
パ
ル
ル
マ
ン
の
過
激
派
を

フ
ア
レ
ル
や
カ
ピ
ト
と
い
っ
た
改
革
派
の
リ

i
〆
ー
た
ち
は
こ
れ
を
寛
容
の
時
代
の
始
ま
り
だ
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
幻
想

お
さ
え
た
。

プ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
王
国
の
宗
教
生
活
、
政
治
生
活
の
基
盤
で
あ
る
《
一
つ
の
信
仰
》
を
《
下
層
で
無
知
な
者
た

ち
》
の
《
謬
説
》
で
実
現
す
る
気
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
二
八
年
に
大
法
官
ア
ン
ト
ワ

l
ヌ
・
デ
ュ
プ
ラ
が
サ
ン
ス
地
方
教
会
会
議

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

で
《
王
冠
の
主
要
な
敵
で
あ
る
異
端
》
の
弾
圧
を
建
言
す
る
と
、
彼
は
二
八
年
か
ら
三

O
年
ま
で
厳
し
く
異
端
を
弾
圧
し
た
。

三
O
年
以
降
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
と
そ
の
姉
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
に
よ
っ
て
過
激
派
の
追
求
か
ら
守
ら
れ
て
い
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
政
治
的
影
響

力
が
増
大
し

プ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
こ
れ
以
後
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
和
解
政
策
を
採
用
し
た
。
確
か
に
ユ
マ
ニ
ス
ト
は
《
ご
く
少
数
の
人
々
》

で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
重
要
な
地
位
に
つ
い
て
お
り
、
政
治
的
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
宮
廷
で
そ
う
で
あ

ゴヒi'l;2S(4・108)408



り
、
教
'
忌
一
庁
に
は
そ
の
代
表
的
な
外
交
官
ガ
ス
パ
ロ
・
コ
ン
タ
リ

l
ニ
、
ヵ

l
ル
五
世
に
は
そ
の
顧
問
メ
ル
ク
リ

l
ノ
・
ガ
ッ
テ
ィ
ナ

ラ
、
枢
機
卿
グ
ラ
ン
ヴ
ェ
ル
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
に
は
ギ
ヨ
!
ム
・
ピ
ュ
デ
と
デ
ュ
・
ベ
レ

l
兄
弟
な
ど
が
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
マ
ニ

ス
ト
に
は
二
つ
の
主
要
な
派
、

ビ
ュ
デ
や
デ
ュ
・
ベ
レ

l
兄
弟
を
代
表
者
と
す
る
主
知
的
・
道
徳
的
な
エ
ラ
ス
ム
ス
派
と
《
モ

l
の
人
々

》
や
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
う
け
て
神
秘
的
・
感
覚
的
な
ル
フ
ェ

l
プ
ル
・
デ
タ
i
プ
ル
派

エ
ず
ア
ン
ジ
エ
リ
λ

ト

イ

レ

エ

ス

ト

と
が
あ
る
が
、
両
派
と
も
福
音
主
義
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
和
解
政
策
を
主
張
す
る
宗
教
平
和
論
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致

ユ
マ
ニ
ス
ト
の
和
解
政
策
は
宗
教
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
新
旧
両
派
は
そ
の
ご
く
少
数

の
本
質
的
な
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
両
派
が
愛
を
も
っ
て
理
性
的
に
話
し
合
え
ば
《
和
解
》
、

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

《
調
和
》
、

《
協
和

》
、
八
代
和
合
》
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
思
想
は
す
で
に
一
五
世
紀
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ

l
ヌ
ス
に

よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
教
会
と
ロ

1
7
教
会
の
和
解
、

ブ
ィ
チ

i
ノ
や
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド

l
ラ
と
い
っ
た
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て

一
六
世
紀
に
入
る
と
エ
ラ
ス
ム
ス
を
代
表
者
と
す
る
ユ
マ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
新
旧

全
世
界
の
精
神
的
和
解
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
た
が
、

両
派
の
和
解
と
し
て
主
張
さ
れ
た
。
プ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
が
和
解
政
策
を
採
用
し
た
の
は
こ
う
し
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
思
想
に
よ
る
も
の
で
は

け

お
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
覇
権
を
争
っ
て
い
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
カ
ー
ル
五
世
に
対
し
て
有
利
に
闘
う
た
め
に
ド
イ
ツ
新
教
諸
侯

を
味
方
に
つ
け
る
と
い
う
政
治
的
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
カ

l
ル
五
世
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ト
ル
コ
と
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て

な
く
、

ジャン・ボダンの生涯

有
効
に
闘
う
た
め
に
域
内
平
和
を
達
成
し
よ
う
と
和
解
政
策
を
開
始
し
て
い
た
が
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
和
解
政
策
は
そ
れ
に
対
抗
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
事
実
彼
は
和
解
政
策
を
外
交
で
展
開
し
、
国
内
で
は
異
端
弾
圧
を
続
行
し
た
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
和
解
政
策

の
遂
行
者
に
な
っ
た
の
が
デ
ュ
・
ベ
レ

i
兄
弟
、

と
く
に
外
交
官
で
あ
る
弟
の
ギ
ヨ

i
ム
で
あ
っ
た
。
ギ
ヨ

l
ム
・
デ
ュ
・
ベ
レ

i
は一一一

一
年
の
末
に
ド
イ
ツ
新
教
諸
侯
を
カ

l
ル
五
世
に
敵
対
さ
せ
、

ル
ッ
タ
!
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
和
解
を
は
か
る
と
い
う
二
つ
の
使
命
を

お
び
て
シ
ュ
ワ

l
ベ
ン
の
連
邦
議
会
が
聞
か
れ
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
グ
を
訪
れ
た
。
彼
は
外
交
的
使
命
を
達
成
す
る
と
、
和
解
政
策
の
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説

た
め
に
ド
イ
ツ
語
都
市
を
訪
れ
、
プ
ッ
ツ
ア

l
、

へ
l
デ
ィ
ォ
、
熱
烈
な
エ
ラ
ス
ム
ス
派
の
和
解
政
策
の
理
論
家
ゲ
オ
ル
グ
・
ヴ
ィ
ッ
ツ

'E:b.. 
a岡

と
く
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
賛
同
を
え
た
。
そ
の
後
、
彼
は
和
解
政
策
に
ス
イ
ス
改
革
派
も
加
え
よ
う
と
し
て
三
四
年
五
月
に
ツ
グ

ィ
ン
グ
リ
の
後
継
者
プ
リ
ン
ガ
ー
を
訪
れ
た
が
、
彼
の
ス
イ
ス
改
革
派
も
加
え
よ
う
と
す
る
努
力
は
失
敗
し
た
。
ス
イ
ス
改
革
派
は
カ
ト

ェ
ル
、

リ
ッ
ク
派
と
の
い
か
な
る
和
解
に
も
反
対
し
た
。
三
四
年
一

O
月
の
撤
文
事
件
は
ス
イ
ス
改
革
派
に
接
近
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
の

和
解
政
策
に
対
す
る
回
答
で
あ
っ
た
。
撤
文
事
件
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
憤
り
を
や
わ
ら
げ
る
の
に
成
功
し
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
は
ル

ッ
タ

1
派
と
の
和
解
に
専
念
し
て
ゆ
く
ο
三
五
年
三
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
神
学
者
と
和
解
の
条
件
を
話
し
合
わ
せ
る
た
め
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト

ン
を
パ
リ
に
招
く
こ
と
に
し
、
六
月
に
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
自
身
の
招
待
状
も
え
た
Q

こ
の
企
て
は
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
・
ベ
レ

l
の
努
力
の

も
と
に
ユ
マ
ニ
ス
ト
法
王
パ
ウ
ル
ス
三
世
の
支
持
も
え
て
い
た
。
も
は
や
パ
リ
で
和
解
の
た
め
の
話
し
合
い
が
聞
か
れ
る
こ
と
は
確
実
だ

と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
企
て
は
八
月
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
フ
ラ
ン
ス
ゆ
き
が
カ

l
ル
五
世
に
対
す
る
敵
対
か
ら
接
近
へ
と
政
策
を

か
え
た
彼
の
君
主
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
、
失
敗
し
た
。
こ
の
失
敗
を
前
に
し
て
ギ
ヨ

l
ム
・
デ
ュ
・
ベ

レ
ー
は
プ
ッ
ツ
ア

l
に
招
待
状
を
送
り
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
で
か
け
て
和
解
政
策
を
訴
え
た
が
何
の
反
響
も
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
和
解
政

策
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
カ

l
ル
五
世
、
法
王
庁
と
新
教
諸
侯
と
の
聞
で
、

さ
ら
に
は
ル
ッ
タ

l
派
と
ス
イ
ス
改
革
派
と
の
間
で
と
ら
れ
て

ゆ
き
、
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
は
介
入
で
き
な
か
っ
た
。
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
和
解
政
策
の
失
敗
は
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
《
リ
ア
リ
ズ
ム
》
の
欠

如
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
旧
両
派
の
教
義
が
明
確
に
は
確
定
さ
れ
て
い
ず
、
法
王
も
公
会
議
も
権
威
あ
る
決
定
を
下
し
て
い
な

い
今
こ
そ
話
し
合
い
に
よ
る
和
解
の
可
能
性
が
残
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ユ
ス
ト
の
和
解
政
策
の
失
敗
は
政
治
的
理
由
に
よ
る
の

フ
ラ
ン
ス
で
は
改
革
派
は
和
解
を
望
む
ル
ッ
タ

l

で
あ
り
、

ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
以
後
和
解
政
策
の
時
代
を
迎
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

派
か
ら
和
解
を
拒
否
す
る
ス
イ
ス
改
革
派
に
変
わ
り
つ
つ
ち
っ
た
の
で
あ
り
、
す
で
に
園
内
で
は
教
義
の
一
致
に
よ
る
和
解
の
可
能
性
は

な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
こ
五
年
後
に
再
び
和
解
政
策
が
と
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
カ
ト
リ

I
ヌ

l
ロ
ピ
タ
ル
の
和
解
政
策
は
教
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義
の
一
致
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
教
義
の
一
致
を
み
る
ま
で
の
間
改
革
派
に
礼
拝
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
一
時
的
宗
教
的
寛
容
を
政
治

的
に
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
平
和
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
三
八
年
の
エ

l
グ
・
モ
ル
ト
に
お
け
る
カ
l
ル
五
世
と
の
会
談
を
契
機
に
和
解
政
策
を
放
棄
し
、
明
確
に
国
内
の

兵
端
弾
圧
政
策
を
開
始
し
た
。
彼
の
和
解
政
策
は
何
よ
り
も
カ
!
ル
五
世
に
対
し
て
有
利
に
闘
う
た
め
に
ド
イ
ツ
新
教
諸
侯
を
味
方
に
つ

け
る
と
い
う
政
治
的
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
カ
ー
ル
五
世
に
接
近
し
た
今
と
な
っ
て
は
和
解
政
策
は
不
必
要
で
あ
っ

た
。
確
か
に
カ
i
ル
五
世
と
は
四
二
年
に
再
び
敵
対
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
改
革
派
の
急
速
な
広
ま
り
を
前
に
し
て
彼
は
す
で
に
異
端
弾

圧
政
策
の
選
択
を
終
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
今
や
ユ
マ
ニ
ス
ト
に
勝
利
し
た
そ
ン
そ
ラ
ン
シ

l
元
帥
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
過
激
派
、
が
異
端

弾
圧
の
体
制
を
整
え
て
ゆ
く
。
プ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
三
九
年
の
王
令
で
《
え
せ
も
の
で
悪
魔
的
な
謬
説
》
の
一
掃
を
命
じ
、

四

O
年
の
フ

才
ン
テ
l
ヌ
ブ
ロ

l
の
王
令
で
そ
の
た
め
の
呉
端
裁
判
権
を
教
会
裁
判
か
ら
剥
奪
し
て
パ
ル
ル
マ
ン
を
頂
点
と
す
る
世
俗
裁
判
に
集
中

し
、
そ
し
て
四
三
年
の
王
令
で
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
五
箇
条
か
ら
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
集
を
正
統
教
義
集
と
認
め
、

こ
こ
に
教
義
の
レ
ベ
ル
で
《
正
統
》
と
《
異
端
》
ー
ー
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
《
異
端
》
と
は
教
義
の
レ
ベ
ル
で
《
正
統
》
で
な
い
者
の

と
く
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
と
プ
ロ
パ
ン
ス
の
パ
ル
ル
マ
ン
は
こ
の
正
統
教
義
集
、

総
称
に
す
ぎ
な
い

l
lを
明
確
に
し
た
。
パ
ル
ル
マ
ン
、

汁

そ
れ
に
同
じ
く
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
禁
書
目
録
を
基
準
に
し
て
異
端
と
禁
蓄
を
追
求
す
る
体
制
を
整
え
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
一

ジャン・ポダンの生涯

世
の
晩
年
に
は
多
く
の
者
を
呉
端
と
し
て
投
獄
し
、
毎
年
処
刑
を
繰
り
返
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
四
五
年
に
は
プ
ロ
パ
ン
ス
の
ウ

7

ル
ド
派
の
虐
殺
、
ラ
・
ロ
シ
ェ
ル
の
改
革
派
の
弾
圧
、
四
六
年
に
は
モ

l
の
改
革
派
の
弾
圧
と
強
力
な
異
端
弾
圧
を
繰
り
返
し
た
。

一
五
四
七
年
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
は
死
に
、
ア
ン
リ
二
世
が
即
位
し
た
。
ア
ン
リ
二
世
の
治
世
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
治
世
と
基
本
的

に
は
何
ら
変
わ
ら
な
い
そ
の
延
長
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
君
主
の
交
替
は
決
定
的
な
世
代
の
交
替
を
象
徴
し
た
。
そ
れ
は
か

の
偉
大
な
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
世
代
の
終
わ
り
を
象
徴
し
、
彼
ら
は
そ
れ
を
境
に
し
て
死
ぬ
か
沈
黙
し
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
、

ペ
ト
ル
ス
・
ラ
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説

ム
ス
ハ
ピ
ェ

l
ル
・
ド
・
ラ
・
ラ
メ

l
)
、
デ
ュ
・
ム
ラ
ン

ロ
ピ
タ
ル
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
コ
ナ
ン
な
ど
に
始
ま
る
ボ
ダ
ン
の
世
代
を
含
め

ミム
JjH対

た
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
第
二
世
代
の
開
始
を
象
徴
し
た
。
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
戦
争
の
な
か
で
政
治
意
識
を
形
成
し
た
一
四
九
四
年

フ
ラ
ン
ス
改
革
派
以
前
の
世
代
の
終
わ
り
、
政
治
が
基
本
的
に
軍
事
力
と
術
策
(
《
キ
ツ
ネ
と
ラ
イ
オ
ン
》
)
の
選
択
的
適
用

の
世
代
、

(
《
チ
ェ
ス
の
ゲ

l
ム
》
〉
で
あ
っ
た
《
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
終
駕
》
の
時
代
の
終
わ
り
を
象
徴
し
、
宗
教
的
対
立
の
な
か
で
政
治
意
識
を

形
成
す
る
フ
ラ
ン
ス
改
革
派
以
後
の
世
代
、
宗
教
戦
争
の
世
代
の
始
ま
り
、
政
治
が
基
本
的
に
宗
教
に
規
定
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時

代
の
始
ま
り
を
象
徴
し
た
。
(
四
七
年
の
君
主
の
交
替
は
こ
う
し
た
世
代
と
時
代
の
交
替
を
象
徴
的
に
、

ま
た
当
時
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
限
に

も
現
在
の
研
究
者
の
限
に
も
明
ら
か
に
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
言
え
ば
そ
れ
は
ユ
マ
ニ
ス
ト
が
和
解
政
策
に
失
敗
し
、
政
治
的

影
響
力
を
失
っ
た
三
六
年
に
明
確
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
以
後
王
権
は
異
端
弾
圧
政
策
を
明
確
に
政
策
と
し
て
選
択
し
た
し
、
こ
の
年
に
エ

ラ
久
ム
ス
と
ル
フ
ェ

l
ヴ
ル
・
デ
タ
l
プ
ル
が
死
に
、

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ラ
テ
ン
語
版
の

ビ
ュ
デ
が
こ
れ
以
後
枕
黙
す
る
の
に
対
し
て
、

『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
を
出
版
し
、

ラ
ム
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
権
威
を
否
定
し
て
《
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
た
こ
と
は
す
べ
て
作

り
ご
と
だ
》
と
宣
言
し
た
。
カ
ル
ヴ
ア
ン
と
ラ
ム
ス
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
第
二
世
代
を
方
向
づ
け
る
思
想
家
で
あ
っ
た
。
)

ア
ン
リ
二
世
は
王
権
が
す
で
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
治
世
に
選
択
を
終
え
て
い
た
異
端
弾
圧
政
策
を
継
承
す
る
。
ア
ン
リ
二
世
の
異
端

弾
圧
政
策
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
そ
れ
と
違
う
所
は
彼
が
フ
ラ
ン
ジ
ワ
一
世
と
は
逆
に
異
端
裁
判
権
を
パ
ル
ル
マ
ン
を
頂
点
と
す
る
世
俗

裁
判
か
ら
と
り
あ
げ
て
教
会
裁
判
に
与
え
た
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ア
ン
リ
二
世
は
四
七
年
一

O
月
に
ブ
ロ
ワ
の
王
令
に
よ
っ
て
パ
リ
の
パ

γ
ャ
ノ
プ
庁
・
ア
山
戸
〆
ン
ト

ル
ル
マ
ン
の
な
か
に
異
端
裁
判
の
た
め
の
専
門
機
関
で
あ
る
第
二
刑
事
部
、
い
わ
ゆ
る
火
刑
裁
判
所
を
設
置
し
、
こ
の
火
刑
裁
判
所
を
頂

点
と
す
る
教
会
裁
判
に
よ
っ
て
異
端
弾
圧
政
策
を
お
こ
な
い
、
火
刑
裁
判
所
は
そ
の
設
置
か
ら
二
年
あ
ま
り
の
聞
に
五

O
O近
く
の
断
罪

を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
火
刑
裁
判
所
の
設
置
は
お
そ
ら
く
異
端
裁
判
権
を
俗
人
が
独
占
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
聖
職
者
の
反
感
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
事
実
四
九
年
の
王
令
は
フ
ォ
ン
テ

l
ヌ
プ
ロ

l
の
王
令
を
廃
止
し
、
異
端
裁
判
権
を
世
俗
裁
判
か
ら
奪
っ
て
教
会
裁
判
に
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与
え
て
お
り
、
以
後
の
王
令
も
こ
の
こ
と
を
確
認
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ル
ル
マ
ン
は
ア
ン
リ
二
世
の
世
俗
裁
判
を
教
会
裁
判
に

従
属
さ
せ
る
政
策
に
反
対
し
、
兵
端
に
対
す
る
対
応
を
転
換
し
た
。
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
ン
は
五
五
年
の
建
言
で
《
剣
と
火
》
に
よ
る
強
圧

を
批
判
し
、
《
純
粋
な
教
義
と
司
教
の
模
範
的
な
生
活
》
と
い
う
教
会
の
改
革
に
よ
る
信
仰
の
統
一
を
主
張
し
、
こ
こ
に
ユ
マ
ニ
ス
ト
が

勝
利
し
て
峻
厳
か
ら
覚
大
へ
と
異
端
に
対
す
る
対
応
を
転
換
し
、
王
権
と
教
会
に
対
立
し
た
。
こ
の
ア
ン
リ
二
世
の
も
と
で
の
迫
害
の
な

か
で
カ
ル
ヴ
ア
ン
派
が
ル
ッ
タ

l
派、

ス
イ
ス
改
革
派
に
と
っ
て
か
わ
り
、
商
人
、
法
服
貴
族
を
主
要
な
出
自
と
す
る
法
学
者
、
そ
し
て

最
後
に
王
族
、
貴
族
と
初
期
よ
り
高
い
社
会
層
を
加
え
な
が
ら
勢
力
を
伸
ば
し
て
ゆ
く
。
改
革
派
の
伸
長
と
パ
ル
ル
マ
ン
の
抵
抗
を
前
に

し
て
ア
ン
リ
二
世
が
五
七
年
に
異
端
審
問
所
を
導
入
し
、
《
明
白
な
異
端
》
に
は
死
刑
の
み
が
唯
一
の
制
裁
で
あ
る
こ
と
を
告
知
し
、
教

会
裁
判
の
一
強
化
に
よ
る
異
端
弾
圧
に
の
り
だ
そ
う
と
し
た
と
き
、
改
革
派
は
五
八
年
に
セ

i
ヌ
川
を
挟
ん
で
ル

l
ヴ
ル
宮
と
向
い
合
っ
た

プ
レ
・
ォ
・
ク
レ
ー
ル
で
武
装
貴
族
の
護
衛
の
も
と
に
ナ
ヴ
7
1
ル
王
ア
ン
ト
ワ

l
ヌ
を
先
頭
に
デ
モ
と
集
会
を
も
ち
、
す
で
に
強
力
な

勢
・
刀
に
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
誇
示
し
た
。
そ
し
て
、

ア
ン
リ
二
世
が
五
九
年
四
月
に
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
家
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
覇
権
を
半
世

紀
以
上
も
争
っ
た
イ
タ
リ
ア
戦
争
を
カ
ト

l

・
カ
ン
ブ
レ
ジ
条
約
で
終
結
し
、
《
対
外
問
題
を
解
決
で
き
た
あ
か
つ
き
に
は
、
私
は
こ
の

汚
な
ら
し
い
ル
ッ
タ

l
派
の
げ
す
ど
も
の
血
と
頭
を
通
り
じ
ゅ
う
に
満
た
せ
て
や
る
》
と
誓
っ
て
い
た
と
お
り
に
、
本
格
的
に
国
内
の
《

け

呉
端
の
絶
滅
》
(
五
九
年
六
月
の
エ
ク

1
ワ
ン
王
令
)
に
向
っ
た
と
き
、
改
革
派
は
五
月
に
バ
リ
で
聞
か
れ
た
第
一
回
フ
ラ
ン
ス
改
革
派

ジャ γ ・ボダンの生涯ー

全
国
教
会
会
議
で
す
で
に
統
一
的
な
教
義
、
明
確
な
教
会
組
織
、
そ
れ
に
王
族
・
貴
族
の
正
統
性
と
軍
事
力
を
も
っ
た
強
力
な
勢
力
に
成

長
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
改
革
派
は
と
く
に
強
い
ロ
ワ

l
ル
川
流
域
の
諸
都
市
、
西
部
お
よ
び
西
南
部
、
そ
れ
に
リ
ヨ
ン
を
始
め

と
す
る
ロ

l
ヌ
川
下
流
の
諸
都
市
だ
け
で
は
な
く
、

ほ
と
ん
ど
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
わ
た
っ
て
収
合
を
設
立
し
(
五
九
年
に
は
七
二
以
上
、

六
一
年
に
は
二
千
以
上
)
、
、
フ
ル
ボ
ン
家
の
当
主
ア
ン
ト
ワ

i
ヌ
・
ド
・
ブ
ル
ボ
ン
、
そ
の
弟
の
ル
イ
・
ド
・
コ
ン
デ
、
そ
れ
に
オ
デ
・
ド

-
シ
ャ
-
ア
ィ
ヨ
ン
、

ガ
ス
パ

i
ル
・
ド
・
コ
リ

=
i
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ン
ド
ロ
三
兄
弟
の
よ
う
な
王
族
、
大
貴
族
も
加
え
て
い
た
。
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説

ボ
ダ
ン
は
こ
う
し
た
時
代
に
彼
の
形
成
期
を
過
ご
す
。

ミム
長岡

《
家
族
と
出
生
地
》

ボ
ダ
ン
の
生
涯
に
は
解
ら
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
彼
の
形
成
期
が
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
彼
の
幼
少
年
期
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
正

確
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
解
ら
な
か
っ
た
。
《
家
族
と
出
生
地
》
の
点
で
こ
う
し
た
状
態
は
バ
ス
キ
エ
師
(
一
九
三
三
年
〉
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
た
二
つ
の
記
録
に
よ
っ
て
改
善
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
五
四
六
年
五
月
二
三
日
に
、
《
誠
実
な
人
た
ち
で
あ
る
こ
の
ア
ン
ジ
ェ
の
町
の
仕
立
屋
の
親
方
ギ
ヨ

l
ム
・
ボ
ダ
ン
と
彼
の
妻
カ
ト

リ
I
ヌ
・
デ
ュ
テ
ル
ト
ル
》
が
公
証
人
の
前
で
彼
ら
の
娘
ア
ン
ヌ
と
羊
皮
紙
職
人
ジ
ャ
ン
・
ユ

l
ゲ
と
の
結
婚
誓
約
書
を
作
成
し
た
。
そ

そ
の
と
き
彼
ら
は
ア
ン
ジ
ェ
の
《
ヴ
ァ
ル
・
ド
・
メ

l
ヌ
通
り
、
ピ
ェ

l
ル
・
ジ
ュ
ー
ル
ダ
ン
の
家
の
そ
ば
に
あ
る
》
彼
ら
の
家

を
そ
の
娘
夫
婦
に
賃
貸
し
た
。
こ
の
こ

O
年
後
、
す
で
に
彼
ら
が
死
に
、
彼
ら
の
娘
ア
ン
ヌ
が
ア
ン
ジ
ュ
の
憲
兵
司
令
官
所
属
の
憲
兵
団

一
五
六
六
年
二
一
月
二
日
に

し
て
、

長
で
あ
る
ル
ネ
・
ド
ヮ

l
テ
と
再
婚
し
て
い
た
状
況
で
、
も
う
一
つ
の
彼
ら
の
家
族
の
記
録
が
現
わ
れ
る
。

彼
ら
の
子
供
と
共
同
相
続
人
が
公
証
人
の
前
で
ヴ
ァ
ル
ド
メ

l
ヌ
通
り
に
あ
る
家
の
譲
状
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
《
長
男
の
ジ

ジ
ャ
ン
ヌ
と
副
執
達
吏
で
あ
る
彼
女
の
失
ミ
シ
ェ
ル
・
ガ
レ
、
そ
れ
に
こ
の
場
に
は
い
な
か
っ
た
《
パ
リ
の
パ

ル
ル
マ
ン
の
弁
護
士
で
あ
る
弟
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
氏
ロ
o
E叩
ゲ

O
B
B
m
冨
ど
可
m
H
Eロ
回
。
念
ロ

Z
守
口
口

P
白

g
口
同
門
巾
ロ
-
問
。
。
日
号

宮門戸

m
g
g
Z
F
-江
田
》
が
四
六
年
に
ア
ン
ヌ
と
彼
女
の
最
初
の
夫
に
賃
貸
さ
れ
て
い
た
そ
の
家
を
ア
ン
ヌ
と
彼
女
の
二
度
目
の
夫
に
一
五

〈
呂
)

O
リ
l
ヴ
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ワ
で
譲
渡
し
、
そ
の
金
を
長
男
の
ジ
ャ
ン
と
ガ
レ
夫
婦
で
分
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
《
パ
リ
の
パ
ル
ル

ヤ
ン
・
ボ
ダ
ン
親
方
》
、

マ
ン
の
弁
護
士
で
あ
る
弟
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
氏
》
は
確
実
に
我
々
の
ボ
ダ
ン
で
あ
り
(
二
、
実
践
を
求
め
て
、
《
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
ン

の
弁
護
士
時
代
と
こ
の
時
代
の
著
作

『
方
法
論
』
、
『
マ
レ
ス
ト
ロ
ワ
氏
へ
の
反
論
』
》
参
照
〉
、
従
っ
て
こ
の
二
つ
の
記
録
は
確
実
に
我
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々
の
ボ
ダ
ン
の
家
族
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
記
録
を
も
と
に
総
合
す
れ
ば
、
ボ
ダ
ン
の
家
族
と
出
生
地
は
こ
う
で
あ
る
。
彼
の
父
は
ギ
ヨ

I
ム
・
ボ
ダ
ン
(
の
己
2
2
B
m

図
。
島
ロ
)
で
、
ア
ン
ジ
ェ
の
仕
立
屋
の
親
方
で
あ
る
。
彼
の
父
は
か
つ
て
推
測
さ
れ
た
よ
う
な
法
律
家
で
も
貴
族
で
も
な
く
、
職
人
の
親

方
で
あ
る
。
彼
の
母
は
カ
ト
リ

l
ヌ
・
デ
ュ
テ
ル
ト
ル
ハ

(
U
R
Z
ュ5
U
E
2可
巾
)
で
、
伝
統
的
な
ア
ン
ジ
ェ
人
で
あ
る
。
彼
の
母
に
つ

い
て
は
、
彼
の
母
は
一
四
九
二
年
の
ユ
ダ
ヤ
追
放
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
か
ら
逃
げ
て
き
た
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ

η
、
『
七
賢
人
の
対
話
』
に

み
ら
れ
る
彼
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
の
広
い
知
識
を
彼
に
授
け
た
の
は
そ
の
母
親
で
あ
る
と
い
う
魅
力
的
な
神
話
が
あ
る
。
十
七
世
紀
に

へ
の
関
心
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ィ
の
最
初
の
会
員
で
詩
人
の
ジ
ャ
ン
・
シ
ヤ
0

フ
ラ
ン
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
広
め
ら
れ
た
こ

ハ
4
V

の
神
話
は
グ

l
ラ
ウ
ア
ー
だ
け
で
は
な
く
カ
ロ
ッ
シ
ま
で
も
把
え
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
人
的
な
突
飛
な
神
話
に
す
ぎ
な

『
七
賢
人
の
対
話
』

ぃ
。
し
か
も
、
彼
の
母
方
の
近
親
者
、

お
そ
ら
く
彼
の
母
の
兄
弟
で
あ
る
ル
ネ
・
デ
ュ
テ
ル
ト
ル
は
一
五
四
四
年
に
ア
ン
ジ
ェ
の
カ
ル
メ

ル
会
の
ノ

l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
の
修
道
士
で
あ
り
、

そ
の
後
そ
の
修
道
院
の
会
計
や
伝
統
的
特
権
の
擁
護
に
あ
た
る
財
務
官
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
職
人
の
親
方
の
家
に
、

そ
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
彼
の
兄
弟
は
敬
人
の
親
方
、

お
そ
ら
く
父
の
跡
を
継

い
で
仕
立
屋
の
親
方
に
な
っ
た
長
男
の
ジ
ャ
ン
、
羊
皮
紙
職
人
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ユ

l
ゲ
と
ア
ン
ジ
ェ
の
憲
兵
司
令
官
所
属
の
憲
兵
団

け

長
で
あ
っ
た
ル
ネ
・
ド
ゥ

l
テ
に
二
度
嫁
い
だ
ア
ン
ヌ
、
そ
れ
に
副
執
達
吏
で
あ
っ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ガ
レ
に
嫁
い
だ
ジ
ャ
ン
ヌ
の
四
人
で

ジャン，ボタンの生涯

あ
る
。
ジ
ャ
ン
ヌ
の
息
子
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ガ
レ
(
一
五
七
六
!
一
六
五
回
)
は
ト
ヮ

l
サ
ン
修
道
院
の
院
長
に
な
り
、

ア
ン
ジ
ェ
の
聖

人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
の
家
は
、

一
八
世
紀
に
ア
ン
ジ
ェ
の
法
学
者
ポ
ッ
ケ
・
ド
・
リ
ヴ
ォ
ニ
エ

の
立
派
な
家
M
v
と
さ
れ
て
い
る
通
り
に
、

ー
ル
や
J
・
I
P
・
ニ
セ
ロ
ン
に
よ
っ
て
《
中
流
だ
が
相
当
な
家
》
《
こ
の
町
〔
ア
ン
ジ
ニ

し
か
も
教
会
、
裁
判
、
軍
関
係
の
職

(
H
地
位
、
財
産
)
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
に
上
昇
し
よ
う
と
し
て

い
た
中
流
階
級
の
家
で
あ
る
。

中
流
階
級
で
、
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説

彼
は
大
学
都
市
、
商
業
都
市
と
し
て
栄
え
て
い
た
ア
ン
ジ
ュ
地
方
総
督
区
の
首
都
ア
ン
ジ
ェ
で
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
ア

ン
ジ
ェ
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
。
彼
の
時
代
以
来
彼
に
言
及
し
て
い
る
著
作
家
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
よ
っ
て
そ
う

証
言
さ
れ
て
き
た
し
、
彼
自
身
誇
り
を
も
っ
て
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
を
ア
ン
ジ
ェ
だ
と
し
て
い
る
。
彼
は
五
五
年
に
出
版
す
る
オ
ピ
ア
ン

さf為
日l泊

の
詩
の
翻
訳
を
始
め
と
し
て
彼
の
大
部
分
の
著
作
(
五
九
年
の
講
演
、
『
方
法
論
』
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
『
国
家
論
』
、
『
普
遍
法
の
分
割
』
、
『
魔

女
論
』
、
ラ
テ
ン
語
版
の
『
国
家
論
』
、
『
自
然
の
劇
場
』
〉
の
表
題
で
自
分
の
こ
と
を
《
ア
ン
ジ
ェ
人
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
》
と
呼
ん
で
お
り
、

ア
ン
ジ
ュ
を
《
私
の
国
》
と
呼
ん
で
い
る
。
そ

著
作
の
な
か
で
ア
ン
ジ
ェ
を
《
故
郷
》
と
呼
び
、

ア
ン
ジ
ェ
人
を
《
同
郷
人
》
と
呼
び
、

れ
に
、
彼
の
家
族
企
記
録
は
彼
の
家
が
ア
ン
ジ
ェ
に
し
っ
か
り
と
根
付
い
て
、
そ
こ
で
社
会
的
に
上
弁
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
彼
が
生
ま
れ
る
二
九
、
一
二

O
年
以
後
に
ア
ン
ジ
ェ
に
移
っ
て
き
た
よ
う
な
家
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
ン
ジ
ェ
の
ど

〈

9
v

こ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
プ
ラ
ン
シ
ュ
ノ

i

(
一
八
五
八
年
)
以
来
彼
は
ア
ン
ジ
ェ
の
町
か
ら
パ
リ
街
道
沿
い
に
一
キ
ロ

程
離
れ
た
所
に
あ
っ
た
ア
ン
ジ
ェ
郊
外
の
小
さ
な
村
、
バ
ン
シ
ェ
村
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
推
測
に
は
何
の
根
拠

も
一
不
さ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
彼
は
ヴ
ァ
ル
ド
メ
l
ヌ
通
り
に
あ
っ
た
家
に
生
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
彼
の
両
親
は
一
五
四
六

年
に
そ
の
お
も
に
羊
皮
紙
職
人
が
住
ん
で
い
た
通
り
に
あ
っ
た
家
を
娘
夫
婦
に
賃
貸
し
て
ア
ン
ジ
ェ
の
別
の
所
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
高
級

な
所
に
移
る
ま
で
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ダ
ン
は
ア
ン
ジ
ェ
の
中
流
階
級
の
出
で
あ
る
。
当
時
地
方
の
中
流
階
級
出
の
者
に
聞
か
れ
て
い
た
社
会
的
上
昇
の
道

は
教
会
と
法
律
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
こ
つ
の
道
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
経
歴
は
ま
ず
教
会
か
ら
始
ま
る
。

《
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
時
代
》

ボ
ダ
ン
は
子
供
の
と
き
に
ア
ン
ジ
ェ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
ノ

l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
に
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
教
育
を
う
け
た
。
彼
の
母
方

の
近
親
者
、
お
そ
ら
く
彼
の
母
の
兄
弟
で
あ
る
ル
ネ
・
デ
ュ
テ
ル
ト
ル
が
当
時
そ
の
修
道
院
の
修
道
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。

北法25(4・116)416



い
つ
か
ら
か
正
確
に
は
解
ら
な
い
が
、
彼
は
そ
こ
で
有
能
な
子
供
の
保
護
者
、
教
育
者
で
あ
る
ア
ン
ジ
ェ
の
司
教
ガ
プ
リ
エ
ル

・
ブ

l
ヴ
ェ
リ
(
の
与
門
戸
己
∞

2
2
4・
司
教
在
任
期
間
一
一
五
四

O
l七
一
一
)
か
ら
保
護
さ
れ
、
教
育
を
う
け
た
。
こ
の
司
教
は
ア
ン

そ
し
て
、

プ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
大
法
官
ギ
ヨ

l
ム
・
ポ
ワ
イ
ェ

の
娘
で
あ
る
彼
の
二
度
目
の
母
ギ
ユ
ミ
ン
・
ポ
ワ
イ
ェ
の
家
を
通
じ
て
中
央
の
保
護
を
え
て
い
た
。
こ
の
司
教
は
広
い
教
義
を
も
ち
、
ご
一

カ
国
語
(
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
、
へ
プ
ラ
イ
語
)
を
使
い
こ
な
す
典
型
的
な
ユ
マ
ニ
ス
ト
司
教
で
あ
り
、
彼
の
二
度
目
の
母
の
家
が

そ
の
保
護
者
で
あ
っ
た
偉
大
な
ユ
マ
ニ
ス
ト
ギ
ョ

l
ム
・
ポ
ス
テ
ル
に
ひ
か
れ
て
い
た
。
ボ
ダ
ン
は
こ
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
司
教
の
保
護
の
も

と
に
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
道
を
歩
み
始
め
、
そ
の
最
初
の
成
果
で
あ
る
一
五
五
五
年
の
オ
ピ
ア
ン
の
詩
の
翻
訳
を
、
そ
の
保
護
に
感
謝
し
て
、

そ
の
司
教
に
捧
げ
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ェ
の
市
長
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ブ

l
ヴ
ェ
リ
を
父
に
も
つ
名
望
家
の
出
で
あ
り
、

ボ
ダ
ン
は
一
五
四
六
年
頃
に
、
お
そ
ら
く
そ
の
司
教
の
推
薦
で
、
バ
リ
に
で
て
、
バ
リ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
ノ

l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
に

入
っ
た
。
こ
の
修
道
院
で
彼
と
一
緒
に
生
活
し
た
と
い
う
そ
の
修
道
院
の
四
人
の
修
道
士
(
パ
リ
大
学
神
学
部
の
神
学
博
士
で
あ
る
シ
ャ

N
-
s
 

そ
れ
に
司
祭
の
プ

l
ジ
ャ
ン
〉
の
一
五
七
七
/
七
八
年
一
月
一
四
日
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の

ロ
ゾ
、

ト
ロ
ン
ケ
、

ラ

l
Jプ
ル
、

t寸

ボ
ダ
ン
は
こ
う
で
あ
る
。

《
彼
ら
は
:
:
:
一
緒
に
次
の
よ
う
に
証
言
し
、
彼
ら
の
良
心
に
誓
っ
て
真
実
だ
と
確
認
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
ま
ち
が
い
な
く
確
実
に

こ
の
三
二
年
前
〔
一
五
四
六
年
〕
か
ら
彼
ら
と
同
じ
カ
ル
メ
ル
会
の
誓
願
を
し
て
彼
ら
と
一
緒
に
パ
リ
の
そ
の
修
道
院
に
住
ん
だ
ジ
ャ

ン
・
ボ
ダ
ン
兄

Q
Z
3
F
Y印
ロ
切
。
仕
る
と
い
う
名
前
の
ア
ン
ジ
ェ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
ノ

I
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
の
誓
願
修
道
士
を

知
り
ま
し
た
。
シ
ャ
ロ
ン
、
ト
ロ
ン
ケ
、
ラ

l
デ
ル
は
そ
の
修
道
院
で
彼
と
一
緒
に
二
年
間
程
、
同
様
に
そ
の
修
道
院
の
修
道
士
で
あ

る
ギ
ヨ

l
ム
・
プ
レ
ヴ
ォ
兄
の
も
と
で
、
哲
学
の
講
義
を
聞
き
ま
し
た
。
〔
そ
の
後
〕
そ
の
ボ
ダ
ン
は
ア
ン
ジ
ェ
の
彼
の
修
道
院
に
帰
り
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ま
し
た
。
シ
ャ
ロ
ン
と
ト
ロ
ン
ケ
は
神
に
誓
っ
て
そ
の
ボ
ダ
シ
が
カ
ル
メ
ル
会
を
や
め
、
修
道
士
を
や
め
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し

〈

H
V
た
。
》



ン
ソ
ワ
一
世
の
治
世
が
終
り
、

彼
は
四
八
年
頃
ま
で
パ
リ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
ノ

l
ト
ル
・
ダ
ム
修
道
院
に
と
ど
ま
っ
た
。
彼
は
そ
こ
で
四
七
年
に
《
学
芸
の
父
》
フ
ラ

ア
ン
リ
二
世
が
即
位
し
た
の
を
目
撃
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
こ
で
哲
学
の
講
義
を
聞
い
た
。

北法25(4・118)418

説
ヨA
長岡

当
時
カ
ル
メ
ル
会
の
規
律
は
弛
緩
し
、
多
く
の
《
い
わ
ゆ
る
改
革
派
》
を
生
み
出
し
て
い
る
l
l
i
こ
れ
は
イ
エ
ズ
ス
会
を
除
い
て
当
時
の

ど
の
修
道
会
に
も
一
般
的
に
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
修
道
僧
は
《
い
わ
ゆ
る
改
革
派
》
の
中
核
を
な
す
社
会
層
の
一
つ
で
あ
っ
た
1

1

が
、
彼
が
講
義
で
学
ん
だ
の
は
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
を
最
高
権
威
と
す
る
正
統
派
の
神
学
や
哲
学
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
後
に
そ
れ
ら

に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

彼
が
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
を
や
め
た
理
由
と
し
て
は
、

ま
ず
、
彼
が
修
道
土
の
誓
願
を
正
式
に
な
す
年
令
に
達
し
て
い
な
い
と
き
に

し
た
の
で
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
づ
け
は
、
ボ
ダ
ン
が
子
供
の
と
き
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士

で
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
唯
一
の
同
時
代
人
ド
・
ト
ヮ
ー
が
そ
う
証
言
し
て
い
る
の
で
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
彼
が
修
道
士
で
い
た
け
れ
ば
改
め
て
誓
願
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
し
、

九
才
の
若
者
に
他
に
あ
て
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

か
ら
、
こ
れ
で
は
彼
が
修
道
士
を
や
め
る
積
極
的
な
理
由
づ
け
に
は
な
ら
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
彼
は
彼
の
宗
教

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
の
一
八
、

信
仰
が
正
統
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
強
制
的
に
修
道
士
を
や
め
さ
せ
ら
れ
た
、

れ
に
見
合
っ
た
資
料
が
パ
リ
の
パ
ル
ル
マ
ン
の
火
刑
裁
判
所
の
記
録
に
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、

四
七
年
一
二
月
か
ら
ト
ゥ

l
ル
の
カ
ル
メ
ル

会
の
修
道
院
長
ル
ネ
・
ガ
ル
ニ
エ
と
パ
り
の
カ
ル
メ
ル
会
の
そ
の
一
人
が
《
ル
ネ
・
ボ
ダ
ン
岡
山

gh
回

aE》
と
い
う
名
前
の
二
人
の
修

道
士
が
呉
端
審
聞
に
付
さ
れ
、
そ
の
ボ
ダ
ン
は
バ
リ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
院
か
ら
追
放
と
い
う
判
決
を
う
け
て
い
る
。
こ
の
《
ル
ネ
・

ボ
ダ
ン
》
は
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
と
こ
ろ
を
す
ぐ
前
に
で
た
ル
ネ
・
ガ
ル
ニ
エ
と
い
う
名
前
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
書
き
違
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
確
か
に
先
の
証
言
に
ぴ
っ
た
り
合
う
が
、

し
か
し
記
録
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、

四
八
年
八
月
七
日
に
、
そ
の
一
人
が
《
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
白
色
鬼
門
巾
】
岳
山
口
∞

2
含
ロ
》
と
い
う
名
前
の
三
人
の
カ
ル
メ
ル
会



の
修
道
士
、
二
人
の
プ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
修
道
士
、
そ
れ
に
一
人
の
凶
人
が
異
端
審
問
に
付
さ
れ
る
た
め
に
投
獄
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の

一
人
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
ブ
ロ
ラ
ン
・
ブ
ノ
は
翌
年
の
七
月
九
日
に
生
き
な
が
ら
の
火
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
カ
ル
メ
ル
会
の
修

道
士
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
が
ど
う
い
う
判
決
を
う
け
た
の
か
は
解
ら
な
い
恥
そ
の
ボ
ダ
ン
は
我
々
の
ボ
ダ
ン
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に

は
、
す
で
に
、
ボ
ダ
ン
に
お
け
る
ユ
マ
ニ
ス
ム
と
宗
教
信
仰
の
非
正
統
化
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ダ
ン
に
と
っ

て
、
す
で
に
、
象
徴
的
な
意
味
で
の
王
立
教
授
団
が
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
批
難
ど
お
り
、
《
異
端
、
顕
き
の
源
》
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
手
に
な
り
う
る
も
の
は
何
も
な
い
。

と
に
か
く
、
ボ
ダ
ン
は
四
八
年
頃
に
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
を
や
め
た
。

け

《
ア
ン
ジ
ェ
大
学
で
あ
る
い
は
王
立
教
授
団
へ
》

一
五
四
八
年
頃
に
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
土
を
や
め
て
か
ら
、
五

0
年
代
に
ト
ヮ
ル

i
ズ
大
学
に
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
の
問
、
ボ
ダ
ン
の
伝

記
は
あ
い
ま
い
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
ボ
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
ア
ン
ジ
ェ
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
推
測
の
根
拠
は
彼
が
ト
ヮ
ル

l
ズ
時
代
に
ア
ン
ジ
ェ
大
学
か
ら
、
ア
ン
ジ
ェ
大
学
が
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
か
ら
法
学
者
を
採
用
す
る
た

め
の
人
選
を
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
彼
が
ト
ゥ
ル
!
ズ
時
代
に
ア
ン
ジ
ェ
大
学
法
学
部
と
親
密
な
関
係
を
も
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
は
お
そ
ら
く
彼
が
ア
ン
ジ
ェ
大
学
法
学
部
で
学
ん
だ
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼

が
ト
ゥ
ル

l
ズ
時
代
以
前
に
、
従
っ
て
こ
の
時
期
に
ア
ン
ジ
ェ
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

彼
が
一
五
四
九
年
に
ナ
ン
ト
に
い
っ
て
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
魔
女
裁
判
を
研
究
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
推
測
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼

は
大
学
で
の
学
生
時
代
に
《
す
べ
て
の
学
問
に
つ
い
て
の
豊
か
な
知
識
》
を
も
っ
程
博
学
で
あ
り
、
彼
の
知
識
の
量
は
彼
の
学
友
だ
け
で

は
な
く
教
師
を
も
不
快
に
し
た
と
い
う
一
七
世
紀
の
ア
ン
ジ
ェ
人
で
ア
ン
ジ
ュ
史
研
究
家
ク
ロ
ー
ド
・
メ
ナ

l
ル
の
証
言
が
あ
る
が
、

-
|
確
か
に
こ
の
き
ま
じ
め
で
博
学
で
あ
る
こ
と
、
む
し
ろ
熱
に
う
か
さ
れ
た
よ
う
に
一
切
を
知
り
、
一
切
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
知
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説

識
欲
、
体
系
欲
、
修
道
院
か
ら
脱
け
出
し
た
世
俗
の
修
道
士
と
し
て
の
禁
欲
的
な
生
活
態
度
が
彼
の
生
涯
の
特
徴
で
あ
る
が
|
|
、
そ
れ

論

さ
ら
に
、
彼
は
四
八
年
頃
か
ら
五
一
年
頃
ま
で
パ
リ
に
い
て
、

王
立
教
授
団
や
ブ
レ
ル
学
院
の
講
義
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考

北法25(4・120)420

は
こ
の
時
期
の
ア
ン
ジ
ェ
大
学
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
一
般
的
に
、
彼
が
、

五
五
年
の
オ
ピ
ア
ン
の
詩
の
翻
訳
や
五
九
年
の
講
演
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
動
向
や
王
立
教
授
団
に
詳
し
く
、

王
立
教
授
団
を
高
く
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
が
ト
ヮ
ル

l
ズ
時
代
以
前

に
、
従
っ
て
こ
の
時
期
に
パ
リ
に
い
て
王
立
教
援
団
の
講
義
に
通
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
事
実
彼
は
四
八
年
頃
に

王
立
教
授
団
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
教
授
ア
ド
リ
ア
ン
・
テ
ュ
ル
ネ

l
ブ
の
講
義
に
で
て
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
四
九
年
に
オ
ピ
ア
ン
の
詩
の

ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
た
で
あ
ろ
う
。
(
こ
の
恨
拠
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
の
《
ト
ゥ
ル

l
ズ
時
代
vw
参
照
)
五

O
年、

五
一
年
に
は
彼
は
パ
リ
大
学
教
授
で
後
に
パ
リ
の
プ
レ
ル
学
院
(
四
五
年
)
、
王
立
教
授
問
(
五
一
年
)
の
教
授
に
な
っ
た
ラ
ム
ス
と
ラ
ム

ス
の
友
人
で
し
ば
し
ば
共
同
執
筆
者
で
あ
る
プ
レ
ル
学
院
の
教
授
タ
ロ
ン
の
王
立
教
授
凶
や
プ
レ
ル
学
院
で
の
講
義
に
で
て
い
た
で
あ
ろ

ぅ
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、

ボ
ー
ド
リ
ア
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
パ
ィ
ウ
ォ
ー
タ
ー
-
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
っ
て
い
る
彼
の
蔵
書
か
ら
し
て
、

パ
リ
で
毎
年
の
よ
う
に
出
版
さ
れ
て
い
た
ラ
ム
ス
と
タ
ロ
ン
の
著
作
を
五

O
年
、
五
一
年
に
ま
と
め
て
買
い
、

の
で
あ
ろ
う
、
多
く
の
書
き
込
み
を
し
な
が
ら
読
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
ラ
ム
ス
と
タ
ロ
ン
は
ユ
マ
ユ
ス
ト
の
教
育
改
革
の
一
貫

テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
っ
た

と
し
て
学
問
を
平
易
で
実
用
的
で
体
系
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

ガ

i
レ
ン
、
そ
れ
に
ス
コ
ラ
の
論
理
学
を
批
判

し
、
単
純
で
す
べ
て
の
学
聞
に
適
用
で
き
る
一
つ
の
論
理
学
ハ
《
方
法
同
H
E
r
o
L
5》
〉
を
作
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
が
パ
リ
で
、
お
も
に

《
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
敵
》
と
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
、
流
行
し
て
い
た
。
ボ
ダ
ン
は
彼
の
《
方
法
》
の
形
成
に
こ
の
ラ
ム
ス
派
の

論
理
学
の
影
響
を
非
常
に
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

一
五
四
八
年
頃
に
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
を
や
め
て
か
ら
五

0
年
代
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
学
に
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
の
時
期



の
ボ
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、

ア
ン
ジ
ェ
大
学
で
法
学
を
学
ん
で
い
た
と
い
う
推
測
と
王
立
教
授
団
や
プ
レ
ル
学
院
で
の
講
義
に
で
て
い
た
と

い
う
推
測
の
二
つ
が
成
り
立
ち
う
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
推
測
は
両
立
し
う
る
の
か
ど
う
か
、
ど
ち
ら
の
推
測
の
方
が
よ
り
可
能
性
が
高
い

の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
推
測
を
積
み
重
ね
て
議
論
す
る
こ
と
は
や
め
よ
う
。

こ
の
時
期
の
ボ
ダ
ン
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
に
い
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
こ
の
問
題
を
検
討
し

ょ
う
。

《
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
》

付

一
五
五
二
年
八
月
か
ら
ブ

l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
が
ジ
ュ
子
l

ヴ
の
記
録
に
現
わ
れ
一
氏
。
こ
の
ボ
ダ

ン
(
《
宮
丘
三
門
町
】
巾
}
高
ロ
回
O
C
仏
可
ロ
仏
巾

ωとロ口同
l
〉
ヨ
白
ロ
仏
巾
ロ
回
。
円
ゲ
C
ロ
巾
凶
》
)
は
五
二
年
八
月
二
五
日
に
、
オ
ル
レ
ア
ン
と
ブ
ロ
ワ
か
ら

ジ
デ
不
l
グ
に
逃
げ
る
た
め
の
地
下
組
織
を
つ
く
っ
た
の
で
有
名
な
、
そ
し
て
四
九
年
に
生
き
な
が
ら
の
火
刑
に
処
さ
れ
た
回
心
僧
レ
オ

ナ

l
ル
・
ガ
リ
マ

l
ル
の
未
亡
人
テ
ュ
フ
ェ

l
ヌ
・
ル
ノ
と
婚
約
し
た
。
彼
(
《

T
E
D
切
。
金
口

E
正

母

r
i
z巾
母

ω巳
ロ
2
〉

S
E
E

門出

2
2
2
号
回
。
戸
円

m
g》
)
は
九
月
一
一
日
に
彼
女
と
結
婚
し
た
。
そ
し
て
、
彼
(
《

F
Eロ
∞
。
金
口
母

ω包
ロ
♀
〉
ヨ
出
足
仏
5
8
8

号
∞

g
a
g》
)
は
一
一
月
二
九
日
に
、
オ
ル
レ
ア
ン
と
ヴ
ア
ン
ド

1
ム
か
ら
逃
げ
て
き
た
二
人
の
友
人
の
証
言
と
自
ら
の
新
教
の
誓
願

に
よ
っ
て
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
の
居
住
権
を
得
た
。
こ
の
ボ
ダ
ン
は
翌
年
の
六
月
二
日
ま
で
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
の
記
録
に
で
て
く
る
。
《
神
学
博
士
の

ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
氏
、
一
五
五
三
年

ζ
包
R
m
H
E
ロ
切
。
門
出

P
H
)円
・
ベ
r
h
o
r
m
戸

5
E》
と
い
う
説
明
、
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
自
筆
の
署

名
を
残
し
た
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
ボ
ダ
ン
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
新
教
の
牧
師
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
ボ
ダ
ン
〈
切
。
全
ロ
5
〉
が
、
ト
ノ
ン

の
牧
師
コ
ワ
ニ
ヤ
ツ
ク
が
カ
ル
ヴ
ア
ン
に
宛
て
た
一
五
五
三
年
七
月
二
五
日
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
そ
の
と
き
た
ぶ
ん
カ
ル
ヴ
ァ
ン
か
ら
委

託
さ
れ
て
ト
ノ
ン
の
コ
ワ
ニ
ヤ
ヅ
ク
の
と
こ
ろ
に
で
か
け
て
い
る
ο
そ
れ
に
、
)
五
五
三
年
八
月
三
日
に
ロ
レ

l
ヌ
の
ル
ミ

i
ル
モ
ン
出

身
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
・
ド
・
モ
ン
ベ
レ
テ
ィ
エ

(
γ
Zロ
切
さ
己
百
円
}
内
宮
O
王
宮
口
2
5
C
が
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
で
異
端
審
問
に
付
さ
れ
て

北法25(4・121)421

ジャン・ポダンの生涯
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こ
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
は
我
々
の
ボ
ダ
ン
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
一
九
世
紀
以
来
今
日
ま
で
論
争
が
な
さ
れ
、

北法25(4・122)422

い
る
。
こ
の
後
の
二
人
の
ボ
ダ
ン
は
我
々
の
ボ
ダ
ン
と
は
明
ら
か
に
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
除
外
し
て
、
こ
こ
で
は
ブ

l
ル
ジ
ュ

司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
だ
け
を
考
え
よ
う
。

そ
れ
は
ボ
ダ
ン
が
《
カ
ト
リ
ッ
ク
》
で
あ
る
か
《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
》
で
あ
る
か
は
こ
の
間
題
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に

激
し
く
争
わ
れ
た
。
こ
の
論
争
は
ル
ヴ
ロ
ン
対
ド
ロ
ズ
、
ネ
フ
の
論
争
で
最
も
生
産
的
に
新
し
い
資
料
の
発
見
を
も
た
ら
し
た
が
、
し
か

む
し
ろ
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
そ
も
そ
も
《
カ
ト
リ
ッ
ク
》
か

し
そ
れ
が
め
ざ
し
た
ボ
ダ
ン
の
宗
教
思
想
の
解
明
に
は
何
ら
寄
与
せ
ず
、

《
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
》
か
と
い
う
単
純
で
固
定
的
な
枠
組
で
は
一
六
世
紀
の
多
様
で
流
動
的
な
宗
教
思
想
を
把
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
ま
し
て
や
ま
だ
改
革
派
が
統
一
的
な
教
義
も
明
確
な
教
会
組
織
も
形
成
し
て
い
な
い
五

0
年
代
ま
で
の
そ
れ
を
把
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ジ
ナ
不
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
が
我
々
の
ボ
ダ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
こ
う
し
た
前
提
な
し
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
現
在
の
資
料
で
そ
の
決
め
手
に
な
り
う
る
の
は
こ
の
ボ
ダ
ン
が
《
ブ
l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
》
と

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
こ
の
ボ
ダ
ン
が
ブ

l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
生
ま
れ
で
あ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
領
主
で
あ
る
、

そ
れ
と
も
そ
の
両
方
で
、

そ
こ
の
生
ま
れ
で
か
っ
そ
の
領
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
我
々
の
ボ
ダ
ン
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
に
つ
い

て
の
知
識
や
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
と
い
う
名
前
や
名
前
の
綴
り
は
決
め
手
に
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
ボ
ダ
ン
の
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
に
つ
い
て
の
知
識
は
こ
の
間
題
と
は
次
元
を
具
に
し
て
い
る

l
l確
か
に
我
々
の
ボ
ダ
ン
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
に
つ
い
て
の
知
識
は
す
ぐ

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
そ
の
本
来
の
場
所
で
扱
う

l
l
し、

ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
と
い
う
名
前
は
当
時
一
般
的
な
名
前
で
あ
っ

た
し
、
名
前
の
綴
り
は
当
時
ま
っ
た
く
ル
l
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
ボ
ダ
ン
が
神
学
博
士
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
決
め
手
に
は
な
り
え
な

い
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
で
は
、
こ
の
ジ
ュ
ネ
I
ヴ
の
ボ
ダ
ン
は
プ
i
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
生
ま
れ
な
の
で
あ
ろ

う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
領
主
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
両
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
結
婚
の
記
録
は
、
先
に
示
し
た
よ
う



に
、
《
、
フ
l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
町
で
生
ま
れ
た
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
》
と
な
っ
て
い
る
し
、
彼
は
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
三
つ
の

記
録
で
三
回
と
も
《
あ
な
た
は
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
か
》
と
聞
か
れ
た
の
に
対
し
て
《
サ
ン
・
タ
マ
ン
で
生
ま
れ
た
》
と
答
え
て
い
る

し
、
そ
れ
に
《
プ
l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
》
と
地
名
に
説
明
を
つ
け
た
呼
び
方
は
領
主
で
は
な
く
出
生
地
を
示
す
呼
び
方
で

あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
そ
の
領
主
で
は
な
く
、
そ
こ
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
領
主
で
あ
る
か
ど
う
か
は

別
に
し
て
、
彼
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
の
ボ
ダ
ン
は
ア
ン
ジ
ェ
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
確
実
な
の
で
、
こ
の
ボ
ダ
ン
は
我
々
の
ボ
ダ
ン
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
こ
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
を
我
々
の
ボ
ダ

ン
だ
と
す
る
に
は
、
ネ
フ
が
や
っ
た
よ
う
に
、
我
々
の
ボ
ダ
ン
が
ア
ン
シ
ェ
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
ボ
ダ
ン
の
両
親
は
ア
ン
ジ

ェ
に
定
住
す
る
以
前
に
プ

l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
に
い
た
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
と
き
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
だ
と
す
る
以
外

に
道
は
な
い
。
こ
の
仮
説
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

し
か
し
こ
の
仮
説
は
ボ
ダ
ン
の
家
に
あ
わ
な
い
。
彼
の
家
は
ア
ン

そ
こ
で
社
会
的
に
上
昇
し
よ
う
と
し
て
い
た
職
人
の
親
方
の
家
で
あ
っ
て
、
彼
が
生
ま
れ
る
二
九
、
三

O

年
以
後
に
ア
ン
ジ
ェ
に
移
っ
て
き
た
よ
う
な
家
で
は
な
く
、
ギ
ル
ド
の
寡
頭
化
に
よ
っ
て
社
会
的
上
昇
の
道
を
た
た
れ
、
《
価
格
革
命
》

の
物
価
騰
貴
の
影
響
を
ま
と
も
に
う
け
て
社
会
的
に
下
降
し
て
い
た
職
人
や
渡
り
職
人
|
|
こ
れ
は
プ
ラ

γ
ス
改
革
派
の
基
盤
と
な
っ
た

ジ
ェ
に
し
っ
か
り
と
根
付
き
、

け

社
会
層
の
一
つ
で
あ
る
|
|
の
家
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
、
こ
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
が
プ

I
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
生
ま

ジャン・ポ夕、ンの生涯

れ
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
領
主
だ
と
す
る
と
、
そ
の
領
主
と
い
う
点
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
我
々
の
ボ
ダ
ン
は
一
五
七
七
年
以

降
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
領
主
の
称
号
で
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
五
七
七
年
以
降
に
限
つ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

お
そ
ら
く
一
五
七
六
年
の
結
婚
で
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
領
地
、
そ
れ
も
ブ

l
ル
ジ
ュ
司
教
区
の
サ
ン
・
タ
マ
ン
だ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

の
付
近
の
小
さ
な
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
領
地
を
え
て
、
そ
の
領
主
の
称
号
で
も
っ
て
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ジ

ユ
ネ
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
は
領
主
と
い
う
点
で
も
我
々
の
ボ
ダ
ン
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

-フン
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説

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
決
定
的
な
証
拠
は
な
い
が
、

ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
ボ
ダ
ン
は
我
々
の
ボ
ダ
ン
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

北法25(4・124)424

ジ
ュ
ネ

1
ヴ
の
ボ
ダ
ン
が
我
々
の
ボ
ダ
ン
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
と
い
っ
て
、

ボ
ダ
ン
が
ジ
ュ
ネ

l
ず
に
い
っ
た
こ
と
が
な
い
と
考

5命

え
る
必
要
は
な
い
。
確
か
に
彼
の
ス
イ
ス
や
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
歴
史
や
制
度
に
つ
い
て
の
知
識
は
す
ぐ
れ
て
お
り
、
彼
は
ス
イ
ス
や
ジ
ュ
ネ

l
ヴ
の
制
度
を
称
賛
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
も
に
外
交
官
と
の
交
際
に
よ
っ
て
外
交
文
書
を
資
料
に
用
い
た
『
国
家
論
』
に
お

い
て

l
i確
か
に
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
か
ら
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
誤
ま
り
v

も
あ
る
が
(
二
、
実
践
を
求
め
て
、
《
『
国
家
論
』
。
批
判
と
反
論
》
参

照
)
ー
ー
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
手
段
の
な
か
っ
た
五
九
年
の
講
演
や
六
六
年
の
「
方
法
論
』
に
も
み
ら
れ
る
。
五
九
年
の
講
演
で

は
、
彼
は
国
家
の
金
で
有
能
な
若
者
を
大
学
で
学
ば
せ
る
、
し
か
も
自
国
民
た
る
と
外
国
人
や
旅
行
者
た
る
と
区
別
せ
ず
に
そ
う
す
る
ス

イ
ス
人
の
寛
大
さ
を
称
賛
し
て
い
る
。
『
方
法
論
』
で
は
、
彼
は
文
献
と
し
て
は
一
般
的
な
ス
イ
ス
史
の
文
献
を
使
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

旬。己
5
2
5
2
5
z
E》
の
制
度
を
称
賛
し
、
そ
の
制
度
の
結
果
《
こ
の
都
市
で
は
一
人
の
売

の
に
、

ジ
ュ
ネ

l
ヴ
の
《
僧
侶
監
察
官

一
人
の
暴
飲
も
、

賛
し
て
、
述
べ
て
い
る
G

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
は
ス
イ
ス
や
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ス
イ
ス
や
ジ

ュ
不
l
ヴ
の
市
民
を
友
人
に
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
学
生
は
教
育
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
も
ち

ろ
ん
だ
が
そ
れ
と
並
ん
で
、
ス
イ
ス
旅
行
を
さ
か
ん
に
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
彼
も
そ
う
し
た
ス
イ
ス
旅
行
を
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

春
婦
も
、

一
人
の
無
為
徒
食
の
輩
も
み
ら
れ
な
い
》
と
、

ジ
ュ
ネ

l
ヴ
の
町
を
称

一
人
の
踊
り
も
、

一
人
の
乞
食
も
、

《
ト
ヮ
ル

l
ズ
時
代
》

ポ
ダ
ン
は
一
五
五

0
年
代
に
ト
ヶ
ル
ー
ズ
に
移
り
、
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
で
法
学
を
勉
強
し
、
そ
の
後
そ
こ
で
教
え
た
。
彼
は
ト
ゥ
ル
ー

ズ
の
法
学
校
の
名
声
に
ひ
か
れ
て
そ
こ
に
移
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
が
い
つ
ト
ヮ
ル
ー
ズ
に
移
っ
た
の
か
正
確
に
は
解
ら
な
い
。
彼
が

ト
ゥ
ル

l
ズ
や
そ
の
付
近
に
い
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
の
は
五
六
年
以
後
で
あ
る
。
五
六
年
に
は
、
彼
は
モ
ン
ベ
リ
エ
で
開
か
れ
た
ラ
ン



グ
ド
ッ
ク
の
地
方
三
部
会
に
で
か
け
て
い
る
。
五
七
年
に
は
、
彼
は
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
ペ
ス
ト
の
大
流
行
を
観
察
し
、
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
探

刑
像
や
聖
像
を
川
の
な
か
で
ひ
い
て
ま
わ
る
雨
乞
い
を
み
、
雷
を
落
と
す
悪
霊
に
よ
っ
て
接
さ
れ
た
家
を
み
に
い
っ
て
い
る
。
五
八
年
に

は
、
彼
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
そ
こ
の
名
門
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
家
の
ピ
ブ
ラ
ッ
ク
の
領
主
ギ

i
・
デ
ェ
・
フ
ォ
ー
ル
と
知
り
合
っ
て
い
る
。
彼

は
ギ

l

・
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
に
捧
げ
た
一
五
七
六
年
の
「
国
家
論
』
の
献
辞
で
ギ

l
・
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
と
の
交
際
は
《
一
八
年
来
》
の

.フ
V
ポ
ジ
ユ
ジ
ユ
・
マ
ー
ジ
ユ

も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
五
八
年
に
始
ま
る
と
書
い
て
お
り
、
当
時
ギ
l
・
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
は
ト
ゥ
ル
l
ズ
の
代
官
か
副
代
官
で
、
ト
ヮ

コ
ン
セ
イ
ヱ

ル
l
ズ
の
パ
ル
ル
マ
ン
の
評
定
官
で
あ
っ
た
。
彼
は
ト
ゥ
ル

l
ズ
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
集
ま
り
、
と
く
に
五
八
年
に
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
家
の

グ
ユ
・
フ
ロ
ロ

ミ
シ
ェ
ル
・
デ
ュ
・
フ
ー
ー
ル
・
ド
・
サ
ン

H
ジ
ォ
リ
が
幹
事
長
に
な
っ
た
文
芸
の
会
で
ギ

l
・
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
と
知
り
合
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
同
じ
五
八
年
に
、
彼
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
後
に
彼
の
「
国
家
論
』
を
批
判
す
る
天
文
学
者
で
医
者
の
オ
ジ
ェ
・
ブ
ェ
リ
エ
が
関
係

し
た
悪
霊
の
話
し
を
聞
い
て
い
る
。
彼
は
五
八
年
の
ト
ゥ
ル
l
ズ
の
パ
ル
ル
マ
ン
の
決
定
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
の
ト
ゥ
ル

ー
ズ
時
代
の
終
り
に
近
い
五
九
年
に
は
、
彼
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
コ
レ

l
ジ
ュ
設
立
を
訴
え
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
c

彼
は

ト
ヮ
ル

l
ズ
や
そ
の
付
近
に
い
て
、
そ
こ
で
観
察
し
た
こ
と
を
数
多
く
述
べ
て
い
る
が
、
年
代
を
確
定
で
き
る
の
は
こ
の
五
六
年
か
ら
五

九
年
ま
で
で
あ
る
Q

し
か
し
、
五
九
年
に
講
演
を
お
こ
な
っ
た
と
き
に
は
彼
が
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
で
教
え
て
い
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実

け

で
あ
り
、

お
そ
ら
く
五
六
年
に
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
地
方
三
部
会
に
で
か
け
た
と
き
に
は
教
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
は
五

0
年
代
の

ジャン・ボダンの生涯

初
め
に
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
移
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

ト
ク
ル
ー
ズ
は
王
権
と
教
ム
広
か
ら
独
立
的
な
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
に
お
け
る
王
権
と
教
会
の
権
威
の
砦
で
あ
っ
た
。
ト
ゥ
ル

I
ズ
大
学
は
宗

教
に
お
い
て
も
法
学
に
お
い
て
も
《
正
統
》
の
支
柱
で
あ
っ
た
。
神
学
部
は
一
二
二
九
年
に
異
端
、
と
く
に
ア
ル
ピ
派
に
対
す
る
防
波
堤
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と
し
て
創
設
さ
れ
た
伝
統
を
守
り
、
北
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
と
な
ら
ん
で
正
統
の
支
柱
で
あ
っ
た
。
法
学
部
は
大
法
官
ア
ン
ト
ワ
l
ヌ
・
デ
ュ

プ
ラ
始
め
王
権
の
強
化
に
尽
く
し
た
多
く
の
レ
ジ
ス
ト
を
生
み
出
し
、

オ
ル
レ
ア
ン
の
法
学
校
と
な
ら
ん
で
フ
ラ
ン
ス
で
最
も
す
ぐ
れ
た



説

法
学
校
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

イ
ギ
リ
ス
、

ス
ペ
イ
ン
、
そ
れ
に
北
欧
諸
国
か
ら
も

一
五
四

0
年
代
以
降
ト
ゥ
ル

l
ズ

に
'
イ
・
ッ
、

学
生
が
こ
の
法
学
校
の
名
声
に
ひ
か
れ
て
こ
の
《
バ
ラ
の
都
市
》
に
集
ま
っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、

ヰi斗
日間

大
学
は
宗
教
に
お
い
て
も
法
学
に
お
い
て
も
動
揺
し
て
い
た
。
宗
教
で
は
四

0
年
代
以
降
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
で
強
力
に
な
っ
た
改
革
派
の
影

響
が
増
し
、
僧
侶
に
対
す
る
不
満
が
増
し
て
、
法
学
で
は
ラ
プ
レ
ー
が
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
に
法
学
を
学
ば
せ
た
ブ

l
ル
ジ
ュ
大
学
を
拠

点
と
す
る
《
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
方
式

B
S
号
円
相
互
F
O
由主
n
g
M
v
、
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
影
響
が
増
し
、
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
が
と
っ
て
い

た
伝
統
的
な
ロ
!
マ
法
学
で
あ
る
《
イ
タ
リ
ア
の
講
義
方
式

5
2
号

B
E
-
-同釦ロロ
5
》
、
注
釈
・
後
期
注
釈
学
派
に
対
す
る
不
満
が
増

し
て
、
学
生
が
先
頭
に
立
っ
て
騒
ぎ
、
大
学
は
騒
然
と
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
法
学
に
お
け
る
立
場
は
宗
教
に
お
け
る
立
場
と
密
接
に
関

連
し
て
い
た
。
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
立
場
を
と
っ
た
法
学
者
の
多
く
は
、
《
良
い
法
学
者
は
悪
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
回
。
口
百
円
F
R
O
B
E
-
5
・

B
E
g
u
n
r
B
E
g》
と
い
う
当
時
の
諺
ど
お
り
、
《
い
わ
ゆ
る
改
革
派
》
で
あ
っ
た
り
、
一
時
期
そ
う
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
ル
ジ
ュ
大
学

で
ア
ル
シ
ア
ト
に
法
学
を
学
ん
だ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
、

オ
ル
レ
ア
ン
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ
ド
・
ベ

l
ズ、

ア
ン
ヌ
・
」
ア
ュ
・
プ

l

コ
ナ
ン
、

ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
で
法
学
を
学
ん
だ
キ
ュ
ジ
ャ
ス
、
そ
し
て
デ
ュ
・
ム
ラ
ン
、
デ
ュ
・
ム
ラ
ン
と
カ
ル
ヴ
ア
ン
の
秘
書
を

し
て
い
た
ボ

l
ド
ヮ
ア
ン
と
そ
う
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
世
代
前
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
よ
う
に
《
よ
り
人
間
的
な
学
芸
》
と
《
真
の
宗
教
》

ノレ、

オ
ト
マ
ン
、

の
復
興
を
教
会
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
達
成
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
そ
う
し
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
を
《
ニ
コ
デ
モ
の
徒
》
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
に

対
し
て
よ
り
も
激
し
く
批
難
し
た
。
彼
ら
こ
そ
《
い
わ
ゆ
る
改
革
派
》
の
理
論
的
指
導
者
と
な
る
者
た
ち
で
あ
る
。
ト
ゥ
ル

l
ズ
は
ま
さ

に
宗
教
戦
争
の
先
進
地
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
が
い
た
時
期
は
そ
の
混
乱
が
最
高
に
達
し
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
学
生
は
す
で
に
、
ボ
ダ
ン
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
的
対
立
に
よ
っ
て
騒
然
と
し
、
新
し
い
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
を
と
り
い
れ
な
い
ト
ゥ
ル

l
ズ
を
去
っ
て
、

一
ス
ム
法
学
に
よ
っ
て
名
戸
を
あ
げ
た
ブ
ー
ル
ジ
ュ
、

ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
へ
と
移
っ
て
い
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
改
革
派
が
こ
の
ラ
ン
グ

ド
ッ
ク
の
首
都
を
占
領
し
よ
う
と
し
た
反
動
と
し
て
、
六
二
年
以
降
ト
ヮ
ル

l
ズ
は
過
激
派
カ
ト
リ
ッ
ク
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
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な
る
。ボ
ダ
ン
は
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
で
法
学
を
勉
強
し
た
。
あ
る
法
学
者
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
ト
ゥ
ル

l
ズ
の
法
学
校
で
の
学
生
生

活
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

|
l伝
統
的
な
ロ
ー
マ
法
学
で
あ
る
《
イ
タ
リ
ア
の
講
義
方
式
》
、
後
期
注
釈
学
派
の
立
場
を
と
っ
て

い
た
大
学
で
は
事
態
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
学
生
は
朝
四
時
に
起
こ
さ
れ
、
祈
樟
式
を
す
ま
す
と
、
五
時
に
は
重
い
本
を
こ
わ

き
に
か
か
え
イ
ン
ク
査
と
ロ
l
ソ
ク
を
手
に
も
っ
て
教
室
に
で
て
ゆ
く
。
講
義
(
こ
れ
は
普
通
《
正
規
の
講
義
。

E
E曲
目
白

2
Z》
と
呼
ば

れ
た
〉
が
一

O
時
ま
で
ぶ
つ
と
う
し
で
な
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
学
生
は
復
習
し
、
必
読
テ
キ
ス
ト
(
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
学
提
要
、

学
説
類
集
と
勅
法
類
集
か
ら
選
ば
れ
た
題
目
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
、
バ
ル
ト
ゥ
l
ル
ス
、
バ
ル
ド
ヮ
ス
と
い
っ
た
注
釈
・
後
期
注
釈
学
派

の
法
学
者
の
注
釈
な
ど
が
中
心
)
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昼
食
の
後
、
午
後
は
一
時
か
ら
五
時
ま
で
講
義
(
こ
れ
は
普
通
《
特
別

講
義
刊
と

E

2丘
E
B
Fロ己
C
》
と
呼
ば
れ
た
)
が
な
さ
れ
る
。
部
屋
に
も
ど
る
と
、
学
生
は
ふ
た
た
び
晩
祷
の
鐘
が
一
日
の
労
働
の
終

わ
り
を
告
げ
る
ま
で
復
習
し
、
必
読
テ
キ
ス
ト
を
読
み
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
娯
楽
と
い
え
ば
夕
方
少
し
の
間
音
楽
を
聞
き
、
散
歩

と
く
に
出
自
の
よ
い
学
生
に
と
っ
て
、
教
授
と
晩
餐
を
と
も
に
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
学
期
末
の
数
カ
月
は
学

を
し
、

と
き
に
、

位
取
得
の
た
め
の
議
論
と
祝
祭
に
あ
て
ら
れ
た
。
ボ
ダ
ン
が
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
に
学
ん
だ
時
期
は
学
生
一
の
無
秩
序
が
最
高
に
達
し
て
い
た

付

と
き
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
こ
う
し
た
修
道
士
の
よ
う
な
生
活
を
し
な
が
ら
注
釈
・
後
期
注
釈
学
派
の
伝
統
に
立
っ
た
ロ

l
マ
法
を
勉
強
し

ジャン・ボダンの生涯

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
当
時
法
学
部
の
学
生
は
カ
ノ
ン
法
も
勉
強
し
た
の
で
あ
り
、
彼
は
カ
ノ
ン
法
も
勉
強
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ト

ク
ル
ー
ズ
時
代
に
は
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
立
場
か
ら
こ
の
注
釈
・
後
期
注
釈
学
派
の
ロ
l
マ
法
学
や
カ
ノ
ン
法
学
に
批
判
的
で
あ
っ
た

が
、
彼
の
「
方
法
論
』
や
『
国
家
論
』
で
の
法
・
政
治
理
論
は
彼
が
そ
の
伝
統
か
ら
非
常
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
後
彼
は
そ
こ
で
法
学
を
教
え
た
。
今
日
喪
失
さ
れ
て
い
る
当
時
の
ト
ゥ
ル

i
ズ
大
学
の
記
録
を
み
る
こ
と
の
で
き
た
エ
リ

オ
ヅ
ト
師
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
法
学
の
ほ
か
に
歴
史
も
教
え
た
。
彼
が
教
え
た
の
は
お
そ
ら
く
、
キ
ュ
ジ
ャ
ス
と
同
じ
く
、
私
講
師
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(
当
時
の
呼
び
方
で
は
《
特
別
講
師
由
江

g
o
a
-
E
B
r
m巾
E
》
、
あ
る
い
は
《
戟
槍
丘
二

g
-
r
g
Eぽ
円
》
)
と
し
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
五
五
四
年
に
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
で
市
民
法
の
講
座
の
教
授
採
用
を
め
ぐ
っ
て
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
代
表
者
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ェ

論

ジ
ャ
ス
と
後
期
注
釈
学
派
の
立
場
に
立
つ
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
カ
l
デ
ル
と
が
激
し
く
争
い
、

ボ
ダ
ン
は
フ
ォ
ル
カ

l
デ
ル
の
陰
謀
に

く
み
し
て
フ
ォ
ル
カ

l
デ
ル
の
勝
利
に
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
非
常
に
広
ま
っ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
後
の
時
代
の
作
り
話
し
で
あ
ろ
う
。
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
が
後
に
有
名
に
な
っ
た
キ
ュ
ジ
ャ
ス
を
手
放
し
た
…
こ
と
の
弁

解
、
後
の
キ
ュ
ジ
ャ
ス
と
ボ
ダ
ン
の
法
学
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
の
激
し
い
論
争
、
そ
れ
に
当
時
教
授
採
用
に
陰
謀
、

さ
ら
に
は
残
忍
な
手

段
、
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
か
さ
な
っ
て
作
ら
れ
た
話
し
で
あ
ろ
う
。
陰
謀
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

証
明
で
き
る
事
実
を
み
る
と
、
こ
う
で
あ
る
。
五
三
年
の
春
に
市
民
法
講
座
の
一
つ

(
ト
ゥ
ル

l
ズ
大
学
法
学
部
に
は
市
民
法
、

カ
ノ
ン

ア
ン
リ
二
世
は
僧
侶
の
支
持
を
う
け
て
い
た
カ
ノ
ン
法
学
者
の
マ
ル
タ
ン

.
ロ
ッ
セ
ル
を
そ
の
講
座
に
採
用
す
る
と
い
う
特
許
状
を
出
し
た
。
し
か
し
、
ト
ヮ
ル

l
ズ
の
パ
ル
ル
マ
ン
は
そ
れ
に
反
対
し
て
六
月
二

法
に
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
講
座
が
あ
っ
た
〉
に
あ
き
が
で
る
と
、

一
日
に
王
の
特
許
状
を
無
効
に
す
る
決
定
を
し
、
こ
こ
に
教
授
候
補
者
の
講
演
、
議
論
、
そ
し
て
選
挙
と
い
う
通
常
の
採
用
手
続
き
が
と

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ト
ゥ
ル
ー
ズ
の
パ
ル
ル
マ
ン
は
五
四
年
二
月
一
七
日
に
教
授
候
補
者
の
リ
ス
ト
を
正
式
に
作
成
し
、
第
一
候
補

マ
ル
タ
ン
・
ロ
ッ
セ
ル
、
第
二
候
補
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
カ

1
デ
ル
、
第
三
候
補
ジ
ャ
ッ
ク
・
キ
ュ
ジ
ャ
ス
、
以
下
ポ
ニ
ソ
ン
、
ド
・

コ
ス
タ
と
決
定
し
た
。
し
か
し
、
採
用
は
遅
れ
て
、
五
六
年
九
月
七
日
に
フ
ォ
ル
カ

l
デ
ル
が
教
授
に
な
っ
た
。
そ
の
聞
に
、
キ
ュ
ジ
ャ

ス
は
五
四
年
一
一
月
に
カ
オ

l
ル
大
学
、
そ
し
て
す
ぐ
に
9

ア
ー
ル
ジ
ュ
大
学
に
ポ
ス
ト
を
え
て
ト
ヮ
ル

l
ズ
を
去
っ
た
。
こ
の
三
人
の
候

補
者
の
な
か
で
は
、

カ
ノ
ン
法
学
者
の
ロ
ッ
セ
ル
が
ア
ン
リ
二
世
と
僧
侶
の
支
持
を
う
け
て
お
り
、

フ
ォ
ル
カ

l
デ
ル
が
す
で
に
業
績
を

あ
げ
、

ま
た
詩
人
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

キ
ュ
ジ
ャ
ス
は
ま
だ
無
名
の
私
講
師
で
あ
り
、
最
も
不
利
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

無
名
の
私
講
師
で
あ
る
キ
ュ
ジ
ャ
ス
に
対
し
て
陰
謀
を
企
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
無
名
の
私
講
師
で
あ
る
キ
ュ
シ
ャ
ス
が

北法25(4・128)428



カ
オ

l
ル
大
学
、

さ
ら
に
は
ブ

l
ル
ジ
ュ
大
学
の
ポ
ス
ト
の
提
供
に
た
だ
ち
に
応
じ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
当
時
キ
ュ

ス、

ボ
ダ
ン
の
間
に
法
学
理
論
上
大
き
な
栢
異
は
な
か
っ
た
。

フ
ォ
ル
カ

i
デ
ル
も
ボ
ダ
ン
も
後
期
注
釈
学
派
の
立

フ
ォ
ル
カ

i
Jア
ル
、

場
に
立
つ
者
で
は
な
く
、

キ
ュ
ジ
ャ
ス
と
同
じ
く
ユ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
当

時
は
ま
だ
広
い
意
味
で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
内
部
の
対
立
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
の
ボ
ダ
ン
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、

ユ
ジ
ャ
ス
と
同
じ
く
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
立
場
に
立
っ
て
後
期
注
釈
学
派
を
彼
の
法
学
上
の
敵
と
み
な
し
て
い
た
し
、

フ
ォ
ル
カ

l
Jア
ル

は
両
者
を
融
合
し
よ
う
と
し
て
い
た
ο
こ
の
点
で
も
後
期
注
釈
学
派
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
ト
ヮ
ル

i
ズ
大
学
に
は
フ
ォ
ル
カ

l
デ
ル
の

方
が
有
利
で
あ
り
、

キ
ュ
ジ
ャ
ス
が
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
を
と
り
い
れ
た
カ
オ

l
ル
大
学
、

さ
ら
に
は
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
総
本
山
ブ
ー
ル

ジ
ュ
大
学
に
移
っ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
改
革
派
で
あ
る
キ
ュ
ジ
ャ
ス
に
と
っ
て
宗
教
的
対
立
の
激
し
い
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
は
い

づ
ら
く
、
改
革
派
の
避
難
所
ブ

l
ル
ジ
ュ
大
学
は
こ
の
点
で
も
魅
力
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

N

・5

ボ
ダ
ン
は
彼
の
最
初
の
研
究
成
果
を
一
五
五
一
二
/
五
四
年
二
月
七
日
に
完
成
し
、
五
五
年
に
出
版
し
た
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
オ
ピ
ア
ン
の

『
狩
り
」
と
い
う
教
訓
詩
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
発
表
し
た
。
「
オ
ピ
ア
ン
の
狩
り
四
巻
。

十寸

ア
ン
ジ
ェ
人
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
訳
』
彼
は
す
で
に
四

九
年
に
彼
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
詩
の
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
「
オ
ピ
ア
ン
の
狩
り
四
巻
』
を
出
版
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

ジャン・ボダンの生涯

が
、
今
度
は
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
、
博
学
な
文
献
学
的
注
釈
を
つ
け
て
出
版
し
た
。
こ
の
翻
訳
は
彼
が
当
時
何
よ
り
も
文
献
学
的
ユ
マ
ニ

ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
代
表
者
で
あ
る
ギ
ョ

l
ム
・
ビ
ュ
デ
を
よ
く
読
ん
で
い

る
。
そ
れ
に
、
彼
は
、

イ
タ
リ
ア
の
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
フ
ィ
チ
!
ノ
や
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド

i
ラ
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う
が
、
後
に

彼
の
宗
教
思
想
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
新
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
ア
イ
ロ
ン
や
プ
ロ
ク
ロ
ス
を
す
で
に
読
ん
で
い
る
。

当
時
オ
ピ
ア
ン
は
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
サ
ー
ク
ル
で
|
|
オ
ピ
ア
ン
の
著
作
で
は
な
い
も
の
も
オ
ピ
ア
ン
の
も
の
と
信
じ
ら
れ

l
lか
な
り

手/

ヤキ
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説

流
行
し
て
い
た
。
し
か
し
、
修
道
院
か
ら
脱
け
出
し
た
世
俗
の
禁
欲
修
道
士
ボ
ダ
ン
は
詩
や
文
学
そ
れ
自
体
に
は
興
味
を
も
っ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
彼
は
ユ
マ
ニ
ス
ム
が
詩
や
文
学
そ
れ
自
体
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
批
判
的
で
、
彼
は
文
献
学
的
方
法
を
用
い
て
《
確
か
な

こ
と
》
、
《
科
学
》
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
が
オ
ピ
ア
ン
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
オ
ピ
ア
ン
が
《
空
虚
な
物
語
》
、
《
老
婆
の

物
語
》
で
は
な
く
、
《
真
面
目
で
哲
学
的
な
主
題
》
、
《
自
然
》
、
《
困
難
な
問
題
》
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
オ

弓E為

日間

ピ
ア
ン
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
後
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
《
魚
や
動
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
》
の
観
察
者
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

《
た
と
え
多
く
の
若
者
が
何
ら
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
空
虚
な
詩
人
の
物
語
に
光
を
あ
て
、
し
か
も
そ
の
こ
と
で
ひ
じ
よ
う
な
称

賛
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
幻
像
が
踊
っ
て
い
る
よ
う
な
詩
人
で
は
な
く
、
真
面
目
で
哲
学
的
な
主
題
を
研
究
し
て
い
る
よ

う
な
詩
人
を
熱
心
に
研
究
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り
有
益
で
、
よ
り
称
賛
に
値
い
す
る
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
》

《
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
動
物
誌
』
と
〕
同
じ
こ
と
を
オ
ピ
ア
ン
以
上
に
詳
し
く
、
豊
富
に
歌
で
も
っ
て
扱
っ
た
人
を
私
は
知
ら

な
い
。
彼
は
狩
り
や
魚
つ
り
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
魚
や
動
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
に
つ
い
て
の
研
究
を
確
立
し
よ
う
と
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
:
:
:
オ
ピ
ア
ン
は
天
に
お
い
て
も
地
に
お
い
て
も
老
婆
の
物
語
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
詩
人
で
は
な
く
、

気
品
と
優
雅
さ
を
備
え
た
詩
で
も
っ
て
困
難
な
問
題
を
扱
う
詩
人
な
の
で
あ
る
。
》

し
か
し
、
彼
の
最
大
の
関
心
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
に
立
っ
て
《
確
か
な
こ
と
》
を
豊
か
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
よ
り
は
、
《
プ
ラ

ト
ン
派
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
》
を
総
合
し
た
自
然
哲
学
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
る
。

《
こ
こ
で
は
私
は
い
つ
か
我
々
の
よ
り
正
確
で
よ
り
明
断
な
人
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
多
く
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
な
い
。

私
は
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ン
派
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
が
大
体
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証

明
し
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
》

彼
は
こ
の
企
画
を
後
に
『
自
然
の
劇
場
』
で
体
系
的
に
達
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
る
と
、
剰
窃
論
争
が
お
き
た
。
ま
、
ず
事
実
を
正
確
に
み
る
と
、

」
う
で
あ
る
。
ボ
ダ
ン
が
『
狩
り
』
の
翻
訳
を

出
版
し
た
の
と
同
じ
五
五
年
に
、

王
立
教
授
団
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
教
授
ア
ド
リ
ア
ン
・
テ
ュ
ル
ネ
l
ブ
は
『
狩
り
』
と
『
釣
り
』
|
|
こ

の
二
つ
の
詩
は
別
の
著
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
は
両
方
と
も
オ
ピ
ア
ン
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

l
ー
の
ギ

り
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
、
テ
ュ
ル
ネ
l
プ
の
友
人
ギ
ョ

l
ム
・
モ
レ
ル
は
そ
の
こ
つ
の
詩
の
ラ
テ
ン
語
散
文
訳
を
出
版
し

た
。
(
〉
仏
己
巾
ロ
叶
ロ
ロ
H
P
σ
P
6
3
n白
g
b
C
4
R
R
-凡さも

EM田
正
』
町
内
巳
口
R
S
t
E
も
た
九
日
同
J

』門
g
t
4
P
叶内
R
S
F、
予
も
た
九
四
白

u
h
2
2・
]5ωω
・

0cF-i

z
c
B巾
富
。
門
町
ア
。
叩
立
回

gz-即日)
H
F

〈
ト
・

Fe立
。
宮
芯
門
司
円

mg-
ロ
叩
〈
叩
口
同
丘
。
ロ
叩
-
F

寸
ユ
ロ
口

h
-門
出
口

O
ロ
〈
冊
吋
丘
三
回
目
ロ

mz-印
〈
品
同
寸
白

回

F
P
∞
戸
口
田
町
内
凶
印
勺
。
ロ
門
同
巾
白
ロ
同

呂
田
〉
そ
し
て
、
テ
ュ
ル
ネ
i
ブ
は
そ
の
本
の
な
か
で
《
七
年
程
前
》
、

同
】
由
巳
印

つ
ま
り
一
五
四
八
年
頃
王

立
教
授
団
で
の
講
義
に
用
い
た
『
狩
り
』
の
ギ
り
シ
ア
語
校
正
が
剰
窃
さ
れ
た
と
名
前
を
あ
げ
ず
に
批
判
し
た
。
そ
の
後
、
テ
ュ
ル
ネ
l

ブ
の
友
人
で
、
法
学
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て
ボ
ダ
ン
と
激
し
く
論
争
し
て
い
た
キ
ュ
ジ
ャ
ス
、
そ
れ
に
キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
弟
子
の
ジ
ャ
ッ
ク
・

ボ
ン
ガ
l
ル
が
ボ
ダ
ン
の
名
前
を
あ
げ
て
、

ボ
ダ
ン
が
テ
ュ
ル
ネ
l
ブ
を
剥
窃
し
た
と
批
判
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ボ
ダ
ン
は
テ
ュ
ル

ネ
l
ブ
の
一
兆
の
翌
年
の
六
六
年
に
出
版
さ
れ
る
『
方
法
論
』
の
な
か
で
自
分
の
翻
訳
が
模
倣
さ
れ
た
と
《
あ
る
文
法
学
者
》
を
批
判
し

た
。
こ
の
烈
窃
論
争
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
、
テ
ュ
ル
ネ
l
ブ
が
批
判
し
た
の
は
五
五
年
の
ボ
ダ
ン
の
翻
訳
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
が
批
判
し

パ
円

た
《
文
法
学
者
》
と
は
テ
ュ
ル
ネ
l
プ
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
、
結
論
と
し
て
こ
の
テ
ュ
ル
ネ
l
ブ
と
ボ
ダ
ン
の
新
窃
論
争
の
真
偽
の
ほ

お
そ
ら
く
当
時
学
者
の
世
界
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
激
し
い
け
な
し
あ
い
の
一
例
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

ジャン・ボダンの生涯

ど
は
解
ら
な
い
が
、

か
し
、
テ
ュ
ル
ネ
l
ブ
が
批
判
し
た
の
は
五
五
年
の
ボ
ダ
ン
の
翻
訳
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

四
九
年
の
ボ
ダ

γ
の
も
の

だ
と
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
テ
ュ
ル
ネ
l
プ
が
出
版
し
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス

ト
で
あ
り
、
彼
は
四
八
年
頃
王
立
教
援
団
で
の
講
義
に
使
っ
た
「
狩
り
』
の
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
が
剰
窃
さ
れ
た
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

五
五
年
の
翻
訳
や
注
釈
で
は
な
く
四
九
年
の
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
次
に
、

ボ
ダ
ン
が
自
分
の
翻

る
か
ら
、
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説

訳
が
模
倣
さ
れ
た
と
批
判
し
た
《
あ
る
文
法
学
者
》
と
は
ボ
ダ
ン
自
身
も
そ
の
偉
大
さ
を
認
め
て
い
る
テ
ュ
ル
ネ
l
久
川
こ
と
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
も
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
た
テ
ュ
ル
ネ
l
プ
の
こ
と
で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
語
散
文
訳
を
出
版
し
た
ギ
ョ

l
ム
・

三

百岡

モ
レ
ル
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
こ
の
剰
窃
論
争
は
テ
ェ
ル
ネ
l
プ
が
四
九
年
の
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
を
批
判
し
、

ン
が
モ
レ
ル
の
翻
訳
を
批
判
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、

ボ
ダ
ン
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
四
九
年
の
『
狩
り
』
の
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
が
確
か
に
ポ

ダ
ン
の
も
の
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
ボ
ダ
ン
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
り
、
五
五
年
の
翻

訳
と
同
じ
パ
リ
の
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ェ
ル
ネ
l
プ
の
友
人
で
あ
る
キ
ュ
ジ
ャ
ス
と
キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
弟
子

の
ボ
ン
ガ
l
ル
が
テ
ュ
ル
ネ
l
プ
の
そ
の
テ
キ
ス
ト
批
判
に
具
体
的
に
ボ
ダ
ン
の
名
前
を
あ
げ
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
ボ
ダ
ン
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ボ
ダ
ン
は
四
八
年
頃
王
立
教
援
団
で
の
テ
ュ
ル
ネ
l
プ
の
講
義
に
で
て
、
そ
の
講
義
に
も
と

づ
い
て
四
九
年
に
『
狩
り
』
の
ギ
リ
シ
ア
語
校
正
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ボ
ダ
ン
は
、
彼
の
ト
す
ル

l
ズ
時
代
の
終
り
に
近
い
一
五
五
九
年
に
、
財
政
上
の
理
由
で
中
止
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
ユ
マ
ニ
ス
ム
の

コ
レ

l
ジ
ュ
の
設
立
を
訴
え
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
『
若
者
の
公
教
育
に
つ
い
て
、

ト
ヮ
ル

l
ズ
の
市
参
事
会
と
民
衆
に
対
し
て
お
こ
な

っ
た
講
演
』

こ
れ
ま
で
の
経
過
を
み
る
と
、
《
学
芸
の
父
》
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
も
と
で
の
パ
リ
、
リ
ヨ
ン
、
ボ
ル
ド
ー
、

ン
と
い
っ
た
地
域
で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
熱
と
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
コ
レ

l
ジ
ュ
設
立
、
そ
れ
に
直
接
的
に
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
ト
ゥ
ル

I
ズ
訪

ム

ト
ヮ

l
ル
ノ

聞
に
刺
戟
さ
れ
て
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
学
芸
熱
が
お
こ
り
、

ト
ゥ
ル

l
ズ
は
ア
ン
リ
二
世
に
新
し
い
コ
レ
!
ジ
ュ
の
設
立
を
嘆
願
し
、

五
一
年

七
月
に
法
学
校
の
学
生
の
寄
宿
舎
に
な
っ
て
い
た
八
つ
の
コ
レ

l
ジ
ュ
を
廃
止
し
、

そ
の
金
で
新
し
い
二
つ
の
コ
レ
!
ジ
ュ
の
設
立
を
認

め
る
と
い
う
王
の
特
許
状
を
え
た
。
そ
の
一
つ
、
第
一
コ
レ

l
ジ
ュ

(
第
二
コ
レ

l
ジ
ュ
は
六
二
年
に
シ
ャ
ル
ル
九
世
に
よ
っ
て
設
立
さ

ボ
ダ
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れ
る
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
コ
レ
l
ジ
ュ
で
あ
る
〉
の
設
立
が
五
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
市
参
事
会
は
コ
レ
l
ジ
ュ
設
立
に
金
を
だ

す
こ
と
を
し
ぶ
り
、

町
の
経
済
活
動
に
役
立
つ
も
の
、

コ
レ

l
ジ
ュ

と
く
に
ガ
ロ
ン
ヌ
川
に
橋
を
架
け
る
こ
と
に
金
を
ま
わ
そ
う
と
し
、

設
立
は
財
政
的
に
ゆ
き
づ
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
と
き
ボ
ダ
ン
は
登
場
し
、
《
金
が
欠
乏
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
徹
底
的
に
文

芸
を
憎
ん
で
い
る
者
た
ち
の
気
遣
い
じ
み
た
狂
気
が
〔
コ
レ

l
ジ
ュ
設
立
を
〕
妨
げ
て
い
る
の
だ
》
と
考
え
、

ユ
マ
ニ
ス
ム
の
弁
護
に
の

、
ノ
ご

-
J
-
-
o

t
d
ナ
J
1
L
J
t

こ
の
講
演
で
は
ボ
ダ
ン
の
思
想
は
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
講
演
で
窺
え
る
彼
の
思
想
を
簡
単
に
紹
介
し

て
お
こ
う
。

ま
ず
、
彼
は
中
世
に
も
学
芸
が
続
い
て
い
た
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

?
l
マ
の
衰
退
の
後
約
千
年
の
聞
を
一
切
の
学
芸
が
眠
っ
て
い
た
野
蛮
の
時
代
と
み
な
し
、
現
在
イ
タ
リ
ア
か
ら
始
ま
っ
て
全
ヨ

ユ
マ
ニ
ス
ト
の
常
と
し
て
、
中
世
を
暗
黒

時
代
、

ー
ロ
ッ
パ
に
一
切
の
学
芸
が
《
突
然
》
復
活
し
た
と
歓
喜
す
る
。
し
か
も
、
彼
は
そ
れ
以
上
に
現
在
一
切
の
学
芸
が
古
典
古
代
よ
り
も
す

ぐ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
と
歓
喜
し
、
次
の
世
紀
以
後
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
る
古
代
派
と
現
代
派
の
論
争
に
お
け
る
現
代
派
の
立
場
を
う
ち

ご
-

J

・vo

J
j
1し
ふ
/

付

《
現
在
、
文
芸
が
長
い
間
地
上
の
す
べ
て
で
眠
っ
て
い
た
後
に
突
然
、

か
つ
て
の
ど
の
時
代
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
一
切
の
学
芸
の
輝
き

か
つ
て
の
ど
の
時
代
よ
り
も
豊
か
に
才
能
あ
る
人
物
が
出
現
し
た
込
》

そ
し
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
が
《
偉
大
な
君
主
》
《
学
芸
の
父
》
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
も
と
で
す
べ
て
の
学
芸
に
お
い
て
過
去
お
よ
び
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
固
に
決
し
て
劣
っ
て
い
な
い
、
と
く
に
法
学
で
は
最
も
す
ぐ
れ
た
国
に
な
っ
た
と
い
う
国
民
的
自
信
を
も
っ
て
い
る
。

ジャン・ボダンの生涯

が
現
わ
れ
、

こ
の
す
べ
て
の
学
芸
に
お
い
て
古
典
古
代
よ
り
も
現
在
の
方
が
す
ぐ
れ
て
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
は
他
の
国
に
決
し
て
劣
っ
て
い
な
い
、

に
法
学
で
は
そ
う
だ
と
い
う
彼
の
自
信
は
決
定
的
な
帰
結
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ユ
マ
ニ
ス
ム
に
決
定
的
な
転
換
を
も
た
ら
し
、 と
く
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説

一
方
で
今
ま
で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
を
古
典
諮
学
と
知
識
(
街
学
〉
の
み
を
問
題
に
し
た
も
の
だ
っ
た
と
批
判
し
、
他
方
で
古
典
古
代
の
権
威

を
否
定
し
て
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
一
切
の
知
識
を
総
合
し
た
新
た
な
全
学
聞
の
体
系
化
、
こ
の
講
演
で
の
言
葉
を
使
え
ば
《
一
切
の
学

吾t.
d問

百
科
全
書
へ
と
向
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
個
々
の
学
問
で
も
そ
う
で
あ
り
、
彼
は
法
学
で
は

ロ
l
マ
国
民
の
法
律
で
あ
る

?
l
マ
法
だ
け
の
研
究
を
批
判
し
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
主
要
な
諸
国
民
の
法
律
の
歴
史
的
|
|
比
較
的

研
究
で
あ
る
《
普
遍
法
」

5
5
-
2
3ロ
ヨ
》
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
そ
の
体
系
化
の
た
め
の
《
方
法

E
z
r
a
E》
が
焦
点
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
六
六
年
の
『
方
法
論
』
で
こ
う
し
た
帰
結
を
体
系
的
に
引
き
出
し
て
く
る
が
、
こ
の
講
演
で
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
い

っ
て
い
な
い
し
、
体
系
的
に
論
じ
て
も
い
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
と
の
関
連
で
彼
の
知
識
(
街
学
)
に
堕
し
た
ユ
マ
ニ
ス
ム
批
判
と
法
思

想
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

問
の
円
環
》
、

つ
ま
り
汎
知
学
、

彼
は
今
ま
で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
が
知
識
だ
け
を
問
題
に
し
て
徳
と
信
仰
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。

《
知
識
と
徳
と
信
仰
の
総
合
に
真
の
知
恵
の
完
成
が
あ
る
の
に
、
総
か
な
教
設
を
徳
と
信
仰
に
結
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
少
な

ぃ
。
:
:
:
潔
白
な
魂
の
欠
如
し
た
知
識
以
上
に
有
害
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
不
死
の
神
に
と
っ
て
罪
と
結
合
し
た
学
間
以
上
に
憎

む
べ
き
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
》

彼
に
と
っ
て
ユ
マ
ニ
ス
ム
は
単
な
る
知
識
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
存
在
の
全
体
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
識
と
徳
と
信
仰
の
総
合

で
あ
る
《
知
恵

EHV広
三
宮
》
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
到
達
す
る
方
法
は
《
膜
想

n
O
E
m
s
-三
宮
》
で
あ
り
、
《
膜
想
》
に
ょ
っ

て
《
一
切
の
宇
宙
と
自
然
の
創
造
者
で
あ
る
神
》
《
主
権
者
で
あ
る
神
》
《
唯
一
の
神
》
《
不
死
の
神
》
が
創
造
し
た
こ
の
世
の
《
隠
れ

た
原
因
》
を
発
見
す
る
と
き
、
《
全
能
の
神
の
驚
く
べ
き
力
と
自
然
は
事
物
の
原
因
の
な
か
に
書
き
込
ま
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
》
の
で
あ

る
か
ら
、
我
々
は
知
識
と
徳
と
信
仰
を
同
時
に
え
て
《
知
恵
》
に
導
か
れ
、
《
魂
を
不
死
に
す
る
》
こ
と
が
で
き
る
。
人
聞
は
《
隈
想
》

と
い
う
《
神
的
欲
望

円四宮古田

4
c
E日
}
仲
間
凹
》
を
も
て
ば
《
不
死
の
魂
》
と
い
う
神
の
高
み
に
ま
で
日
升
ル
ル
で
き
る
の
で
あ
り
、
他
方
《
動
物
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的
欲
望
〈
。
-z吉
田
町
巾
出
回
門
官
邸
巾
宮
口
口
門
E
B
E
E
-
ロ
。
ロ
ゲ
。
S
E
E
M
g
t
cロ
m
E
g
tロ
ヨ
》
を
も
て
ば
無
信
仰
や
誤
ま
っ
た
信
仰
に
陥
る
だ

け
で
は
な
く
動
物
以
下
に
ま
で
無
限
に
堕
落
す
る
の
で
あ
る
。
《
不
死
の
神
に
つ
い
で
人
間
以
上
に
卓
越
し
た
存
在
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
人
間
以
上
に
有
害
な
存
在
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
》
か
く
し
て
、
膜
想
生
活

(
i
g
n
o
E巾
自
立
阻
止

g)
の
方
が

活
動
生
活
〈
4
F
S
E
2
2乙
、
政
治
生
活

(
i
g
n
z
r
)
よ
り
も
高
い
価
値
を
も
っ
。
《
人
は
い
つ
か
は
負
わ
さ
れ
た
公
職
ゃ
い
わ
ば
流

れ
去
る
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
確
か
で
も
っ
と
も
高
貴
な
解
放
が
隈
想
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ

M
W
》
こ
こ
に
は
す
で
に
彼
の
宗
教
思
想
の
新
プ
ラ
ト
エ
ズ
ム
、
そ
れ
も
学
問
的
な
宗
教

2
2
S
Bロ
色
。
〉
に
な
っ
た
新

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
後
に
『
方
法
論
』
で
こ
う
し
た
彼
の
宗
教
思
想
に
基
づ
く
《
方
法
》
か
ら
新
た
な
全
学

問
の
体
系
化
の
構
想
を
立
て
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
講
演
で
は
《
一
切
の
学
問
の
円
環
。
ヨ
己
C
B
R芯
E
g
2
5
。
岳
山
田
》
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
ど
う
い
う
方
法
で
そ
れ
を
体
系
化
す
る
の
か
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

法
学
に
お
い
て
は
、
彼
は
伝
統
的
な
ロ
!
マ
法
学
で
あ
る
《
イ
タ
リ
ア
の
講
義
方
式
》
、
後
期
注
釈
学
派
を
《
す
べ
て
の
時
聞
を
書
く

こ
と
に
使
い
、
読
む
た
め
の
時
聞
を
と
っ
て
お
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
》
《
無
教
養
で
無
用
な
》
も
の
と
批
判
し
、
《
ピ
ュ
デ
、
ア
ル
シ

そ
の
他
今
な
お
活
躍
し
て
い
る
多
く
の
者
〔
こ
れ
は
ア
ル

γ
ア
ト
派
ハ
〉

rusc、
と
く
に
品
ギ
ナ
l
ル
・
バ
ロ

γ
と

ア
ト
、

コ
ナ
ン
、

L
E
、

ル
・
デ
ュ
ア
ラ
ン
な
ど
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
〕
》
の
《
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
方
式
》
、
ュ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
立
場
に
立
つ
べ
き
こ

コ
ル
デ
ス
・
ユ

1
リ
ス
・
キ
ず
イ
り
ス

と
を
主
張
す
る
ov
そ
し
て
、
彼
は
そ
れ
ら
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
者
の
影
響
の
も
と
に
市
民
法
大
全
を
《
書
か
れ
た
理
性

E
己
O

田
口
氏
宮
白
》
、

ジャン・ボダンの生涯

つ
ま
り
普
遍
的
に
正
し
い
法
と
み
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
市
民
法
大
全
は
ロ
l
マ
の
様
々
な
時
代
の
法
律
を
恋
意
的
に
取
捨
選
択
し
、
ご

ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
し
ま
っ
た
市
民
法
大
全
の
編
集
長
《
ト
リ
ボ
ニ
ア
ヌ
ス
の
罪
》
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
何
ら
体
系
が
な

い
と
批
判
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

ロ
ー
マ
と
の
連
続
を
前
提
し
え
た
イ
タ
リ
ア
と
は
異
な
っ
て
、
市
民
法
大
全
が
ま
っ
た
く
《
書
か
れ

た
理
性
》
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
権
威
に
挑
戦
し
た
の
は
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
が
始
め
て
で
あ
り
、

ニL

"""< 
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説

ス
ム
法
学
は
体
系
の
欠
如
と
い
う
点
か
ら
そ
の
権
威
に
挑
戦
し
た
。
こ
う
し
て
、
当
時
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
関
心
は
い
か
に
し
て
《
法

完
全
宮
町
巾
M
V
か
ハ
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
キ
ケ
ロ
の
現
存
し
な
い
著
作
「
市
民
法
を
学
芸
に
す
る
こ
と
に

律
を
学
芸
す
る
吉
田

5

2
芯
日

3命

つ
い
て
』
、
そ
れ
に
『
弁
論
家
』

て
叫
に
も
と
づ
く
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
は
キ
ュ
ジ
ャ
ス

に
代
表
さ
れ
る
文
献
学
的
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
文
献
学
的
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
と
ボ
l
ド
ヮ
ア
ン
、

ボ
ダ
ン
、

ル
・
デ
ュ
ア
ラ
ン
の
伝
統
に
立
ち
、
デ
ュ
・
ム
ラ
ン
の
慣
習
法
の
体
系
化
に
影
響
さ
れ
、

威
を
否
定
し
て
《
普
遍
法
》
に
よ
っ
て
そ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
総
合
的
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
に
分
か
れ
、
六

0
年
代
に
両
派
は
対
立
し

マ
ン
に
代
表
さ
れ
る
コ
ナ
ン
、

ロ
ー
マ
法
の
権

て
激
し
く
論
争
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
当
時
は
ま
だ
対
立
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ボ
ダ
ン
は
当
時
キ
ュ
ジ
ャ
ス
と
同
様
に
後
期
注

釈
学
派
を
敵
と
み
な
す
広
い
意
味
で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
後
に
キ
ュ
ジ
ャ
ス
と
の
法
学
方
法
論
を
め

ぐ
る
論
争
で
こ
の
当
時
の
彼
の
法
学
的
立
場
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

《
も
し
計
さ
れ
る
に
値
い
す
る
誤
ま
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

キ
ュ
ジ
ャ
ス
の
誤
ま
り
は
あ
る
程
度
許
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
と
思
わ

れ
る
。
何
故
な
ら
、

そ
れ
を
告
白
す
る
こ
と
を
決
し
て
恥
じ
る
の
で
は
な
い
が
、
私
自
身
か
つ
て
同
じ
誤
ま
り
を
犯
し
て
い
た
の
だ
か

ら
。
そ
れ
は
私
が
ト
ヮ
ル
ー
ズ
で
ロ

l
マ
国
民
の
法
を
公
け
に
教
え
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、
私
は
若
い
者
た
ち
の
集
ま
り
の
な

か
で
非
常
に
賢
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
私
は
バ
ル
ト
ゥ

l
ル
ス
、
パ
ル
ド
ゥ
ス
、

ア
レ
キ
サ
ン
J

ア
ル
、

フ
7
3
プ
ル
ス
、
パ
ウ
ル

ス
、
デ
ュ
・
ム
ラ
ン
と
い
っ
た
法
学
の
第
一
人
者
た
ち
、
そ
れ
に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
裁
判
官
や
弁
護
士
た
ち
は
何
も
知
ら
な
い
、
あ

る
い
は
非
常
に
少
し
し
か
知
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
》

し
か
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
新
し
い
法
学
者
に
古
典
古
代
の
言
語
や
歴
史
と
い
っ
た
文
献
学
の
た
め
の
知
識
だ
け
で
は
な
く
哲
学
や
法

-
政
治
の
実
際
に
つ
い
て
の
知
識
を
要
求
し
、

そ
こ
か
ら
法
学
を
体
系
化
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、

コ
ナ
ン
や
ル
・
デ
ュ
ア
ラ
ン
の

伝
統
に
立
っ
て
法
学
を
研
究
し
て
い
た
。

オ
ト
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《
彼
ら
は
正
義
の
本
性
を
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
変
わ
る
よ
う
な
不
安
定
な
も
の
で
は
な
く
、
永
久
法

(
-
2
2芯
E
白
〉
に
明
確
に

表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
法
律

Q
Z〉
の
力
と
威
厳
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
衡
平
(
出
2
c
F
S凹
)
の
規
範
を
巧
み
に
処
理
し
、

法
〈
吉
田
)
の
起
源
と
基
盤
を
第
一
一
原
則
に
ま
で
遡
っ
て
探
究
し
、
立
法
者
、
法
学
者
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
話
し
ゃ
古
代
に
つ
い
て
の

ロ
ー
マ
の
皇
帝
、
元
老
院
、
人
民
、
官
吏
の
権
限
や
権
力
や
義
務
を
正
確
に
知
っ
て
お
り
、
哲
学
者
の

正
確
な
知
識
を
も
っ
て
お
り
、

法
律
や
国
家
、

さ
ら
に
は
徳
に
つ
い
て
の
著
作
に
も
と
守
つ
い
て
法
を
解
釈
し
、
少
く
と
も
法
律
が
命
令
さ
れ
、
皇
国
か
れ
て
い
る
ギ
リ
シ

ア
語
と
ラ
テ
ン
語
を
知
っ
て
お
り
、
裁
判
所
と
元
老
院
の
記
録
を
教
え
と
明
確
に
結
合
し
、
最
後
に
全
体
を
整
理
し
、
種
類
に
分
け
、

部
分
に
分
割
し
、
単
語
を
定
義
し
、
例
を
一
不
す
。
》

最
後
に
、
こ
の
講
演
の
本
論
で
あ
る
子
供
の
教
育
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
子
供
の
教
育
に
お
い
て
は
、

彼
は
当
時
ト
ゥ
ル
i
ズ
市
民
が
と
っ
て
い
た
子
供
の
教
育
の
方
法
、
家
庭
教
師
に
つ
け
る
か
パ
リ
へ
教
育
に
だ
す
か
の
こ
つ
の
形
態
の
私

教
育
を
批
判
し
、
公
教
育
に
よ
る
ユ
マ
ニ
ス
ム
教
育
を
主
張
す
る
。
千
供
の
教
育
の
目
的
は
人
間
形
成
と
市
民
(
国
民
)
形
成
で
あ
り
、

私
教
育
は
こ
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
教
育
、
が
め
ざ
す
目
的
を
達
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
形
成
と
い
う
点
で
は
、
子
供
の
教
育
は

知
育
と
徳
育
を
な
し
て
、
知
識
と
徳
と
信
仰
を
総
合
し
た
《
知
恵
》
を
さ
ず
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
こ
の
内
容
と
そ
こ
か
ら
す
る
今
ま

H 

で
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
批
判
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
J
伝
統
的
な
ス
コ
ラ
的
教
育
方
法
を
と
っ
て
い
る
バ
リ
の
学
校
は
《
鞭
に
よ
る
》
教

ジャン・ボダンの生涯

育
と
い
う
野
蛮
さ
に
よ
っ
て
何
ら
こ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
ば
か
り
か
逆
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。
家
庭
教
師
に
よ
る
教
育
は
一
人

で
《
一
切
の
学
問
の
円
環
》
を
マ
ス
タ
ー
し
た
よ
う
な
教
師
を
み
つ
け
る
こ
と
の
困
難
さ
に
よ
っ
て
こ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
で
い

る
。
従
っ
て
、
公
教
育
に
よ
る
ユ
マ
ニ
ス
ム
教
育
に
よ
っ
て
こ
の
目
的
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
人
間
形
成
と
い
う
目
的
は

理
想
的
教
師
を
見
出
し
う
れ
ば
家
庭
教
師
に
よ
る
教
育
で
も
達
成
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
教
育
は
原
理
的
に
も
う
一
つ
の
目
的
、

市
民
〈
国
民
〉
形
成
と
い
う
目
的
、

つ
ま
り
信
仰
と
友
情
を
共
有
し
た
市
民
〈
国
民
〉
を
形
成
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
で
き
な
い
。
こ
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説

の
目
的
は
公
教
育
と
い
う
共
通
の
教
育
に
よ
っ
て
の
み
達
成
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
常

論

《
不
死
の
神
に
と
っ
て
国
家
で
最
も
望
ま
し
い
こ
と
は
神
の
こ
と
に
お
い
て
も
人
間
の
こ
と
に
お
い
て
も
市
民
間
に
、

に
、
調
和
し
た
意
志
が
あ
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
聞
社
会
と
す
べ
て
の
国
家
の
目
的
で
あ
る
。
:
:
:
私
は
共
通
の
同
じ
子

供
の
教
育
以
上
に
国
家
に
お
け
る
社
会
的
結
合
の
強
化
に
有
効
な
神
聖
で
崇
高
な
制
度
は
な
い
と
断
言
で
き
る
。
さ
ら
に
神
の
こ
と
に

お
い
て
も
そ
う
し
た
教
育
に
よ
っ
て
市
民
間
に
最
高
の
意
見
の
一
致
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
:
:
:
そ
れ
に
対
し
て
誰
が
私
教
育

に
よ
っ
て
そ
う
し
た
も
の
を
望
む
こ
と
を
あ
え
で
し
ょ
う
か
。
》

《
す
べ
て
の
国
家
そ
れ
に
人
間
聞
の
人
聞
社
会
は
人
聞
の
こ
と
と
神
の
こ
と
の
こ
つ
の
保
護
、
む
ろ
ん
信
仰
と
友
情
に
よ
っ
て
の
み

維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q

そ
し
て
、
信
仰
と
友
情
は
文
芸
の
共
有
に
よ
っ
て
お
互
い
に
非
常
に
固
く
結
合
さ
れ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ

り
、
我
々
は
文
芸
の
共
通
の
子
供
の
教
育
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
強
化
さ
れ
、
持
続
さ
れ
、
逆
に
私
教
育
に
よ
っ
て
は
捨
て
去
ら
れ
、

減
ら
さ
れ
、
犯
さ
れ
る
の
を
み
る
の
で
あ
る
。
》

彼
の
公
教
育
に
よ
る
市
民
(
国
民
)
形
成
と
い
う
考
え
は
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
が
大
き
い
が
、
彼
は
公
教
育
に
よ
る
共
通
の
ユ

マ
ニ
ス
ム
教
育
に
よ
っ
て
国
民
的
統
合
を
達
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
襲
っ
た
宗
教
的
対
立
を
解
決
し
、

さ
ら
に
は
近
隣
諸
国

を
襲
っ
た
宗
教
戦
争
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

《
私
は
こ
こ
で
は
我
々
が
こ
れ
ほ
ど
強
く
て
激
し
い
流
れ
に
も
ま
れ
て
い
る
船
〔
フ
ラ
ン
ス
〕

に
ど
う
い
う
進
路
を
と
ら
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
を
論
じ
な
い
し
、

ま
た
そ
の
場
所
で
も
な
い
。
:
:
:
哀
の
宗
教
が
迷
信
や
無
信
仰
の
外
観
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
な
い
よ
う

に
努
力
す
る
の
は
僧
侶
の
仕
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
様
に
、
も
し
我
々
が
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
国
家

の
舵
を
と
り
、
若
者
た
ち
が
一
つ
の
同
じ
宗
教
か
ら
別
の
宗
教
へ
分
離
し
な
い
よ
う
に
尽
力
す
る
の
は
マ
ジ
ス
ト
ラ
の
仕
事
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
教
育
に
よ
っ
て
あ
る
者
た
ち
は
あ
る
宗
教
を
真
の
宗
教
と
し
、
別
の
者
た
ち
は
別
の
宗
教
を
真
の
宗
教
と
し
、

さ
ら
に
別

北法25(4・138)438



の
者
た
ち
は
ど
の
宗
教
も
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
様
々
な
誤
ま
り
が
人

聞
の
魂
に
入
り
込
ん
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
諸
党
派
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
同
じ
考
え

を
も
っ
者
が
こ
ん
な
に
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
人
が
自
己
の
党
派
に
従
い
、
そ
の
党
派
を
つ
く
っ
た
り

l

〆
l
に
従
う
こ
と
に
義

務
遂
行
の
美
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
多
く
の
党
派
が
他
の
党
派
と
だ
け
で
は
な
く
お
互
い
の
内
部
で
も

対
立
し
合
う
の
か
。
要
す
る
に
こ
う
し
た
こ
と
の
た
め
に
無
限
に
多
く
の
悪
が
す
べ
て
の
国
に
侵
入
し
た
の
だ
。
そ
こ
か
ら
不
幸
な
嵐

が
発
生
し
、
そ
こ
か
ら
憎
し
み
、
争
い
、
論
争
、
敵
対
、
不
平
、
非
難
、
党
派
、
そ
し
て
最
後
に
徒
党
、
内
戦
、
都
市
の
略
奪
、
国
家

の
破
滅
、
聡
明
な
人
の
死
が
お
こ
っ
た
の
だ
。
我
々
は
そ
ん
な
に
遠
か
ら
ぬ
以
前
に
近
隣
の
王
国
と
国
家
が
内
戦
の
流
れ
に
も
ま
れ
る

の
を
み
た
。
そ
れ
は
ま
だ
完
全
に
は
克
服
さ
れ
て
い
な
い
し
、
も
し
公
け
に
法
律
に
よ
っ
て
そ
の
市
民
の
子
供
た
ち
に
同
じ
教
育
を
し

な
け
れ
ば
静
ま
る
と
も
思
え
な
い
。
》

こ
こ
に
は
す
で
に
後
に
ポ
リ
チ
l
ク
派
の
理
論
家
と
し
て
登
場
す
る
彼
の
政
治
的
立
場
の
重
要
な
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
。

ボ
ダ
ン
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
コ
レ

l
ジ
ュ
設
立
の
訴
え
は
効
果
が
な
か
っ
た
。
こ
の
五
九
年
は
宗
教
戦
争
の
時
代
へ
の
決
定
的
な
転
換
期

で
あ
り
、
も
は
や
ユ
マ
ニ
ス
ム
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
宗
教
戦
争
の
先
進
地
で
あ
る
ト
ゥ
ル

l
ズ

け

で
は
も
は
や
ユ
マ
ニ
ス
ム
の
コ
レ

l
ジ
ュ
設
立
な
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
今
や
強
力
な
勢
力
に
成
長
し
た
改
革
派
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に

ジャン・ポダンの生涯

面
と
向
か
っ
て
対
崎
し
、
君
主
に
公
認
を
要
求
し
て
い
た
。
こ
の
困
難
な
宗
教
問
題
に
直
面
し
た
や
さ
き
に
ア
ン
リ
二
世
は
ス
ペ
イ
ン
と

の
和
約
を
祝
う
騎
馬
試
合
で
事
故
死
し
て
し
ま
い

こ
れ
以
後
長
年
の
対
外
戦
争
で
財
政
的
に
破
産
し
、
幼
王
の
《
空
位
時
代
》
に
入
る

王
権
は
こ
の
宗
教
問
題
を
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
宗
教
的
・
政
治
的
に
緊
迫
し
た
時
代
に
ボ
ダ
ン
は
彼
の
形
成
期
を
終
え
、

実
践
を
求
め
て
バ
リ
に
で
て
ゆ
く
。

ハ
1
)

こ
の
ボ
ダ
ン
の
肖
像
は
フ
エ
ル
ナ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ア
リ
ユ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
木
版
画
で
あ
り
、

一
五
六
八
年
版
の
『
マ
レ
ス
ト
ロ
ワ
氏
へ
の
反
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論
』
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一
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1
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収
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前
の
ポ
ダ
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印
・

(
5
)

同vcnA戸
内
同
仏
O
F
F〈
Cロロ
-
e
p
出
-
m
g
-
2
L
2
H
-
-
5同吋
2

q
〉
3
2
(
H
H
H
l叩
〉
・
巳
広
《
宮
口
問
一
一
F
m』口一
2
・
9
-
Y

巳
件
匂
・
品
目
0

・』・

lHV-2-nhrcp

YAhrdo-古
田
宮
己
叫
将
司
〈
】
円
山
て
z
a
c
-
3
門
町
田
町
。
B
E
g
-
一一口問円九回(円日目
J
∞
)
丹
・
〉
ハ
〈
戸
司
・
立
印
・

(
6
)

マ
ク
レ
ィ
は
ボ
ダ
ン
が
七
人
兄
弟
(
男
三
人
、
女
四
人
)
の
下
の
方
で
、
女
の
兄
弟
の
一
人
が
ア
ン
ジ
ェ
の
大
寺
院
の
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
と
結
婚
し
た

と
し
、
彼
の
家
が
四
人
の
娘
に
十
分
な
結
婚
持
参
金
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
程
金
持
で
、
ア
ン
ジ
ェ
の
郊
外
に
ブ
ド
ウ
闘
を
も
っ
て
い
た
と
し
て

い
る
。
穴
・

0
・
y
p
H
Nロ0
・
0
甘
口
広

Q
4・
主
)
唱
℃
・
〉

ω
・
マ
ク
レ
ィ
は
我
々
が
用
い
た
、
パ
ス
キ
エ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
資
料
を
知
ら
ず
、
お

そ
ら
く
ル
ヴ
ロ
ン
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
新
し
い
資
料
だ
け
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
両
方
の
資
料
を
総
合
的
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
は
今
回
は
で
き

な
カ
っ
た
が
、
ボ
タ
ン
の
家
が
中
流
階
級
で
、
そ
れ
も
社
会
的
に
上
弁
し
よ
う
と
し
て
い
た
中
流
階
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

論

(
7
)

こ
れ
に
『
七
賢
人
の
対
話
』
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ラ
テ
ン
語
写
本
の
多
く
に
は
八
回
・
開
・

~-N円
〉
・

ω・
〉
・

h
u

HikHHHVv、
フ
ラ
ン
ス
語
の
写
本
に
は
八
、
・
凶
・
与
の
の
・
門
〉

-
r
g
g
m目
V
と
付
記
さ
れ
て
お
り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
様
々
な
読
み
方
が

可
能
だ
が
、
と
に
か
く
そ
の
意
味
は
八
ア
ン
ジ
ェ
人
ジ
ヤ
ン
・
ポ
ダ
ン

V
が
六
三
才
の
と
き
そ
れ
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
8
)
o
s
t
o
-
-
℃・

5

1
八
ア
ン
ジ
エ
(
私
の
故
郷

:
:
:
)
V
・
ζ
2
r
&
E
L〈
-
-
一
同
町
三
八
ギ
ヨ
l
ム
・
デ
ュ
・
ベ
レ
l
、
私
の
同
郷
人
V
一ヲ

一ω印
『
-

A
ハ
私
の
同
郷
人
(
何
故
な
ら
彼
〔
ギ
ヨ
!
ム
・
デ
ュ
・
ベ
レ

l
〕
は
生
ま
れ
か
ら
し
て
ア
ン
ジ
ェ
人
で
あ
っ
た
か
ら
)
V

ニM
W
H》
立
∞
土
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八
ア
ン
ジ
ェ
人
、
つ
ま
り
私
の
故
郷
の
人
々

V
・列
2
3ロ
戸
℃

-
T
八
私
の
国
ア
ン
ジ
ュ

V
・
器
官
三
石
タ
〈
・

7

℃

gNu
〈
私
は
私
の
故
郷

に
対
す
る
忘
恩
な
し
に
は
昔
の
人
が
ア
ン
ジ
ェ
の
町
に
対
し
て
な
し
た
決
定
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
:
:
・

V
。

(
9
)
Z・
2
2
n
Z
E
C一ゲ匹目
E
L
Z
E「』
E
D
国

O
L
E
C
H
-
-↓
3
・
同
・
戸
唱
・

5
・

N
-
B
 

(
悶
)
ポ
ダ

γ
は
そ
の
一
五
五
三
/
五
周
年
二
月
七
日
付
け
の
献
辞
で
プ
l
ヴ
ェ
リ
の
保
護
に
感
謝
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

0
0
5
E
Z
S
F

〔
凶
作

ι
-
B
C
G
H
八
本
当
に
あ
な
た
の
寛
大
さ
と
好
意
に
み
ち
た
光
が
私
に
向
っ
て
輝
き
、
日
ご
と
に
輝
き
を
域
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
私
は
私
の
努
力

の
こ
の
と
る
日
た
ら
な
い
成
果
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
私
の
す
べ
て
の
も
の
を
何
の
例
外
も
な
し
に
あ
な
た
に
捧
げ
る
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す

:
と
い
う
の
は
私
が
人
生
の
師
に
し
て
模
範
だ
と
考
え
て
い
た
そ
の
司
教
か
ら
、
そ
の
司
教
の
も
と
で
ま
た
長
い
間
の
交
際
に
お
い
て
、
払
に
知
識

が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
大
部
分
を
え
た
お
か
げ
で
、

l
l私
に
書
く
こ
と
の
自
信
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
そ
の
司
教
で
し
た
し
、
ま
た
非
常
な
学
識
と

公
正
さ
に
よ
っ
て
私
を
策
略
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
の
も
そ
の
司
教
で
し
た
|
|
、
私
は
い
つ
も
希
望
を
抱
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
か
ら
。

V

(日

)
3
1
2
宮
ユ
ヨ
同
門
F
E
E
D
ヨヨ庁内山
0

7

白
・
∞
ωLMP
去
三
一
〉
同
V
Q
D
F
E
F
ρ
5
Z
=
Z
L
E
E
2
2同国

-
D
a
L
F
Z
E円』
E
=
∞
D
L
E
Q
H
H
i
g
)

官
官
・
可

l
g
.

こ
の
調
書
を
と
っ
た
二
人
の
公
証
人
は
こ
の
調
書
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
ボ
ン
ク
ー
ル
・
コ
レ
l
ジ
ュ
の
教
師
ニ
コ
ラ
・
デ
ュ
・
ユ
l
リ
ュ
に
送
っ
て
お

り
、
そ
の
教
師
が
こ
の
調
書
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
う
。
(
え
・

F
M
L
・
-
司
・
印
∞
〉
お
そ
ら
く
そ
の
教
師
は
過
激
派
カ
ト
リ
ッ
ク
の
リ
l
グ
の
一
員
で
あ

り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ポ
リ
チ

l
p
・
不
平
分
子
派
と
ユ
グ
ノ
i
派
の
連
合
軍
の
り
l
タ
ー
で
あ
る
ア
ラ
ン
ソ
ン
公
に
仕
え
、
『
凶
家
論
』
で
寛
容

政
策
を
主
張
し
、
プ
ロ
ワ
の
三
部
会
で
第
三
身
分
の
穏
健
派
を
率
い
て
ア
ン
リ
三
世
と
リ
i
グ
に
激
し
く
反
対
し
た
ボ
ダ
ン
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
こ

の
調
書
を
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
調
書
は
こ
の
点
に
問
題
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
資
料
的
価
値
を
疑
う
理
由
は
な
い
。

(
円
は
)
ボ
ダ
ン
は
六

O
人
の
歌
手
が
ア
ン
リ
二
世
の
前
で
歌
う
の
を
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ア
ン
リ
二
位
の
即
位
そ
の
と
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
↓
r
l

内
出
仲

2
2
5
2
2
P

一
デ
若
田
ω
ぎ
|
匂
一
七
八
私
は
フ
ラ
ン
ス
王
ア
ン
リ
二
世
の
面
前
で
六

O
人
の
歌
手
が
呉
っ
た
リ
ズ
ム
で
一
緒
に
歌
う
の
を
み

た。

V

(
刊
川
)
』
・
〉
・
号
、
H

，F
C
F
C
℃
・
ロ
ュ
・
(
自
!?i
ご・

2
『ユ
(
U
V

門
〈
円
ア
〈
o--
〈
w

官
・
己
一
い
A

ハ
ア
ン
ジ
ュ
生
ま
れ
で
、
子
供
の
と
き
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
院
で

修
道
士
生
活
を
誓
願
し
た

l
lこ
れ
は
ま
っ
た
く
確
実
だ
と
断
一
百
で
き
る
|
|
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
は
そ
の
後
早
す
ぎ
る
年
令
で
な
し
た
誓
願
か
ら
ま
っ

た
く
解
放
さ
れ
、
文
芸
の
仕
事
に
没
頭
し
た
。

V

こ
の
ド
・
ト
ゥ

l
の
証
言
は
そ
れ
を
誤
ま
り
だ
と
す
る
メ
ナ

l
ジ
ュ
の
証
言
(
去
晶

E
m
o
-
-司・

2
7
国
!
?
司
・
一
品
一
一
八
弁
護
士
ポ
l
ド
リ
は

ド
・
ト
ゥ
ー
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
私
に
数
回
断
言
し
て
述
べ
た
。

V
)
の
た
め
に
か
つ
て
は
否
定
さ
れ
、
ボ
ダ
ン
が
子

(寸ジャン・ボダンの生涯
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説

供
の
と
き
巳
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
で
あ
一
っ
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
続
け
た
。

(
川
門

)

Z
・
毛
色

ω
P
E
n
Zヨ
『
百
ミ
L
Z
F
品

E
Lゆ

ωロ
ニ
ニ

5
2広
含

8
5
n
-
3
2
2
P
3
9
3
5
F
8
2
2
F円
え
同
3
1
H
F
Fコ
♂
一
∞
∞
少

℃-一∞
ω
・
一
∞
印
・
開
・

0
5
P
C
B
S
m
F
E
∞
D
L
P
E志
巴
』

5
(口同
l
一
一
一
〉
咽
向
者
・
吋
∞

l
g・

(
は
は
〉
ド
ロ
ズ
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ボ
ダ
ン
を
我
々
の
ボ
ダ
ン
だ
と
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
ァ
ン
ジ
ェ
の
司
教
ブ

ー
ヴ
エ
リ
が
一
五
五
六
年
に
火
刑
に
処
さ
れ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
修
道
士
ラ
ベ
ク
に
対
す
る
異
端
審
問
で
果
た
し
た
役
割
を
寛
容
精
神
を
も
っ
た
ユ

マ
ニ
ス
ト
の
干
渉
の
一
例
だ
と
し
、
そ
う
し
た
異
端
審
問
に
干
渉
す
る
程
の
寛
容
精
神
を
も
っ
た
ユ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
ポ
ダ
ン
の
保
護
者
プ

l
ヴ
ェ
リ

が
パ
リ
の
司
教
ロ
レ
1

ヌ
枢
機
卿
を
通
じ
て
ボ
ダ

γ
の
兵
端
審
聞
に
干
渉
し
て
彼
を
解
放
し
、
ア
ン
ジ
ェ
に
連
れ
て
帰
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
で
あ

る

0
3
5
p
o
u
-
2・
℃
∞
品
)
ド
ロ
ズ
は
ラ
ベ
ク
裁
判
の
資
料
を
怒
意
的
に
読
み
込
み
過
ぎ
て
お
り
、
ブ

l
ヴ
ェ
リ
が
そ
の
裁
判
で
果
た
し
た
役
割

を
ユ
マ
ニ
ス
ト
の
干
渉
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
え

-z・
J
J
刊の

E
F
F
o
g己
乙
ぽ
吋
自
己
同
可
』
g
口
問
与

2
・
∞
己
}
]
2
5
内
凶
作
}
白

ω
C
口
広
広
《
】
O

-taDF3
含

胃
C
H
E
U
=
p
g
m
p
S
3
2・仲
-

M
内

X
M
H
u
p
-
∞
u
o
w
3・
g
i
g・
)
し
か
し
、
世
界
の
す
べ
て
の
宗
教
の
八
和
合

V
を
望
ん
で
い
た

宗
教
平
和
論
者
ギ
ヨ

1
ム
・
ポ
ス
テ
ル
(
『
世
界
の
和
合
。
ぬ
D
手
ゲ
ぢ

H
E
σ
2
5
2
L芯
』
一
五
四
二
年
)
に
ひ
か
れ
て
い
た
プ
l
ヴ
ェ
リ
が
異
端
審
問

に
干
渉
す
る
程
熱
烈
な
宗
教
平
和
論
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
ボ
ダ
ン
は
ブ

l
ヴ
ェ
リ
に
極
端
な
ま
で
に

恩
義
を
感
じ
、
入
非
常
な
学
識
と
公
正
さ
に
よ
っ
て
私
を
策
略
か
ら
守
っ
て
く
れ
た

V
と
感
謝
し
て
お
り
、
ド
ロ
ズ
が
示
唆
し
た
可
能
性
を
歪
疋
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
ボ
タ
ン
が
我
々
の
ボ
タ
ン
で
は
な
い
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
は
そ
の
ポ
ダ
ン
が
八
百
巴
え
百

v
r
g
Eえ
g
Vと

、，

八
p
pユ円。
V
の
敬
称
」
を
つ
け
て
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
敬
称
は
こ
の
場
合
に
は
神
学
博
士
と
い
う
'
意
味
に
違
い
な
く
、
我
々
の
ボ
ダ
ン
が

四
八
年
ま
で
に
パ
リ
大
学
神
学
部
で
神
学
博
士
に
な
っ
た
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ボ
タ
ン
が
カ
ル
メ
ル
会
の
修
道
士
と
し
て
パ
リ
大

学
神
学
部
に
通
い
神
学
博
士
号
を
と
っ
た
1

1
当
時
、
一
七
、
八
才
で
博
士
号
を
と
る
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
で
は
な
い
。

(叩山〉

OEtc-
司・

5

1
〈
ア
ン
ジ
エ
(
私
の
故
郷
に
つ
い
て
、
私
は
先
年
非
常
に
高
い
報
酬
で
そ
こ
に
任
命
す
べ
き
法
学
者

i
l法
学
者
の
能
力
は
こ

の
町
〔
ト
ワ
ル
ー
ズ
〕
が
最
も
高
い

l
ー
を
決
め
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
こ
と
を
告
白
す
べ
き
だ
と
思
う

)
Y」
の
引
用
は
法
学
部
を
も
っ
て
い
る
大
学

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
ア
ン
ジ
ェ
、
ト
ワ
ル

l
ズ
は
ア

γ
ジ
ェ
大
学
、
ト
ワ
ル

l
ズ
大
学
の
こ
と
で
あ
る
。

(
行

)
O
E
M
g
c
E
E
F
戸
?
『
o
-
U
M

一
八
私
は
一
五
四
九
年
に
ナ
ン
ト
に
い
た
と
き
に
別
の
七
人
の
魔
女
に
対
す
る
裁
判
を
知
っ
た
:
:
目

V
。

さ九
日間
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(

川

悶

)

2
2
r
玄
雪
山
手
。
司
・
円
三
・
(
自
l
ω
γ

口三品

L
m
z
m
u
(
U
E
ミ
Z-
品
-
n
F
(
E
l山吋)唱方-一
U
P
N
H
八
:
:
:
大
学
に
い
た
青
年
時
代
の
初
め

に
彼
は
す
べ
て
の
学
問
に
つ
い
て
の
豊
か
な
知
識
に
み
ち
て
い
た
の
で
、
彼
は
あ
ふ
れ
る
勤
勉
さ
の
輝
、
ぎ
に
よ
っ
て
彼
の
学
友
だ
け
で
は
な
く
教
師
を

も
傷
つ
け
た
。

V
こ
の
メ
ナ
l
ル
の
証
言
は
ア
ン
ジ
ェ
で
の
言
い
伝
え
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
シ
ョ
ヴ
ィ
レ
は
彼
の
証
言
、
が
一
般
に
誇

張
さ
れ
て
お
り
信
用
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

け

ポ
ダ
ン
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
、

Q
-
2
∞
R
Z
F
E月
口
鈴
』
S
ロ
ヨ
回
忌
古

-
2
E
Q
H
H
1
5
3・
貝
3
2子
ロ

窓

口

E
P
〉
可
D
m
宮
内
ユ
司
竹

B

国
主

5
ょ
の
8
5♀
3
2
3子
列
ω
g
uヨ
(
口
問
l
一
四
一
〉
参
照
。

(
羽
)
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
記
録
に
つ
い
て
は
、

E
3
2
Z
Z
F
C
』

2
5
E
O
ハ

H
O
T
E
∞。
F
H
q
z
-
2
口C
戸

5
2
5
5
2
Z広
g

Q
口
1
5∞)
a

ロ
-
C
E
N
-

cu・

2
同・

(
E
l
-
-
一〉

L-r〈
S
F
毛
-
c
x
-
Q
H
H
l二
ω
)
参
照
。

(
引

)
Z
-
z
z
?
C℃
E
丹
・
℃
一
品
∞
・

(
忽
〉
ボ
ダ

γ
が
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
領
主
の
称
号
で
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
最
初
の
資
料
は
、
プ
ロ
ワ
の
一
一
一
部
会
に
出
席
し
て
い
た
ポ
ダ
ン
か
ら
一
五
六

O

年
の
ラ
ン
で
の
地
方
三
部
会
の
写
し
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ま
れ
た
者
が
一
五
七
七
年
に
ボ
タ
ン
に
宛
て
た
宛
名
で
あ
る
。
一
八
ヴ
エ
ル
マ
ン
ド

ワ
地
方
裁
判
管
轄
区
の
第
三
身
分
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
派
遣
さ
れ
て
い
る
法
学
博
士
で
サ
ン
・
タ
マ
ン
の
領
主
ボ
ダ
ン
殿

V
。
こ
れ
以
後
に
つ
い
て

は
、
〉
・
旬
。
己
主
2
U
F
O
℃
日
件
・
(
口
同
i
自
由
〉
唱
官
-
町
一
口
・
ア
司
・
三

ω
』
・
参
照
。

ハ
包
)
と
く
に
、
安
吉
σ
Z
宮
内
-
一

m
w
何者・

ω-mlω
一
∞
(
シ
ュ
ネ
!
ヴ
の
貴
族
政
体
)
山
口
ケ
?
?
主
芯
〈
ア
ナ
・
パ
プ
テ
イ
ス
ト
の
デ
ィ
タ
ト
事

件
)
・
〈
-
m
-

苦
ご
山
∞
|
話
回
(
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
と
ベ
ル
ン
と
の
同
盟
〉
参
照
。
彼
の
ス
イ
ス
に
関
す
る
知
識
の
多
く
は
フ
ラ
ン
ス
の
ス
イ
ス
駐
在
大

使
オ
ル
ベ
の
修
道
院
長
一
一
コ
ラ
・
ド
・
ラ
・
ク
ロ
ワ
か
ら
え
て
い
る

0
3正
ご

ケ

ア

℃

・

二

一

u

〈‘

m
w
唱
・
話
回
・

彼
の
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
制
度
の
称
賛
に
つ
い
て
は
、

P
E
w
〈

ア

ア

℃

毘

ア

白

ω
(
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
の
監
察
官
の
制
度
の
称
賛
)
一
〈
ア
十
宅
-

U

印∞
l
旧
日
山
(
ジ
ュ
ネ
i
ヴ
の
貴
族
政
体
を
称
賛
)
参
照
。

(
剖

)
O
E
C
D
-
ヲ

ミ

〈

l
f
A
i
-
-
-
ス
イ
ス
人
は
、
財
政
的
に
窮
し
ほ
と
ん
ど
荒
地
に
住
ん
で
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
自
分
の
闘
に
立
派
な
学
校
を
設
立
し

た
だ
け
で
は
な
く
、
最
も
有
能
な
若
者
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
五

O
O人
の
若
者
を
公
け
の
費
用
で
、
ま
っ
た
く
寛
大
に
も
毎
年
彼
ら
に
二
万
ド
ワ
プ

ロ
γ
の
金
を
与
え
て
、
彼
ら
の
望
む
大
学
で
教
育
し
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
ら
は
こ
の
寛
大
さ
を
自
国
民
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
人
や
旅
行
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説

者
に
対
し
て
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
け
わ
し
い
山
に
隣
接
し
た
彼
ら
は
実
に
、
あ
ま
り
外
国
を
必
要
と
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
確
か
に
す
べ
て
の
人
聞

が
同
じ
国
民
で
は
あ
り
え
な
い
に
し
て
も
そ
れ
で
も
、
す
べ
て
の
人
聞
が
同
じ
愛
情
に
よ
っ
て
一
つ
に
な
る
よ
う
に
、
そ
し
て
自
己
の
替
の
泉
を
外
凶

人
た
る
と
自
尉
民
た
る
と
同
等
に
開
放
す
る
よ
う
に
国
家
を
運
営
し
て
い
る
。
V

(お

)
ζ
z
r
a
g
-
〈一・℃・
M
G
守
口

A
A
j
-
-
-
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
人
の
も
と
で
称
賛
す
べ
き
も
の
、
富
強
さ
や
統
治
の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
徳

と
敬
皮
さ
に
よ
っ
て
尉
家
を
都
や
か
せ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
僧
似
監
察
官
の
制
度
が
あ
る
。
人
間
の
欲
望
や
人
間
の
法
律
と
裁
き
に
よ
っ
て
は
決

し
て
な
お
す
こ
と
の
で
き
な
い
慈
徳
を
抑
制
す
る
の
に
こ
の
制
度
以
上
に
有
効
で
崇
高
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
強
制
は

キ
リ
ス
ト
の
規
範
に
合
致
し
て
お
り
、
ま
ず
暗
に
、
親
切
に
、
次
に
少
し
厳
し
く
、
そ
れ
で
も
従
わ
な
け
れ
ば
そ
の
次
に
強
力
で
有
効
な
教
会
か
ら
の

追
放
が
続
き
、
追
放
の
後
に
は
官
吏
に
よ
る
懲
罰
が
続
く
。
な
ぜ
な
ら
、
セ
ネ
カ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
律
に
よ
っ
て
良
く
な
る
な
ど
と
考
え
る

こ
と
は
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
か
く
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
は
決
し
て
罰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
そ
こ
〔
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
〕
で
は
反
乱
や

暴
動
な
し
に
最
も
有
徳
で
あ
る
と
い
う
名
声
を
か
ち
え
て
い
る
監
察
官
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
都
市
で
は
一
人
の
売
春
婦
も

一
人
の
暴
飲
も
、
一
人
の
踊
り
も
、
一
人
の
乞
食
も
、
一
人
の
無
為
徒
食
の
輩
も
み
ら
れ
な
い
o
V
(
『
国
家
論
』
で
の
ジ
ナ
不
l
ヴ
の
監
察
官
制
度
の

称
賛
は
こ
の
ほ
と
ん
ど
逐
語
的
な
繰
り
返
し
で
あ
る
。
)

な
お
、
こ
の
ス
イ
ス
の
部
分
の
文
献
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
F左
w

以

L
Y
M包
〈
参
照
。

(
お
)
見
弘
司
与
-
5
z
p
一
〈
・
品
、
℃
印
∞
山
一
八
一
五
五
六
年
に
モ
ン
ベ
リ
エ
で
聞
か
れ
た
ラ
ン
グ
ド
ァ
ク
の
三
部
会
ー
ー
そ
の
と
き
私
は
そ
こ
に
い
た

1
l
v

U
S・
M
-

匂
∞
二

H
A
A
一
五
五
六
年
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
三
部
会
|
|
当
時
私
は
そ
こ
に
い
た
|
|
V
。

(
幻
〉

ζ
2
Z
E
P
〈
-
u
・
5
∞
f
A
A
j
-
-私
が
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
で
観
察
し
た
こ
と
だ
が
、
一
五
五
七
年
に
起
っ
た
よ
う
に
ベ
ス
ト
が
反
対
の
側
で
発

生
ず
れ
ば
〔
ベ
ス
ト
は
東
方
か
ら
西
方
に
伝
わ
る
の
で
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
と
い
う
西
方
で
発
生
す
れ
ば
〕
、
ベ
ス
ト
は
至
る
所
で
荒
れ
狂
う
と
予
知
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
V

(
泊

)σ
臥

B
S
M
C
B
S
F
?

∞
凶
『
or・
ご
N

〈|一一
ωυ

八
私
は
一
五
五
七
年
に
ト
ワ
ル
ー
ズ
で
〔
川
の
な
か
で
探
刑
像
や
聖
像
を
ひ
い
て
ま
わ
る
雨
乞
い

が
〕
白
昼
公
然
と
引
き
手
(
円

5
1
2
2
)
と
呼
ば
れ
る
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
全
市
民
の
前
で
な
さ
れ
、
す
べ
て
の
像
が
サ
ラ
ン
の
井
一
戸
の
な
か
に
投

げ
込
ま
れ
る
の
を
み
た
:
:
:
V
O
P
E
-
-
-
m
-
F
一
-
-
印
∞
u

《
私
は
一
五
五
七
年
に
悪
霊
が
ト
ロ
ル
ー
ズ
に
雷
を
落
と
し
、
雷
鳴
と
と
も
に
サ
ラ

ン
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
プ
l
ド
の
家
の
な
か
に
落
ち
て
き
て
、
部
屋
中
に
石
を
投
げ
つ
け
た
こ
と
を
思
い
出
す
:
・

iv。
こ
の
出
来
事
は
『
七
賢
人

の
対
話
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

Z
4
Z
Z
C
2
2
2・
匂
・
白
山
(
(
U
Z

ユE
ω
)
。

論
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け

〈
泊
)
ボ
ダ
ン
が
デ
ェ
・
フ
ォ
ー
ル
家
の
者
達
を
始
め
ト
ワ
ル

l
ズ
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

O
B
C
c
-
℃・

8
〈
4
参
照
。

(ω)σ
品

5
0口
O
B
S
F
自・

ω
・
『
c
r・

-ω
印

1
1
3
5
T
・
八
ト
ゥ
ル
ー
ズ
で
の
出
来
事
だ
が
、
非
常
に
博
学
な
医
者
オ
ゼ
ェ
・
フ
ヱ
リ
エ
は
一
五
五
八
年

に
借
家
人
を
苦
し
め
る
悪
霊
が
い
る
と
い
う
の
で
た
だ
同
然
で
立
派
で
良
い
場
所
に
あ
る
市
場
の
そ
ば
の
家
を
賃
借
し
た
:
:
:
そ
の
〔
ト
ワ
ル
ー
ズ
で

勉
強
し
て
い
た
学
生
で
呪
術
師
の
〕
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
そ
の
医
者
に
地
下
室
の
柱
の
そ
ば
の
地
面
を
堀
れ
ば
財
宝
を
見
出
す
だ
ろ
う
と
告
げ
た
。
そ
れ

に
喜
ん
だ
医
者
は
堀
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
財
宝
を
発
見
し
た
と
思
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
、
光
を
発
す
る
旋
風
が
起
り
、
地
下
室
の
採
光
換
気

窓
か
ら
で
て
ゆ
き
、
近
所
の
家
に
あ
っ
た
二
つ
の
の
ぞ
き
穴
を
ぶ
ち
こ
わ
し
た
:
:
:
そ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
そ
の
二
日
後
、
つ
ま
り
一
五
五
八
年
一
二

月
一
五
日
に
そ
の
話
し
を
私
に
し
て
く
れ
た
:
・
:
:
:
V。

ボ
ダ

γ
は
後
に
お
互
い
に
け
な
し
あ
う
こ
と
に
な
る
オ
ジ
ェ
・
フ
ェ
リ
エ
と
ト
ワ
ル
l
ズ
時
代
に
は
親
し
く
つ
き
合
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
。
{
・
〉
戸
問
。
円

相，

2
ュ2
・
〉
仏
〈
ぬ
ユ
-ω
昂

B
Oロ
ω
ω
ζ
・円。
ωロ∞ロハ凶
5

2
円
-
叩
』
5
丹江

2
2日
-
2
3
L
ω
E
H
N
O間
百
三
五
ロ
夕
、
叶
Gロ
-
c
E
P
S∞
口
場
官
-
∞
山
岨
口
ユ
σ
ι
5
H
}
「・

∞
5
5
f
叶

}
5
7白
z
r
a
g
邑

E
n
-
-
m
B
E
2
0
5
2ヨ
口
cmコ
E
O
B
E
C『』
g
ロ
∞
O
L
S・
(
口
円
I
U
3・
司
-
一
日
・
〈
ト
ワ
ル
ー
ズ
で
法
律
を
研
究
し
て

い
た
ボ
タ
ン
氏
は
私
の
親
密
さ
と
友
情
を
利
用
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
私
が
彼
よ
り
も
さ
き
に
法
律
に
つ
い
て
の
著
作
を
書
い
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て

い
た
は
ず
だ
。

V

(
引
)
閉
山
弘
吉
一
ニ

5
F
F
h
?
℃

m
N
一
八
ト
ワ
ル

l
ズ
の
パ
ル
ル
マ
ン
の
決
定
(
註
4
、
一
五
五
八
年

)
V。

(幻
)
O
B
E
P
℃
二
〈
・
《
し
か
し
、
も
し
あ
な
た
が
た
が
よ
り
人
間
的
な
教
育
は
市
民
法
を
だ
め
に
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
こ
れ
程

多
く
の
走
者
が
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
、
0

ア
ー
ル
ジ
ュ
、
ォ
ル
レ
ア
ン
へ
と
、
と
に
か
く
最
も
優
雅
な
学
芸
が
栄
え
て
い
る
所
な
ら
ど
こ
へ
で
も
、
移
っ
て

ゆ
く
の
か

ov

(
お
)
民
2
5
母

ζ
2ヨ
2
・
ζ
含
MGH円2
5
E
F丹
巾

P
E
-
-出
『
何
司
3
5山、・

3
ユ♂

ω・円凶
J

司・一
ω
u
・
0
0
E
E
問
・
貝
均
一
一
日
〕
〉

P
B
2
2
E
C丹
E
g
w
〉

p
s
r
c
D
E『司、
m
Oみ
2
7
H
J
5
2
g
z
C
2
5
E々
司
円
m
p
-
U吋
ω
・

3
・
可
!
日
∞
・

(
M
m
)

宏
司
広
三
戸

A
5・
3
2
g
g
(『
国
家
論
』
の
第
二
の
序
文
と
し
て
入
っ
て
い
る
)
五
七
七
年
か
七
八
年
一

O
年
一
二
日
付
け
の
ギ
l
・
デ
ュ
・
フ
ォ
ー
ル
宛

て
の
手
紙
)
・
ハ
:
:
:
私
が
ト
ワ
ル

l
ズ
人
の
も
と
で
公
け
に
ロ

l
マ
国
民
の
訟
を
教
え
て
い
た
と
主
・

:
:
V。

(
お
)
〉
rv品
出
血

-
E
F
H
K
E
C
C
Cロ
LC
司
『
品
百
四
払
}
広
之

E
F
B
』

5
-
B吉伸日
mv

吋

C己
レ
ロ

8

R
白
〈

D
E
ι
Gコ
同
品
川
戸
町

2
2
ι
口

-
F
司
同
血
友
冨
口
忠
臣
『
(

U

£
E

E
z
r
E
2
5
2
8
P
Eめ
の

Z
5
今

含

CF昨

n
-
5
}
(円回目
15γ

ヲ

二

w
i
z
ι
5
一
』
・
円
、
∞
3
4〈
p
c匂

2丹

(HHHlU3唱
司
・
一

N
・
〈
・
・

〔
ボ
ダ
ン
は
〕
キ
ュ
ジ
ャ
ス
に
劣
ら
ず
ト
ワ
ル

l
ズ
を
憎
ん
で
い
た
。
何
故
な
ら
、
彼
は
ト
ワ
ル

l
ズ
人
か
ら
あ
ま
り
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
卜
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国
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由
主
・
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